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議事のてんまつ 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 おはようございます。[一同「おはようございま

す。」]今日福祉文教委員会ですけれどもよろしくお願いいたします。 

ただいまの出席人員は 7人であります。 

ただ今から福祉文教常任委員会を開催いたします。 

会議録署名議員の指名を行います。４番 釜屋美春委員、５番 唐澤敏委員お願いいたし

ます。 

本日は本会議で委員会付託されました案件につきまして審査を行います。最初は健康推

進課であります。よろしくお願いいたします。なおちょっと始まる前にですけれども、今日

これから審査を行いますが、明日の午前中は現地調査を行い、その後この部屋での審査にな

りますので、よろしくお願いいたします。 

午前 9時 00分 開会 

①健康推進課 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは健康推進課にかかわる案件、まず議案第 1

号 令和元年度箕輪町一般会計補正予算(第 6号)について審査を行います。課の説明をお願

いいたします。課長 

○柴宮健康推進課長 それでは議案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計補正予算(第 6 号)

につきまして健康推進課にかかわる部分、まず健康づくり支援係の関係するところから北

原係長からご説明申し上げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 それでは一般会計補正予算(第 6 号)の 20 ページの方をお願い

いたします。まず歳入の方ですけれども、19 款 寄附金 衛生費寄附金ですがシルバーの

OBさんの方の基金の方の寄附金の方がございまして、高齢者福祉施設のげんきセンターの

利活用促進のためにということで寄附金の方がありましたので、こちらの方 10万円補正す

るものでございます。続きまして歳出 29ページをお願いします。03民生費の 02老人福祉

費 0321 高齢者等福祉施設管理費でございます。今の寄附金をげんきセンターのプリンタ

ーの購入費として使わせていただくということで、備品購入費として計上させていただい

ております。続きまして、33 ページお願いいたします。4 款の衛生費でございます。まず

0401一般保健費ですが、19の負担金、補助金及び交付金です。上伊那広域連合の負担金の

減です。広域の方の負担金の中の保健福祉総務費の方が 5 万 6,000 円の減、それと地域医

療再生事業費の方が 37 万 1,000 円の減で、合わせて 42 万 7,000 円の減額となっておりま

す。続いて伊那中央行政組合負担金の増でございます。特別交付税の減額分を補正するもの

でございます。続きまして、0407 国民健康保険特別会計繰出事業費については国民健康保

険特別会計事務費の繰出金増でございます。国保の方でお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 
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○小林国保医療係長 0407 国民健康保険特別会計の繰出金ということで国保の特別会計の

方へ事務費を繰り出すものでございます。続きまして 0424後期高齢者医療特別会計総務費

繰出金の減ということで 28万円計上させていただいております。以上となります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 細部説明が終わりました。それでは質疑を行いま

す。質疑ありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 今の 33ページの繰入金、国保の会計の繰入金ですが、179万 4,000円

今回はこの補正予算ですけども、全体ではどのくらい、繰入金ってどれくらいになってるか

わかりますか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ここではわからないですか。小林係長 

○小林国保医療係長 全体というのは国保会計の一般会計からの繰入金でということよろ

しいですか。国保の特会の方で説明をさせていただきます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 この繰入金ですけれども、国保の特別会計の方でも同じ額を繰り入

れるということで補正になるので、そちらで説明させていただきたいんですがよろしいで

しょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員よろしいですか。他に質問ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければ質疑を終了いたします。討論に入ります。

討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。採決を行います。議案第 1号 

令和元年度箕輪町一般会計補正予算（第 6号）の健康推進課にかかわる部分について、原案

どおり決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは異議ないものと認め、可決すべきものと

決定いたします。その旨本会議で報告をいたします。 

それでは次に議案第 2 号 令和元年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算（第 5 号）

について審査を行います。担当課の細部説明をお願いいたします。課長 

○柴宮健康推進課長 議案第 2 号 令和元年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算（第

5号）につきまして担当の国保医療係小林係長からご説明申し上げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 小林係長 

○小林国保医療係長 それでは国保の 6 ページをご覧ください。歳入でございます。国庫

支出金としまして 3款 02、03、02の関係業務準備事業費補助金、03社会保障・税番号制

度システム整備費補助金でございますが、それぞれシステム改修に伴う国からの補助金を

予定をしております。続きまして 7 ページをご覧ください。6 款 県支出金でございます。

普通交付金としましてそれぞれ 3,525 万 6,000 円の増額ということで、こちらにつきまし
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ては見込みで医療費が増えるということで増額を計上させていただいているものでござい

ます。その中の 4213ございますが 1,182万 7,000円計上させております。これにつきまし

ては、高額の海外療養費ついて支出を予定しておりましたので、大きな金額を計上させてい

ただきましたが、3月に支給を予定しておりましたが 3月中に支給決定とならず、次年度の

支給となるものでございますのでよろしくお願いいたします。4 月以降の支給となります。

続きまして 8 ページをご覧ください。10 款 繰入金でございます。一般会計繰入金という

ことで先ほどの一般会計の方でご説明させていただきました繰出金の同額を計上させてい

ただいております。こちらにつきましては、事務費等への繰入金ということで職員給与等の

繰入金ということで計上させていただいております。続きまして 9ページをご覧ください。

12款の諸収入でございます。1項の一般被保険者延滞金、4項の 05一般被保険者第三者納

付金、退職被保険者等返納金でございますが、それぞれ実績に伴いまして、額を増額するも

のでございます。続きまして 10 ページをご覧ください。歳出でございます。1 款の総務費

でございますが 4111一般管理費でございますが、先ほどの 8ページの一般会計からの繰入

金に伴うものでございますが、上伊那広域連合への負担金が増ということで 179 万 4,000

円を計上させていただいております。11ページをご覧ください。02款 保険給付費でござ

います。それぞれ一般被保険者療養の給付費、一般被保険者療養費、一般被保険者の高額療

養費、退職被保険者高額療養費それぞれ医療費の見込みで増額を計上させていただいてお

ります。12 ページをご覧ください。続いての保険給付費でございますが、退職被保険者等

の高額の療養費でございます。13 ページをご覧ください。09 款 予備費でございますが

684 万 5,000 円の増ということで収支の調整をさせていただいております。ご説明は以上

となります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 先ほどの一般会計の補正予算のときに質問があり

ました一般会計からの繰入金、国保で言えば繰入金の総額について説明をお願いいたしま

す。係長 

○小林国保医療係長 8ページをご覧ください。一般会計からの繰入金でございますが、総

額で計のところでございますが、1億 6,548万 7,000円を予定しております。これは補正が

可決された後の金額でございます。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 まず最初に松本委員、今の説明でよろしいですか。

それでは細部説明が終わりましたので質疑を行います。質疑ありませんか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 11 ページになるんですけれども、要は医療費増の要因、主な要因を

ちょっと教えてほしいんですけれども、特に聞きたいのがインフルエンザ、報道によります

とインフルエンザの発生が全国的には減っている。去年より減っているということで単純

に考えると医療費って減るんじゃないかなと思ったんですけども、簡単に言うと、その他の

要因があると思うんですが、医療費の増えてる理由、要因というのを教えてください。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 小林係長 

○小林国保医療係長 すみません。要因がちょっと原因が特定できてはいないんですけど
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も、毎月の支出に伴いまして、現状の予算ですと不足するということで、今回計上させてい

ただいているものでございます。すみません、要因が詳しい要因を知らなくてすみません、

わからなくて申し訳ないんですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 要因は大丈夫ですので、ということはこれ年度当初の見込みよりも

増えてるというか、簡単に言うと例年よりも今年はお医者さんにかかる人が多かったとい

うふうに理解していいんでしょうか。人というか、その金額ベースで、要は補正するという

ことは想定したよりも多かったということことですよね、要は。何が知りたいかっていうと、

まぁそういうことで、立てた見込みよりも多かったかどうかっていう。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 これ数年の医療費の動向とそれから今年の金額を見たところで見込

みの額を出しているんですが、伸びているのは高額な、高額っていうか、医療費がかかる方、

疾病の方がちょっと何件かあるので、そこら辺が心当たりがあるところかなとは思ってい

るところです。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。入杉委員 

○６番 入杉委員 今の関連ですけれども、高額医療費というものが大変使われていると

いいますか、高額医療費の請求が多い傾向になりつつあるというふうに傾向的なものは、分

析的にどうなんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 小林係長 

○小林国保医療係長 件数は伸びてはおります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 関連していいですか。寺平委員の関係ですけども、先ほど説明では高額

のって言ったんですけども、その高額ってのはどのような病気が高額になるんです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 血液の病気の方が去年、一昨年あたりに転入をされている方がいら

っしゃって、薬剤、お薬代が高いという方が多いですね。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。入杉委員 

○６番 入杉委員 関連しまして、そうすると抗がん剤治療が多いということでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 そちらではないです。抗がん剤ではない。はい。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。課長 

○柴宮健康推進課長 すみません。血友病の方がいらっしゃいます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。よろしいですか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければ質疑を終了いたします。討論ありません

か。  
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（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決をいたします。

議案第 2 号 令和元年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第 5 号)を原案のとおり決

定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議がないものと認め、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。本会議でその旨を報告いたします。 

次に、議案第 3号 令和元年度箕輪町後期高齢者医療特別会計補正予算(第 5号)について

審議いたします。担当課の細部説明をお願いいたします。課長 

○柴宮健康推進課長 議案第 3 号 令和元年度箕輪町後期高齢者医療特別会計補正予算(第

5号)につきまして国保医療係小林係長からご説明申し上げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 小林係長 

○小林国保医療係長 後期の 6ページをご覧ください。歳入でございます。1款 後期高齢

者医療保険料でございます。01 特別徴収の保険料、02 普通徴収の保険料、現年分と滞納

分でございますが、それぞれ滞納分につきましては額の見込みで、現年度分につきましては

保険料が増えている、被保険者が増えているということで保険料も増えてますので、増額を

させていただくものでございます。続きまして 7ページをご覧ください。4款 繰入金でご

ざいます。先ほど一般会計の方で申し上げました金額と同額でございますが、一般会計から

の繰入金として総務費の繰入金を 28 万円の減として計上させていただいております。8 ペ

ージをご覧ください。歳出でございます。1 款 総務費でございますが、6700 一般管理費

でございます。19の 01上伊那広域連合負担金の減ということで 35万 3,000円の減を計上

させていただいております。続きまして 23 の 01 償還金利子の割引料ということで、こち

らにつきましては円滑運営事業費補助金過年度精算分ということで、昨年度システム改修

を行いまして、国から交付金を受けておりますが、それは概算額で交付を受けておりまして、

実績の金額がそれよりも少なかったので国へ返還するものとして 7 万 3,000 円を計上させ

ていただいているものでございます。9ページをごらんください。2款 後期高齢者医療広

域連合納付金でございます。こちらにつきましては、さきほどの入ってきた保険料につきま

して、後期高齢者医療広域連合の方へ支出するものでございますので、その金額を計上をさ

せていただいております。保険料の増として計上させていただいております。説明につきま

しては以上となります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 細部説明が終わりました。質疑を行います。質疑あ

りませんか。中村委員 

○１２番 中村委員 歳入の方の延納というところなんですけど後期高齢者の歳入の延納

って何件くらいある。 

○小林国保医療係長 件数でございますか。 

○１２番 中村委員 金額は載ってるので。 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 小林係長 

○小林国保医療係長 確認して後でお答えしたいと思います。よろしいでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 中村委員 

○１２番 中村委員 もしその人が亡くなってしまったりした場合はこれはどうなるんで

すかね。 

○小林国保医療係長 その保険料の方、すみません。保険料を納めている人が亡くなった場

合。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 滞納している人が亡くなっちゃった場合どうなる

のかっていう。係長 

○小林国保医療係長 滞納している人が亡くなった場合。すみません、今までケースがない

ので。 

○１２番 中村委員 わかりました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 すみません。滞納している方が亡くなっても滞納額って残っていき

ます。5 年だったかな、不納欠損されるまで一応滞納額としては残っていく形になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 中村委員いいですか。その件については。件数等の

細かいことについてはまた後で報告をお願いいたします。他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければ質疑を終了いたします。討論に入ります。

討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決を行います。議

案第 3号 令和元年度箕輪町後期高齢者医療特別会計補正予算(第 5号)について、原案どお

り決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め可決すべきものと決定としました。

その旨本会議で報告いたします。次に議案第 9 号 箕輪町高齢者等介護予防施設設置条例

の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。担当課の説明をお願いいたしま

す。課長 

○柴宮健康推進課長 それでは議案第 9 号 箕輪町高齢者等介護予防施設設置条例の一部

を改正する条例制定につきまして柴宮からご説明申し上げます。議案についております新

旧対照表をご覧ください。第 3 条の使用者の範囲でございますが、現行の(1)町内に居住す

る成人の者を、改正案では住所を有する 18歳以上の者としまして、その次に(2)として町内

で就業している者を加えるという形になっております。こちらは使用者の年齢を 18歳とす

ることで町民だけでなく、18 歳以上として、それからあと町内で就業している方も利用を

可能とすることで若いころからの健康づくりや町内企業の健康づくりを支援することが目
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的でございます。続きまして 4 条の使用時間と及び休館日でございますが現在両施設の休

館日は町の休日を定める条例によって、土日祝日、年末年始となっておりますが、げんきセ

ンタ－南部のみ土曜日を除くとして土曜日も利用をしているところです。来年から日曜日

も除くとしてげんきセンター南部につきましては土日の利用を可能とさせていただくもの

です。こちらも土日を開館することによって働く方々などの利用の促進を図ることが目的

でございます。次に別表です。第 7 条関係ですけれども現行の黒枠で囲ってあるところの

体組成分析装置ですけれども、こちらの方が今普通の体重計にも一体化した形でしかも安

価で販売されているということもあって、一般家庭でも多く利用されています。あとそれか

ら、ちょっともう購入して 10年も経っておりましてシステムも古くなっています。ちょっ

とお金を取ってまで利用していただくという形ではないと判断をいたしまして 500 円をい

ただく形での利用は辞めるというもので、ということで削除をさせていただいたものです。

こちらの改正の施行日は令和 2年 4月 1日とさせていただくものです。説明は以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 細部説明が終わりました。質疑を行います。質疑あ

りませんか。松本委員 

○８番 松本委員 今のことなんですが上の町内に有する 18歳以上あるいは町内で就職し

てる者という形になってるんですが、何か証明書を見せるとかそういう形にするんですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 北原係長 

○北原健康づくり支援係長 今利用される方にはそこまで社員証見せるとか、そこまでの

ことは想定していないんですけれども、利用者様にはお名前ですとか、そういったものを住

所だとか、記載していただくような形になっておりますので、そこのところに会社名を記入

していただくような形はとりたいと思っております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員よろしいですか。他にありませんか。釜屋

委員 

○４番 釜屋委員 この 18歳以上というふうに特に以前よりいれたってことは成人よりも

っと若い人も使えるようにっていうふうにしたのか、それとも若い人たちよりも高齢者に、

成人以上に力を入れるためなのか、どうなんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 北原係長 

○北原健康づくり支援係長 町内にある企業の方の健康づくりを支援するという目的がご

ざいまして、高校卒業してすぐに就職される方もいらっしゃいますので、そういったことを

考えて 18歳以上というふうにさせていただきました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。入杉委員 

○６番 入杉委員 今の関連ですけれども町内の就業者ということに対しては企業側から

ご要望があったかないかということと、それから利用の状況について何かデータがあるの

かどうなのか、ということをちょっとお尋ねします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 柴宮課長 

○柴宮健康推進課長 現在町内の企業も健康経営ということに力を入れておりまして、協
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会けんぽの健康系の宣言とかをされている企業もだんだん増えている状況で、そういった

ところに私たちも出掛けて行って町の事業の説明をしたりとか、企業からの要望で出前講

座をしたりするところがあるんです。それで健康ポイントとか、げんきセンターを紹介する

と、うちの企業は半分くらいは外の人だよとか、そういう企業が結構多いんですね、町内も。

ほぼどこの企業も町外の方がいらっしゃるという状況で、そういった中で進めていく中で

ちょっと残念な、利用できない方もいるっていうことを聞いております。あと国全体の流れ

の中ではやはり企業の従業員の健康づくりも市町村がやるべきだという意見も出てきてお

ります。なので箕輪町の人が他のところに行ってれば、他のところのサービスを受けれるよ

うになるっていうのがだんだん進んでくればとも思うんですけれども、そういった流れも

ございまして、町内企業が元気でいるっていうことはやはり町が元気になる商工郡が発展

するという本当にもとになる、基本になるものだと思いますので、応援したいという気持ち

で改正をさせていただいて、あとポイント事業の方も町内に働いている町外住所の方も利

用できるような形をとりたいと思っているところです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありません。松本委員 

○８番 松本委員 現行の一番下に体組成分析装置のことなんですが、古くなってきたの

でお金を取らないってことなんですが、これ今まで通りに使えるという意味ですかという

ことと、あと、これがもし壊れてしまって使用ができなくなった場合はもう使用しない、新

しく買わないということですか、購入しないっていうことですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 先ほども申しましたけども、10 何年も前なので修理をするというこ

とはできない形であります。使えることは使えるんですけれども、データ的に不安な部分も

ありますのでちょっと積極的には。使いますけれども、これのデータをもとにして健康指導

するというところまでちょっと私たちも不安があるなと思っているところで、購入の方も

一般的に一般家庭でも普及しているものですから、購入についても今のところは考えてい

ません。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 今回のこの資料の中にですね、障がい者が有利な金額になるとかって

いうことが書かれていないんですが、確かありましたけれども、その分の記載はどんなふう

になるんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 申し訳ありません。条例の方に特に障がい者という部分の規定はご

ざいませんが、使用者の範囲としてはその他町長が特に認めたものというところで考慮で

きるかと思うんですが、確かに障がい者の方で利用したい方、今のところそういったところ

で問い合わせとかはなかったんですけれども、考慮できるところはしていきたいなと思う

ので、ちょっと検討させていただきたいと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 
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○４番 釜屋委員 確か北部ですか、げんきセンターの方では優遇されてる金額になって

なかったかな。すみません、この中に条例としては書かないということですね。特に金額は。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 申し訳ございません。私よく読んでなくて申し訳ありません。第 8条

のところに使用料の減免の規定がございました。申し訳ありません。こちらの方で障害福祉

法の規定による身体障害者手帳と精神福祉手帳等の交付を受けた、あと療育手帳ですね、と

きは減免ができるという規定がございます。申し訳ありませんでした。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 この資料にありますけれども条例には特には書く必要がないというこ

とですね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 度々申し訳ございません。今回の資料にはございませんが、本文の第

8条に載っておりますので、すみません。ちょっと認識不足ですみません。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。一ついいです

か。今のことに関連してですけれども、この減免ですが、この使用料を南部は誰か管理をし

ている人がいないっていう話ですけど、この減免とかこの徴収についてはどうなっている

のでしょうか。北原係長 

○北原健康づくり支援係長 南部の方は無人ですので、そこのところにどういう人が幾ら

というふうな金額が書かれたものが会場の方に貼られております。それぞれ利用されると

きに、先ほども話しましたが名前ですとか、生年月日とか、住所ですとか、そういったもの

も書くような形になっているのと、あとはそれにあわせて高齢者ですと自然に 65歳以上で

あれば無料だってことがわかりますけど、そこに金額についてを選択するような形になっ

ております。そのところで手帳の確認ができるわけではないですけれども、そこのところで

自己申告で無料というふうに、障がいのため無料というところに印をつけるような形でや

っております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 これ自主申告ということですね、それじゃあね。 

○北原健康づくり支援係長 確認しようと思えば手帳の方とすり合わせはできるんですけ

れども、それを分からないような形でポスト入れてしまうような形で、この人が障がいだと

かわからないような形で申請をしていただくようなものになっております。あくまでも自

主申告になっております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 わかりました。他にありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 今の関連なんですが最初はほとんどわかりませんよね、来た人たちが。

幾らかは説明する人がいるんですか、しばらくの間か。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 北原係長 

○北原健康づくり支援係長 無人なのでとにかく誰もいらっしゃらないです。最初からい

ないです。たくさん貼り紙がされているんですけれども、その貼り紙で読んでいただいてと
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いうような形にはなりますが、隣のゆとり荘の方に管理をお願いしておりますので、わから

ないことがあればそちらの方に問い合わせをしていただくというような、そこに電話が置

いてありましてゆとり荘にもつながるような形になっておりますので、わからなければ問

い合わせしていただくというような形にはしてございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 私生協の方でこういう関連のことをよくやっているんですけども、な

かなか高齢者になるとね、1回 2回説明しただけじゃわからなんでね、っていうことがある

んですよ。なので最初くらいは説明できるような人がいるとかね、した方がそういう余裕は

ありませんかね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 柴宮課長 

○柴宮健康推進課長 初めての方はお問い合わせくださいとか、そういったシステムを取

っていません。あとは常駐とか、指導してくれる人が居ればっていう意見もございますけれ

ども、やはりちょっと今のところそれは実現されていない、いろいろな金銭的なものもあり

ますし、それなりの資格のある者等ということになりますとやはりちょっとなかなか難し

いところがありまして、自主トレーニング施設ということで運営をさせていただいている

んですが、今のところ使い方等でこちらに特に問題があるようなご意見はいただいてはい

ないところです。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論に入

ります。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。議案第 9 号 箕輪町高齢者

等介護予防施設設置条例の一部を改正する条例制定について、原案のとおり可決すること

にご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認め可決すべきものと決定いたし

ました。その旨本会議で報告をいたします。ちょっとここで 5 分間ほど休憩をさせていた

だきます。換気も含めてお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 再開いたします。次に議案第 17号 令和 2年度箕

輪町一般会計予算の健康推進課にかかわる分について審査を始めます。担当課の細部説明

をお願いいたします。課長 

○柴宮健康推進課長 それでは議案第 17号 令和 2年度箕輪町一般会計予算につきまして

健康推進課にかかわる部分についてご説明申し上げます。まず健康づくり支援係の北原係

長からご説明申し上げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 北原課長 
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○北原健康づくり支援係長 今日お配りさせていただきました資料もあわせてご確認の方

をお願いいたします。資料№1というものになります。あと予算書の方とお願いいたします。

まず歳出の方から説明させていただきたいと思いますので、資料の 3 ページの方をご覧い

ただきまして、予算書ですと 75ページをお願いいたします。3款 民生費 0321高齢者等

福祉施設管理費でございます。こちらの方はげんきセンター、げんきセンタ－南部、西部ふ

れあいサロン、高齢者に関する 3 施設の維持管理に係る経費を計上してございます。昨年

度と比較して 48万 6,000円の増額となっております。主な増減理由といたしましてはげん

きセンタ－南部を日曜日に開設を予定しておりますので、それに係る経費、管理委託料分の

増額ということと、あとは沢の方のげんきセンターの駐車場を拡張する形で、駅のそばの駐

車場の方を整備するんですが、そちらの土地の賃借料の方が増額となっております。増額で

計上させていただいております。続きまして 88 ページをお願いいたします。予算書の 88

ページをお願いいたします。4款 衛生費でございます。01保健衛生総務費 0401一般保

健費ですが、こちらは職員の人件費ですとか、保健補導員会、食生活改善推進員などの健康

づくりの要となる組織の育成に係る経費、健康づくり推進に向けて健康づくり推進協議会

の委員報酬、あとは骨髄バンクドナー助成制度の補助金、伊那中央行政、組合広域連合など

の各種負担金、国民健康保険の財政基盤安定に資するための国民健康保険特別会計への繰

出金、を主に計上してございます。増減につきましては 338 万 9,000 円の減となってござ

います。主な増減理由ですけれども、まず増の部分ですが健康づくりを推進するための啓発

パンフレットの方を印刷することと、あとは給食アイデアレシピのカードを作成するとい

うところで、健康づくり啓発のための印刷製本費の方を計上してございます。また骨髄バン

クドナーの助成制度ですが、昨年度ご本人様に 7 日分の補助をしておりましたが、10 日間

の日数増と、あと働いている事業所さんへの補助金も追加する形で増額になっております。

主な減額理由につきましては国民健康保険の財政基盤安定繰出金の減額になります。89 ペ

ージをお願いします。0404 予防接種事業費でございます。こちらの方は予防接種に関する

経費で個別接種の委託料ですとか、ワクチン代を計上してございます。今小児の方で 10種、

高齢者で 2種、成人で 1種の予防接種が定期の予防接種となっておりまして、10月から小

児の予防接種が 1 種追加になるという予定になっております。それにかかる経費の方です

が、昨年度と比較して 706 万円の増額の計上させていただいております。こちらの方は現

在昨年度から実施をしております風しんの追加的対策に係る費用の部分と 10月から接種が

開始になるロタウイルスワクチンの定期接種化に伴う金額を見込んで増額としてございま

す。あと定期予防接種、再接種補助金の方を昨年度 10月から新設いたしましてそちらの方

も追加してございます。89 ページの続きまして 0407 国民健康保険繰出金でございます。

こちらは国民健康保険特別会計の人件費、事務費等の繰出金になります。90 ページの方お

願いします。予算書 90ページです。0408精神保健事業費です。こちらの方は非常勤の保健

師の報酬ですとか、心の相談に来ていただく医師や臨床心理士への謝礼、こころの講演会の

講師ですとか、ゲートキーパー養成講座の講師の謝礼、あとは自殺予防対策のための啓発に
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係る経費の方を計上してございます。比較としますと 40万 6,000円の増になりますが、来

年度はゲートキーパー養成講座を町民に対して開設していこうと計画しておりまして、そ

れの謝礼の増となっております。続きまして 0410保健センター管理費でございます。こち

らは保健センターの施設維持管理に関する経費を計上してございます。エレベーターです

とか、自動ドア、電気、管理、消防設備の点検等も含まれております。比較しますと 66万

4,000円を増額計上してございますが、この内容ですが清掃業務委託料の増ということで保

健センターの屋根のお掃除分ですとか、あとは保健センターの壁にですね、お知らせしやす

いように掲示板を設置する工事を行う費用の方を増額とさせていただいております。資料

の方をおめくりいただいて 4ページをお願いいたします。予算書は 91ページをお願いしま

す。こちらの方 02 目で保健事業費の方になります。0415 母子衛生費ですがこちらの方も

非常勤保健師ですとか、非常勤の管理栄養士さん、非常勤の歯科衛生士さんの報酬ですとか、

妊婦健康診査、乳幼児健診、産婦健診等の健康診査、産後ケア、育児母乳相談等の事業の委

託料に係る経費、それとフッ化物洗口等に係る経費、離乳食教室、母親学級等各種教室行っ

ておりますが、その教室ですとか、相談事業、保健指導に係る経費、不妊治療、未熟児養育

医療費等の補助金に係る経費の方を計上してございます。98万円の増額なんですけれども、

内容につきましては来年度フッ化物洗口、全園で、保育園 8 園全園で実施することもござ

いますので、そちらの方にかかる消耗品費の増額、あとは乳児健康診査の中に視能訓練士で

すとか、臨床心理士を導入しまして、内容充実させていくということで謝礼の方を増額の計

上とさせていただいております。予算書の方 92ページの方お願いいたします。416検診事

業費でございます。こちらも非常勤職員の報酬ですとか、循環器検診、各種がん検診等、検

診にかかる経費を計上してあります。こちらの方 188 万 4,000 円の増額となっております

が、主なものといたしましては備品購入費ということで、がんの教育に係る教材ですね、そ

ちらの方の備品購入費を増額とさせていただいております。予算書の資料 93ページをお願

いいたします。0417 健康増進事業費でございます。こちらは健康運動指導士ですとか、管

理栄養士等非常勤職員の報酬と健康ポイント事業活動量計読み取りシステム事業、健康ア

カデミー、健康講演会等健康増進に係る経費を計上してございます。主な増減といたしまし

ては健康づくりに関する事業について取り組みを強化するということで、まだちょっと具

体的な設計はされていないんですけども生活習慣病を予防するための取り組み、チャレン

ジ企画的なところを考えておりまして、その参加者に対して景品を出すということで報償

費の方を計上してございます。あと健康ポイント事業の景品調達及び業務委託費の増と、現

役世代及び無関心層向け健康増進事業の委託料の増額となっております。現役世代及び無

関心層向け健康増進事業費については昨年度 7 月からげんきセンターを利用しまして土曜

日にプロのトレーニングのプロのトレーナーさんにトレーニングをしていただいているん

ですが、今年度は 4 月からスタートするということで経費が増額となっております。来年

度ですね、すみません。予算書 94 ページをお願いいたします。目が 03 で老人保健費にな

ります。0424 後期高齢者医療事業費でございます。こちらは後期高齢者医療療養給付費、
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後期高齢者医療広域連合事務費負担金、後期高齢者医療保険基盤安定の操出金になります。

続きまして0425後期高齢者保健事業費でございます。こちらは後期高齢者の検診ですとか、

人間ドックの補助、後期高齢者の健康づくりに係る経費について計上してございます。後期

高齢者の方の検診ですとか、人間ドックを受けられる方の人数が年々増加しておりますの

で、こちらの方それを見込みまして増額ということにしてございます。予算書を 97ページ

の方をお願いいたします。0440 診療所費の 0440 西部診療所運営事業費でございます。こ

ちらは西部診療所の運営に係る経費を計上してございます。主な経費の増減といたしまし

ては医薬材料費については減額となっております。が、会計年度任用職員等に変化した関係

で 8,000円の増となっております。続きまして歳入の方の説明に移らせていただきます。今

の資料№1の 1ページの方をお願いいたします。予算書の方は 17ページの方をお願いいた

します。15款の使用料及び手数料でございます。03の民生使用料です。高齢者福祉施設利

用料ということで、こちらの方はげんきセンターとげんきセンタ－南部の利用料の方にな

ります。65歳以上の方、障がいのある方は無料で、64歳以下の方は 100円となっておりま

す。その下の 04衛生使用料です。こちらは西部診療所の使用料です。西部診療所を利用さ

れた方の自己負担分ですとか、保険診療分がこちらの方に収入として見込んでおります。予

算書 20 ページの方をお願いします。16 款 国庫支出金でございます。その中の 04 衛生

費国庫負担金です。国保基盤安定負担金と母子保健衛生費負担金の方を歳入として見込ん

でおります。母子保健衛生費負担金ですが、こちらは未熟児養育医療費負担金ということで、

未熟児でお生まれになったお子さんの医療について、町の方でお支払いしているんですけ

れどもそのうちの 2分の 1を国が補助するというものでございます。21ページをお願いし

ます。国庫支出金の衛生費国庫補助金でございます。こちらの方感染症予防事業費等補助金

ということで、こちらの風しんの抗体検査の補助金で、こちらの方は抗体検査に掛かる検査

の委託費ですとか、支払事務の手数料、クーポンの印刷だとか、そういった抗体検査に係る

費用について国が 2 分の 1 補助するということになっております。母子保健衛生費の補助

金ですが、産後検診、産婦健診、産後ケア、育児母乳相談事業に対する国庫補助 2分の 1の

補助となっております。予算書の 23ページをお願いいたします。県の支出金でございます。

04 衛生費県負担金でございます。まず老人保健費負担金ですが、こちら後期高齢者保険基

盤安定負担金になります。03国保基盤安定負担金は国保基盤の負担金です。04の母子保健

衛生費負担金でございますが、こちらの方は未熟児養育医療費負担金県負担分というほど

で、先ほど国の方から 2 分の 1 というふうにご説明しましたが、残りの 2 分の 1 の 4 分の

1を県の方で負担するという部分になります。続きまして再接種費用助成事業補助金になり

ます。予防接種免疫疾患等で予防接種が無効になってしまった場合に再接種を行うんです

が、その費用を助成した際に 2 分の 1 を県が負担するということで計上してございます。

資料№1 は 2 ページ目をお願いいたします。おめくりいただいて 2 ページ目をお願いしま

す。予算書の方は引き続き 23ページでお願いいたします。県の補助金になりますが、総務

費県補助金です。総務管理費補助金ということで、元気づくり支援金を 2 事業申請してお
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りまして、それを見込んで計上してございます。続きまして予算書の 25ページをお願いい

たします。25ページ、04の衛生費県補助金でございます。こちらの方、精神保健事業費補

助金で地域自殺対策強化事業補助金ということで、自殺予防に関する講演会ですとか、保健

師による相談ですとか、啓発事業に対する補助金を計上してございます。続きまして健康増

進事業費の補助金ですが、歯科ドック事業、肝炎検査等の検診事業ですとか、健康相談、健

康教育に係る健康増進事業に対しての補助金を計上してございます。次に骨髄バンクドナ

ー助成制度補助金でございます。骨髄移植をされたドナーさんに対する助成を行った際に、

県の方で 2 分の 1 負担をすると、補助するという形になっておりますのでそちらの方を計

上してございます。予算書の 28 ページをお願いいたします。18 款の財産収入です。01 の

財産貸付収入ですが、高齢者等福祉施設管理費診療所貸付収入ということで、げんきセンタ

ー、沢のげんきセンターの隣に箕輪ひまわりクリニックという医院がありますが、あそこが

もともと旧北部診療所の建物でございまして、そちらの方をそちらの医院さんにお貸しし

ているという形でこちらの方財産収入となってございます。予算書の方 30ページをお願い

いたします。20款 繰入金でございます。国民健康保険、01の国民健康保険特別会計繰入

金ですが、こちらの方は検診を受けられた、実際に検診を受診された方、がん検診を受診さ

れた方の国保の方については、国保の方から繰り入れていただいてその検診料金を減額し

ております。その差額分を国保の方から繰り入れていただくということで予算の方に計上

してございます。目の 18のふるさと応援基金繰入金ですが、ふるさと納税の関係で健康増

進事業費ですが、アカデミー等の健康増進事業費の方へということで、89 万 8,000 円の方

を計上させていただいております。予算書の 33ページをお願いいたします。22款 諸収入

でございます。まず 07 検診事業個人負担金ですが、こちら検診を受けていただいた際に、

お受けになった方にそれぞれ個人負担金をいただいております。そちらの方を見込んで計

上してございます。09 雇用保険料本人負担分です。保健師、管理栄養士、歯科衛生士です

とか、多くの非常勤職員さんがいらっしゃいますが、そちらの方の雇用保険料の本人負担分

になります。続きまして予算書の 36ページをお願いいたします。引き続き諸収入でござい

ますが、0321 のところですね、高齢者等福祉施設管理費でございます。げんきセンター、

沢の方のげんきセンターの屋根の上に太陽光のパネルが乗っておりまして、そちらの方の

発電電力の販売代を計上してあります。それから下の方ですけれども、0415 三つほどござ

いますが、母子の関係の教室ですとか、教室をやっております、そちらの方の参加者の負担

金とあとは未熟児養育医療費の収入によって、自己負担金が発生しますのでそちらの方を

計上してございます。0417 に関するものにつきましては健康増進事業に関するものになり

ます。アカデミーに参加いただいてる方の負担金ですとか、活動量計を購入していただいた

方の負担金の方を計上してございます。あと下から 2 番目、健康増進事業参加者負担金と

いうことで土曜日にトレーニングをしておりますが、1 回 500 円という形で参加費をいた

だいておりますので、そちらの方を計上してございます。そのまま 37ページの方お願いい

たします。0425 に関するものは後期高齢者に関する事業にかかるものになります。どれも
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補助金という形になりますが、諸収入という形で入ってまいりますので、こちらの方に計上

してございます。まずですね一番上のものは後期高齢者の健康診査事業費補助金で検診を

受けた方、検診を受けた人数に対して後期高齢者の広域連合の方から支払いがあるという

ことで、補助があるということで、こちらの方が計上してございます。後期高齢者市町村特

別対策広報等事業交付金というのは、後期高齢者の方が人間ドックを受けていただいたり

したときに交付していただけるものになりますので、こちらの方に計上してございます。後

期高齢者医療制度事業費補助金でございますが、高齢者フレイル対策等に取り組んだ際に

かかった費用について補助いただけるということで、こちらの方計上してございます。一般

会計についての説明は以上でございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 細部説明が終わりましたので質疑を行います。質

疑ありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 予算書の 17 ページの民生使用料のとこなんですけども、15 款になり

ますね。高齢者の施設使用料、生活支援ハウスの使用料のところで 4 万 1,000 円減になっ

て 81万 6,000円のようになってるんですが、これは何か理由は、どういうような理由です

か。年々減っていっちゃってるとかそういうやつですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 すみません、生活支援ハウス使用料については福祉課の方の

所管になりますので、その下の高齢者等福祉施設使用料の 10万 2,000円がげんきセンター

の方になっております。そうですね。4万 1,000円の減になっているんですけれども、100

円に値段を下げたことで少し金額が下がっているんですが、予算を見込んだ際の利用から

最近利用の方が伸びておりまして、なので少し見込みが少し、現在の時点としては少しずれ

てきている状況にはございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 緑の説明書の 93 ページになります。17 節の備品購入費でがん教育

に関する備品購入ということで、これどういった内容になりますでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 乳がんのモデルを購入しようと思っております。実際には触

ってシリコンのようなものでできておりまして柔らかい。実際に触って中にそのがんが小

さいがんだったりとか、大きながんだったりとか、いろんな体験できるような形の教材がご

ざいますので、そういったものを実際、乳房っていうのは実際に自分で触診をして検診をし

ていただくこともお勧めしておりますので、そういった意味で実際に経験をしていただく

というか、そういう教材となっております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 わかりました。ってことはこれ学校教育用ってことじゃなくて、対象

者はいわゆる成人以上っていう、使用法はそういうことですか。はい、わかりました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。入杉委員 
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○６番 入杉委員 予算書の 23ページ、未熟児医療とございますが年間で未熟児のお子さ

んってのは何人ぐらいお生まれになるんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 未熟児っていう定義なんですけれども、必ずしも 2,500 より

も小さいお子さんを低出生体重児というふうに言いますが、必ずしもその 2,500 満たなか

ったから未熟児、イコール未熟児というふうな形にはならずに、先生が身体的に未熟な部分

があると未熟児というふうになりますので、体重が 2,500 あっても未熟児という場合もあ

ります。一般的にはかなり小さい 1,000台で生まれるお子さんとか、そういった少し入院が

長くなりそうなお子さんに対して申請が上がってくることが多いので、そういった申請が

あった件数でいいますと、ここ近年で 3 から 6 人の間で経過をしているような状況です。

令和元年度については 6人の申請がございました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 承知いたしました。次ですが、予算書の 75ページ、げんきセンター南

部管理運営業務委託料とございます。180 万、これはどちらに管理委託料が払われるのか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 げんきセンター南部管理運営業務委託料は社協の方に委託を

しておりますので、社協の方が委託業者になっております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありますか。入杉委員 

○６番 入杉委員 予算書の 94ページ、トレーニングマシーンの保守点検委託料とござい

ます 29万、この保守点検というのは 1年に 1回なのか、2回なのか。これはどちらのマシ

ーン、両方なのか。その辺もちょっとお願いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 こちらの方はげんきセンター沢、南部両方のトレーニングマ

シーンの保守点検の方を行っております。年 1回の保守点検になっております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 元気づくり支援金の 2事業の予定ですけれども、お聞かせいただけば、

23ページの元気づくり支援金ですが。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 まず 1 事業ですが土曜日に沢のげんきセンターで利用して今

年度も 7 月からしましたプロのトレーナーさんに来ていただいて、現役世代少し若めの世

代向けにトレーニングをしていただいているんですが、それと同じ事業を効果検証しなが

ら、再度申請をしているというような状況でございます。もう 1 事業につきましては三井

の方から説明を申し上げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○三井健康づくり担当係長 もう 1 事業は学校給食アイデアレシピカード作製をする予定

となっております。学校給食の方のレシピコンテスト等行っていますが、今年度で 12年を
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迎えました。来年度作製しますので、来年度も入れると 13年のレシピがあるわけなんです

が、全 77種類ありまして、予定としてはありまして、それらをレシピカードにして活用し

たいなと思っております。カードにすることでお子さんたちもこういう形になるというこ

とで食に対してまた関心を深めてもらいたいということ、それからカードを保護者の方に

も見てもらうことで若い世代の方にもお子さんと一緒に関心を持ってもらったり、実際に

食生活の中にも活用していただきたいと思って事業の方を考えております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 健康推進条例絡みのことをちょっとお聞きしたいと思うんですけど、

88 ページの健康づくり啓発パンフレットですね。150 何がし取ってありますけれども、こ

ういうのも一つだと思うんですが、この辺どういうふうな内容にするのか。やっぱり今まで

とはちょっと違ってこの辺力を入れていくのか。それから 94ページですかね、上の方にあ

る、健康ブランド化事業これもそれに関わるものでしょうか。もし関わるとしたらどんな内

容を考えておられるか、説明をいただきたいと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 まず 88ページの方の健康づくり啓発パンフレット等の印刷で

すが、この中には今説明をしましたアイデアレシピの印刷製本費が含まれております。それ

ともう一つは今年度条例の方を制定させていただきました。まだ一度広報の方にはページ

を、特集のページを組んでいただきまして周知をさせてはいただいたんですけれども、それ

では不十分かなというふうに思いますので、もう少し見やすい、わかりやすい形で実際に住

民の皆さんとかが、ご自身がご自身のこととして取り組めるような形になるようなパンフ

レットを作成したいと思っていまして、そちらの方を全戸配布するための印刷製本費を考

えております。94ページの健康ブランド化事業の監修・分析・評価委託料でございますが、

こちらは健康アカデミーの方を信大の先生に監修いただいて、分析をしていただいてます

そちらの委託料になってます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。中村委員 

○１２番 中村委員 94 ページの一番下のところにある後期高齢者人間ドック補助金につ

いてですが、一人いくらになるのか。あと何人くらい利用しているのか、教えてもらいたい

です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 こちらの方の補助ですが日帰りの一日ドックを受けられた方

につきましては 1 万 5,000 円の上限を、半額ですね、ドック費用の半額で 1 万 5,000 円を

上限として補助しております。一泊二日のドックを受けられた方につきましては半額で 3万

円上限という補助になっております。数についてですが正確な数字につきましては後ほど

回答させていただきたいと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。ないですかね。

なければ私の方から二つほどちょっとお聞きしたいんですけど、一つは 75ページのとこに
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ある、一番下にありますトレーニングマシーンですけど、これはどこにどんなものを入れる

のかっていうのが一つと、まずそれでお聞きします。係長 

○北原健康づくり支援係長 こちらはげんきセンター南部のトレーニングマシーンを計画

的に更新していくという形で行っております。昨年度 3 台の機械を更新させていただきま

した。今年度もげんきセンター南部の 3 台のマシーンを交換、更新の方させていただく予

定でおります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 わかりました。それから西部診療所ですけれども、

今の状況とこれからの見通しというかはどんなものなのか、お聞きします。 

○８番 松本委員 係長 

○北原健康づくり支援係長 西部診療所につきましては現在 1 日平均の木曜日の 1 日開設

しているんですが、それで常時定期的にご利用いただいている方が 8 名、不定期に利用さ

れている方が 4 名という形で 1 日の平均にしますと 2.25 人という人数になっております。

昨年度が 2.5人ですので少し減少をしている状況になっております。なかなか人数も少なく

なってきておりますので、継続するかどうかにつきましては議論をされておりまして、令和

2年度、1年間診療所を運営はするんですけれども、その 1年間としまして地元の方のご理

解をいただきながら、閉鎖する方向で検討していくという予定でございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 まだ地元の皆さんにはそういう話はしてないって

ことですか。課長 

○柴宮健康推進課長 現段階のこちらの検討事項なのでまだしておりませんので、できれ

ばここだけの話にまだしておいていただけると助かります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 予算の時に出された資料ですけどね、そこの予算の概要の 23ページの

方に、西部診療所廃止令和 3 年度ってことで、もう見直し事業のこちらに入ってきてるん

で、だから住民にはあれとか何とかっていうか、もう文書として入ってきているので。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に、入杉委員 

○６番 入杉委員 このご利用者の中に独居の方は何人いらっしゃいますでしょうか。そ

れはわからない。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 高齢のご夫婦世帯もございますが、今定期的に通われている

方で独居の方はお一人です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありますか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 75 ページのげんきセンターの駐車場土地賃借料でございますけれども、

これはあそこを全部借りる、全面借りるということですかね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 全面借りるんですが、沢の駅を利用される方と、げんきセンタ

ーを利用される方のありようというふうになるかと思います。げんきセンターの枠の方を
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多くとらせていただくというような予定でおります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 そうするとちょっと続きですけれども、それを例えば通勤通学、通学と

いいますか、あそこに駅の渋滞緩和に使えるっていうことになりそうでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 沢駅利用の方っていうスペースがございますので、ご利用いただけ

る形になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか、今のちょっと関連ですけど、この賃借

料はすべてこの健康推進課で払うということですね。課長 

○柴宮健康推進課長 賃借料の予算は健康推進課の方で盛らさせていただいています。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 わかりました。他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論を行

います。討論ありませんか。入杉委員 

○６番 入杉委員 げんきセンター南部の委託料がですね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 すみません。どちらの立場をはっきりしてから討

論に入ってください。 

○６番 入杉委員 どちらというか、賛成とか反対とかちょっとはっきりはいえないんで

すけども、検討を頼むということは反対になりますでしょうか。討論だから反対とか賛成と

か。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 反対か賛成かということですので。 

○６番 入杉委員 そうですか。言えば反対と言うか、ちょっとうまく言えないですね。ち

ょっと意見を先に。げんきセンター南部の委託料が 180 万円今ここに載っておりますけれ

ども、これだけの 180万、月額にして 10万ちょっとになりますよね。ですのでこの委託料

に見合うその管理をなされているのかどうかというところが私は非常に疑問に思われてお

りますので、180 万円を社協に委託するんであれば、、一人分の管理者が雇えるのではない

かと思いますので、検討すべきだという意見です。これは反対になりますか。反対というよ

りも。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 意見として。そうね。はい。 

○６番 入杉委員 述べさせていただきます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 今の件について、何か他に、それに対してご意見あ

りますか。場所を変更しろということですよね。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 今の取り扱いですけどね、一応どうもこの予算に対して反対したって

いうはっきりしたあれじゃなくて、疑問を感じるっていうとこですね。ということならば、

その辺について付帯意見というような形でね、少しこれについては中身についてね、もっと

精査すべきであるとか、きちっとしたね、委託の形にして人員の配置をすべきであるとかね、
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何かそういう付帯意見をつけるような形で賛成というふうにしてもらえばいいんじゃない

かなと思うんですけど、どうしてもこの予算否定してね、組み替えてもらうというなら別で

すけど、そうでなければね、そういう形で一つの案としてはそういう意見をつけてね、とい

うふうな扱いがどうでしょうかということですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 今の件ですけれども、賛成か反対かという、どちら

かではないんですけれども、賛成ということでの討論の中で今の意見があったということ

で少数意見として報告をさせていただくということでよろしいですか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 それに対してこの月々の金額についての内訳といいますか、人件費と

して払っているのか、本当の委託だけなのか。また土地、建物の管理も含めるのか、その辺

の明細をちょっと説明をいただければと思いますけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 担当課の方でその説明をお願いいたします。係長 

○北原健康づくり支援係長 その委託事業の内訳なんですけれども、人件費分が39万2,000

円、大きいのがですね、水道光熱費代ですね。それが 65万 7,000円ですので 180万円のう

ちの 65 万円が光熱水費という形であります。あとは事務費ということで消耗品ですとか、

清掃委託、掃除もしてもらってますので清掃委託費、と施設管理委託費ということで、これ

が土日の鍵の開け閉めですね。その部分の委託費を含めて 58万 7,000円という内訳になっ

ております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それについて意見はありませんか。釜屋委員今の

ことで質問だけでよろしいですか。 

○４番 釜屋委員 結構です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それから入杉委員の意見に対して他にそれに対す

るご意見ありますか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 今詳細ですね、お聞きしますとそれほど無理の金額ではない、考えられ

ない金額ではないと思うのでこれで私はいいんじゃないかというふうに思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に今のことについて他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは討論を行います。入杉委員 

○６番 入杉委員 賛成の立場ですが、この予算に対しまして少し意見を言わさせていた

だきますと、180万の予算の中で水道光熱費の管理費に係る分は別としまして、それ以外の

部分の委託の内容に関して精査検討をしていただきたいと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 では他に討論ありませんか。反対の討論ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで討論を打ち切ります。それでは採

決をいたします。この採決については挙手による採決を行います。議案第 17号 令和 2年

度箕輪町一般会計予算健康推進課に係わる部分について、原案のとおり決することに賛成
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の方の挙手をお願いいたします。  

【賛成者 挙手】 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ありがとうございました。挙手多数で可決するこ

とに決定いたしました。その旨本会議で報告させていただきます。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 今の意見の方はどういう扱いになりますか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 賛成討論の中でこういう討論があったということ

を委員長報告させていただきます。 

○５番 唐澤委員 わかりました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 次の議題に移ります。議案第 18号 令和 2年度箕

輪町国民健康保険特別会計予算について審査を行います。担当課の説明をお願いいたしま

す。課長 

○柴宮健康推進課長 議案第 18号 令和 2年度箕輪町国民健康保険特別会計予算につきま

して国保医療係の小林係長からご説明申し上げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 それでは資料、本日お配りしました資料の№2という資料を見ながら

こちらの国保の 3 ページからご説明させていただきます。なお資料の方の右側国保から国

民健康保険特別会計の流れというところでアルファベットがふっていないところにつきま

しては、その上のところのアルファベットのところの内訳となっておりますので、ご承知お

きください。それでは国保の 3ページをご覧ください。歳入でございます。1款 国民健康

保険税ということで一般被保険者の国民健康保険税及び退職被保険者の国民健康保険税を

計上させていただいております。こちらにつきましては、令和元年の所得が確定されていな

いため、所得ベースにつきましては、平成 30年分の所得ベースで計算をさせていただいて

おります。収納率は過去 5年間の平均をとりまして、現年分は 96.14％、滞納分は 28.79％

で計上させていただいております。減額につきましては被保険者数の減に伴うものでござ

います。4ページをご覧ください。2款 使用料及び手数料ということで、督促手数料とし

まして 25 万円を計上させていただいております。5 ページをご覧ください。3 款 国庫支

出金ということで災害臨時特例補助金ということで災害時等で国の方から補助金が入って

くる場合にこちらを利用させていただくこととなります。国保の 6ページをご覧ください。

6款 県支出金になります。保険給付費等交付金でございますが、普通交付金につきまして

は、実際にかかった保険診療分となります。特別交付金でございますが、保険者努力支援分、

県繰入金分、特定健診審査等負担金ということで、箕輪町で実際行った事業につきまして、

県の方から交付されるものとして計上させていただいております。2項の財政安定化基金交

付金でございますが万が一後ほど出てきますが歳出の方の県の納付金を賄えないときに県

から借り入れをして交付されるものでございます。予算科目として計上させていただいて

おります。7ページをご覧ください。財産収入でございますが、財政調整基金の利子という

ことで 6,000円を計上させていただいております。8ページをご覧ください。9款 寄附金
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でございますが、こちらも予算科目上計上させていただいております。9ページをご覧くだ

さい。10 款 繰入金でございます。一般会計からの繰入金としまして保険安定基盤の基盤

安定の繰入金、保険税の軽減分と保険者支援分、また人件費等に伴う職員給与費等の繰入金、

出産育児一時金の繰入金、あと福祉医療の方の給付分ということで繰入を予定しておりま

す。基金の繰入金としまして 2 項で科目を計上させていただいております。10 ページをご

覧ください。11 款 繰越金でございます。こちらにつきましては本年度の決算後に補正を

予定させていただいております。11ページ、12款 諸収入でございます。1項の延滞金加

算金及び過料でございますが、こちらにつきましては国保税の延滞金として計上させてい

ただいております。4項の雑入でございます。一般被保険者の第三者納付金、退職者の方の

第三者の納付金、こちらにつきましては第三者行為による怪我など保険を使った際の求償

分ということで計上させていただいております。7 と 8 の一般被保険者返納金でございま

す。あと退職の返納金でございますが、こちらは国保の資格を喪失後、保険を使用したとい

うことでそれに伴う返納金となります。雑入でございます。こちらにつきましては、特定健

診のときに個人負担でいただく健診料、また会計年度任用職員の雇用保険の個人負担分な

どを計上させていただいております。12 ページ歳出でございます。1 款 総務費でござい

ますが、4111 一般管理費でございます。こちらの方は人件費とか、一般に関わるものでご

ざいますが、12 の委託料でございますが、こちらの方で昨年と変わっているのが委託費の

一番下の段でございますが、被保険者証兼高齢受給者証作成委託料ということで59万6,000

円を計上させていただいております。こちらにつきましては今年の 8 月から被保険者証と

70 歳以上に発行される後期高齢者証が一体化され、今別々の証が出てくるんですけども、

それが 1 枚になるということで、そちらにつきまして作成の方を国保連に委託になります

ので、そちらの経費として計上させていただいております。続きまして連合会の負担金、こ

ちらにつきましては連合会の方へ委託しております事務手数料の関係を計上させていただ

いております。またそれに伴い負担金の方も計上をさせていただいております。13 ページ

に入ってしまいました。すみませんでした。13ページ 4121賦課徴収費でございますが、こ

ちらの方は保険税を徴収する際にかかる経費でございます。3項の運営協議会費でございま

すが、こちらの方は国保運営協議会に伴う、開催に伴う報酬だとか、消耗品でございます。

13 ページの趣旨普及費でございますが、先ほど申し上げました保険者証と高齢受給者証の

一体化に伴いましてこちらの経費が昨年印刷代を計上しておったんですけども、委託の方

で賄うということでそちらへ計上させていただいております。14 ページをご覧ください。

ごめんなさい。ただし申し訳ございませんでした。消耗品は引き続き残るような形になりま

す。すみませんでした。5項の 4151医療費適正化特別対策事業費でございますが、こちら

の方は会計年度任用職員の人件費だったり、そういったものを計上させていただいており

ます。国保の 15 ページ、2 款 保険給付費でございます。こちらの方は一般と退職それぞ

れ 15ページ以降計上させていただいておりますが、診療に伴う医療費のものでございます。

一般給付費の療養の給付費、療養費ということで 15ページは掲載をさせていただいており
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ます。16ページでございます。審査支払手数料ということでこちらは国保連の審査手数料、

あとレセプトの手数料ということで計上させていただいております。2項の高額療養費でご

ざいますが、こちらの方も高額療養費が発生したときに支給する金額を計上させていただ

いております。その下のでございますが高額介護合算、17 ページにいきまして移送費まで

退職、一般被保険者ともに計上をさせていただいております。こちらにつきましては 4211

から 4232 までは先ほど歳入で申し上げました 2 款の保険給付費の普通交付金の方で賄わ

れますが、4215 の審査支払手数料につきましては単価が 50 円以上のものが交付金の対象

となりますのでご承知おきください。17 ページの一番下の欄でございます。出産育児一時

金ということで、こちらにつきましては 42 万円掛ける 20 人ということで計上させていた

だいております。18ページをお願いいたします。4243審査支払手数料でございますが、こ

ちらは出産育児一時金に伴う国保連合会へ支払う手数料となります。4251 葬祭費でござい

ますが、国保の被保険者がお亡くなりになったときに葬祭費として支給するものでござい

ます。5万円掛ける 40人ということで計上をさせていただいております。19ページをご覧

ください。3款 国民健康保険事業費納付金でございますが、こちらにつきましては県から

示された県へお支払いする金額で計上をさせていただいております。医療給付費分と後期

高齢者支援金等分と、すみません、20ページをご覧ください。介護納付金分ということで、

それぞれ項目を分けさせていただいて、計上させていただいております。そこまでが県の納

付金となります。21ページをお願いいたします。5款 保健事業費でございます。4511特

定健康診査等事業費でございますが、こちらは特定健診の委託料だとかそういったもの、特

定健診に関わるものとして計上させていただいております。2項の疾病予防費でございます

が、こちらは人間ドック、脳ドックの補助金、先ほど一般会計の方でご説明させてきました

が、がん検診の関係の操出金ということでそれぞれ計上させていただいております。4514

保健指導事業費でございます。こちらの方につきましては、保健指導に伴うものの経費とし

て計上をさせていただいております。23 ページ 6 款 基金積立金でございます。こちらの

方は財政調整基金の積立金ということで利子分をまた積み上げますので、その分を計上さ

せていただいております。24 ページ、7 款 公債費でございますが、こちらの一時借入金

利子ということで、先ほど納付金が賄えないときに県からお金を借りてということを申し

上げましたが、そのときに発生する利子分を科目として計上させていただいております。25

ページをご覧ください。8款 諸支出費でございます。こちらの方は 4811、4812被保険者

等の保険税の還付金ということで一般、退職それぞれ計上をさせていただいております。

4831 保険給付費等交付金償還金ということで、こちらは県への返還金ということでまだ数

字が示されていませんので科目として計上させていただいております。4835 のその他の償

還金でございますが、おめくりいただきまして 26ページをご覧ください。こちらはその他

償還金ということで計上をさせていただいております。4841 延滞金でございますが、こち

らも科目として計上させていただいております。4843 指定公費支出金ということで、こち

らの方も 6,000 円を計上させていただいております。27 ページ、9 款 予備費でございま
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すが、こちらは 33万 8,000円ということで、昨年度は 700万以上計上させていただきまし

たが、今年度予備費をあまり使うことがありませんでしたので、減額をさせて、計上させて

いただきました。説明としては以上でございますので、お願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 担当課の細部説明が終わりました。質疑を行いま

す。質疑ありませんか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 13 ページの一番下のですね、趣旨普及費 30 万円がその前のページの

真ん中よりちょっと下ですね、被保険者証兼高齢受給者証作成委託料の方へ入っていった

ということなんですけど、ちょっとこの辺のなぜ趣旨普及費がこういう作成委託料の方に

入っていくのか、いま一つわからないんですけど、説明をお願いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 昨年度は国保のパンフレットの印刷代みたいなものがそこへ計上さ

れていたんですけど、もう今年の 8 月から長野県全体で国保連に全部その一体化に伴いま

して、パンフレットとかリーフレットみたいなもの全部委託するということで、その分がそ

ちらの方の委託料の方へ計上になっております。ので、その分が減額されたという形になり

ます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 県の方のあれに、移行に伴ってってことですね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。はい。他にありませんか。なけれ

ばちょっと私の方からあれですけれども、この資料をいただいてあります№2っていうのの、

この資金の流れのこれ簡単にちょっと説明をしていただけますか。係長 

○小林国保医療係長 それでは資料 2 という 1 枚物の資料をご覧ください。左側が一般会

計の流れということで、歳入①、②国庫支出金と県支出金になりますけども、こちらは国、

県、それぞれから入ってくる補助金になります。その右の歳出の欄でございますが、一番上

のところに①国庫支出金と県支出金、さきほどの左側の歳入を足したものがこちらの金額

となっております。それに町の負担金が 4 分の 1 となりますので、それぞれ足したものが

④の 1 億 345 万 7,000 円が保険基盤安定繰出金の金額となります。⑤の人件費事務費等の

繰出金があと⑥出産育児一時金の 560 万、⑦のその他の繰出金ということで 64 万 9,000

円、これが福祉医療分となります。一番下の方にありますが、一般会計の繰出金の合計とし

ましては、④から⑦を足した金額、これが 1 億 5,045 万 6,000 円になりますけれど、こち

らが一般会計から繰り出す合計となります。その下の欄でございますが、そのうち先ほど申

し上げました左の欄①、②を除く、①と②が国と県から補助金として入ってきますので、③、

⑤、⑥、⑦を足したものが町の負担額となります。それが 7,286万 4,000円となるという表

になっております。右側の国民健康保険特別会計の流れということで、先ほどの歳出のもの

の一般会計からの繰り出し金が矢印の方へ行きまして、それぞれの歳入のところへ入って

くるような形になっております。右側の方で繰入金の予算の合計としましては 1 億 5,045

万 3,000円という形になります。最後のすみません、歳入歳出はそれぞれ款の方でこちらは
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アルファベットで作成しておりまして、一番最後のところに財政調整基金としまして、年度

末の見込みでございますが、6,203万 9,000円を見込んでおります。という資料の見方にな

ります。以上となります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 一般会計の方に入ってくる県の支出金とですね、それから国保会計の

中に入ってくる県の支出金ですね、これどういう性格の違いがあるんでしょうか。②で入っ

てくるね、県の支出金ありますよね②、それから D のところで入ってくる県の支出金があ

りますよね。この性格の違いどういうことでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 こちらの一般会計の方の②の県の支出金でございますが、こちらは

国保税の軽減に伴う負担金ということで、県から補助が出るものでございます。そちらにつ

きましては国保会計の繰入金の方へ入れていくものでございまして、国保会計の D の県の

支出金でございますが、こちらは保険給付費、あと診療費、要はお医者さんにかかったもの

で県から交付金を受けるものになりますので、性質がちょっと違ってまいります。のでお願

いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 少し補足させていただきます。②の県支出金の方は国保税、低所得の

方軽減するということが法律で決まっておりまして、その分につきましては国と県と市町

村が補助しなさいよっていうふうに決まっています。その額が①の国の分、②の県の分、③

の町の分っていう額が出ていて、②はその中の県の負担分ということで算出した分です。国

保の会計の支出の D の県支出金は、歳出の計に補填されるもので広域化によりまして財政

運営が県になりました。運営に関する費用として町は納付金を納めています。なので、かか

った医療費についてもすべて県から入ってきて、お金流れとしては市町村が払うんです。な

ので、県から医療費分、町が払った分は入ってくるっていう流れになっております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 返って来て、言うなら、納付金払ったのがそれが返

ってきてそれですね。一ついいです。このことでちょっと質問ですけれども、この一般会計

のところにある国庫支出金、県支出金っていう部分の保険者の支援分というのがあります

よね。それはそのさっき言ったいわゆる低所得者とかそういう人たちのために出したお金

の分をここで国庫と県が負担してくるという分ということだね。課長 

○柴宮健康推進課長 はい。保険者支援分というのは高齢の方の人数で算出する方法があ

って、それに対して補助が来るもので、国と県から来ます。保険税軽減分というのは低所得

者の軽減分です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 はい。他にありますか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 先ほどのそうするとね、大体町が支払った保険給付が県の方から戻っ

てくるということで、ちょっとやっぱり多く戻ってきてるけど、このわずかに多いのは何で

しょうか。ちょっと疑問に思ったんですけど。 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 国保の 6 ページをご覧ください。この差があるというのは、計の保

険給付費は実際支払う、診療分で支払ったものになります。この計の歳入の方の D 県の支

出金でございますが、すみません、6ページのところの普通交付金、こちらが診療分のとこ

ろになりまして②の特定特別交付金の方がその分計の保険給付費により増えていると、そ

の分余計に計上されているという形で、まとめて 6 款の県の支出金で歳入が入ってくるよ

うな形になっているということです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありますか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論に入

ります。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決に入ります。議

案第 18号 令和 2年度箕輪町国民健康保険特別会計予算の健康推進課にかかわる分につい

て、原案どおり決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議がないものと認め可決すべきものと決定いた

します。その旨本会議で報告をさせていただきます。 

それでは次に議案第 19号 令和 2年度箕輪町後期高齢者医療特別会計予算について審査

を行います。担当課の説明をお願いいたします。課長 

○柴宮健康推進課長 議案第 19号 令和 2年度箕輪町後期高齢者医療特別会計予算につき

まして、国保医療係の小林係長からご説明申し上げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 本日お配りしました資料№3 を見ながらご説明をさせていただきま

す。後期の 3ページ歳入でございます。1款 後期高齢者医療保険料でございます。特別徴

収につきましては年金からの天引きのもの、普通徴収につきましては納付書による納付な

どとなっております。それぞれ計上をさせていただいております。後期の 4 ページをご覧

ください。2款 使用料及び手数料でございますが、こちらは督促の手数料となっておりま

す。5 ページをご覧ください。4 款 繰入金でございます。01 の総務費の繰入金、02 の保

険基盤安定繰入金としてそれぞれ計上をさせていただいております。6ページをご覧くださ

い。5款 繰越金でございます。こちらも 1,000円計上をさせていただいております。7ペ

ージをご覧ください。6款 諸収入でございますが延滞金または保険料の還付金ということ、

また雑入としまして雑入を計上させていただいております。8ページをご覧ください。歳出

でございます。1 款の総務費でございます。6700 一般管理費でございますが人件費等、ま

た上伊那広域連合の負担金等を計上をさせていただいております。6710 の徴収費でござい

ますが先ほどの保険料の徴収に伴う経費を計上させていただいております。9ページをご覧
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ください。2 款 後期高齢者医療広域連合納付金でございます。こちらの方につきまして

6720 になりますが、保険料等の負担金、また保険基盤安定負担金として長野県の後期高齢

者医療広域連合へ支払うものとなっております。10 ページをご覧ください。諸支出金でご

ざいます。償還金、利子割引料としまして 20万、保険料の還付金として計上させていただ

いております。11ページをご覧ください。4款 予備費でございます。6790予備費として

2万 2,000円を計上させていただいております。ご説明は以上となります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ありま

せんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 質疑がないようですのでこれで質疑を終わります。

討論に入ります。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決をいたします。

議案第 19号 令和 2年度箕輪町後期高齢者医療特別会計予算について原案どおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは原案どおり、異議なしと認め、可決するも

のと決定をいたします。その旨本会議で報告させていただきます。以上で健康推進課にかか

わる分の議案の審査については終了いたします。 

【健康推進課 終了】 

②住民環境課 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ご苦労さまです。それでは再開をいたします。それ

では午前中に引き続きまして審査を行います。今度は住民環境課に係る分についてお願い

いたします。 

まず最初に議案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計補正予算(第 6 号)についての審査を

行います。担当課の方からの細部説明をお願いいたします。課長 

○小澤住民環境課長 議案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計補正予算(第 6 号)について

住民環境課にかかわる部分をご説明します。それでは第 2 条の繰越明許の補正についてご

説明しますので、一般の 6ページをお願いします。第 2表の繰越明許費補正でございます。

2 款の総務費、1 項総務管理費 木ノ下駅公衆便所建設事業です。2,167 万 3,000 円を追加

するものです。JR東海株式会社との調整により、設計変更等余儀なくされており、遅延し

ておりましたが、2 月 27 日に入札の運びとなりまして、3 月 6 日に工事契約を締結するこ

とができました。必要な工事期間の確保のため次年度へ繰り越しをお願いするものでござ

います。工事完成は令和 2年 8月 31日を予定しております。次に主要な事業の概要をご説

明しますので、一般の 44ページをご確認願います。3段目、0254戸籍・住民基本台帳費で

す。個人番号カード交付事業費負担金の増額として 146万 4,000円をお願いするものです。
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個人番号カード通称マイナンバーカードの交付が伸びてきておりまして事業費負担金を増

額するものです。こちらは全額特定財源として国の補助対象となります。その他の細部につ

きましては、担当の係長に説明させますので、お願いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○有賀住民担当係長 では歳出からご説明いたします。一般の 27ページへお戻りください。

0254戸籍・住民基本台帳費です。補正前の額 3,657万 7,000円に 146万 4,000円を増額し

3,804万 1,000円とするものです。主要事業の概要にてご説明いたしました個人番号カード

交付事業費負担金の増額となります。 

○唐沢生活環境係長 続きまして、一般 33 ページをお願いします。一番下の段、0460 ご

み・し尿処理事業費です。補正前の額 1 億 9,847 万 8,000 円に対して 2,366 万 6,000 円を

減額するものです。こちらは伊那中央行政組合への負担金 383 万 4,000 円が減額、また上

伊那広域連合への負担金 1,983 万 2,000 円が減額となったことを受けてのものです。減額

の要因ですが、伊那中央行政組合負担金については衛生センターのし尿処理量の減少、また

最終処分費として草刈り等を委託していたものが職員直営により実施したことによる減額

です。上伊那広域連合負担金については上伊那クリーンセンターの事業系の施設使用料が

当初見込みより増額になったことによるものです。歳出は以上となります。 

○有賀住民担当係長 続きまして歳入についてご説明いたします。一般 15ページをお願い

いたします。16 款 国庫支出金です。中ほどの 2 項 国庫補助金、2 目 総務費国庫補助

金です。住民環境課にかかわるものは個人番号カード交付事業費補助金 146 万 4,000 円の

増額となります。先ほど歳出でご説明いたしました事業費負担金を国庫補助金として充当

されるものとなります。細部説明は以上となります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 担当課の方からの細部説明が終わりました。質疑

を行います。質疑ありませんか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 個人番号カードの交付状況はどんなもんですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○有賀住民担当係長 2月 29日現在で 2,612枚の交付、2,612件の交付となっております。

以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 それは今年度ではということですか。今まで。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○有賀住民担当係長 今までの累計になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければ質疑を終了いたします。次に討論に入り

ます。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決をいたします。

議案第 1 号 令和元年度箕輪町一版会計補正予算(第 6 号)住民環境課にかかわる部分につ

いて、原案どおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議がないものと認め可決すべきものと決定いた

しました。その旨本会議で報告をいたします。 

それでは次に議案第 12号 箕輪町公園墓地条例の一部を改正する条例制定についてを議

題とします。細部説明をお願いいたします。課長 

○小澤住民環境課長 議案第 12号 箕輪町公園墓地条例の一部を改正する条例制定につい

てご説明申し上げます。この条例は箕輪町公園墓地の共有地を各公園墓地管理組合に維持

管理していただいているところでございますが、管理組合が機能停止している公園墓地に

対しまして、町が代行して共有地の維持管理を行うため、使用者から管理料を徴収するなど

その他所要の改正を行うものでございます。この条例につきましては令和 2 年 4 月 1 日か

ら施行するものです。議案書をおめくりいただいて 3ページをお願いできればと思います。

資料として新旧対照表をつけさせていただいております。向かって左側が現行の条例で、右

側が改正案になります。使用料として第 7 条が明記されておりますが、下線部の毎年度を

削除いたします。公園墓地の整備につきましては、工事請負費が年度ごとに異なるものでし

た。実際にかかった工事費を区画分譲数にて除算し、使用料を決めていたところでございま

すが、この数年では区画分譲用の整備がないこと等により、毎年度を削除するというもので

ございます。続きまして第 7 条の次に、新たに管理料として第 8 条を加えるものです。管

理料は共有地の維持管理に要する費用として規則で定める公園墓地の使用者が 1 区画につ

き 1 年度 3,000 円の範囲内で町へ毎年度納入をしなければならない。ただし町長が特別の

理由があると認めるときは管理料を免除することができる。第 2 項 年度中途において使

用許可を受けた場合、使用期間が 1 年未満であっても管理料は 1 年の分とする。こちらの

条文を加えます。現行の 8 条については第 9 条としますが、第 1 項 第 4 号に管理料を 5

年滞納したときを使用取り消しの条文に加えるものでございます。細部説明は以上でござ

います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 細部説明が終わりました。質疑を行います。質疑あ

りませんか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 9条の方ですけれども、墳墓の使用を取り消しても取り消した方が困る

んじゃないですかね。どうなんですかね。その後の処理はどうなるんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 実際お墓の整理等をして、新たに分譲する等の措置になるかと思い

ます。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 そういうことなんですね。ちょっと割り切れないところあるんですけ
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ど、いいです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 この管理料を滞納したときってございますけども、想定される方はい

らっしゃいますでしょうかね。そういう墳墓。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 現在これから始まるものですので、新たに使用料発生しますので、今

のところ想定というものはございません。ただ相続とかそういったものがなかなか進んで

ない方がありまして、その承継で今何人か不明の方がいらっしゃいます。そういったものを

ちょっとこれから調査をかけて、それから使用料や何かをお願いしていくということにな

るかなとは思っております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 そうするとですね、この年度 3,000 円というのは今お持ちのお墓の人

たち全員が一度に 4月からスタートして使用料を払うということになるわけですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 現在公園墓地ってのが 9 カ所ございます。その内管理組合が機能し

てないところということで二つの公園墓地、松島大原公園墓地と木下公園墓地、この 2 カ

所を今想定しております。それ以外のところにつきましては活動がしっかり活発でやって

いただいて、それぞれの管理組合等で、管理料等を集金してやったりしておりますし、また

小規模の公園墓地につきましては、各自でやっていただいて共有地がほとんどない、あるい

は電気料だとか水道料とかそういったものが発生していないところもございます。それで

とりあえず 2 件を規則の方で公園墓地を指定しまして、それから 3,000 円というふうにな

っておりますが、とりあえず令和 2 年度からは 1,000 円で何とかできるだろうということ

で予定しております。説明は以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。中村委員 

○１２番 中村委員 先ほど 2 カ所が該当になると言ったんですけど、その 2 カ所で何件

くらいあるんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 大原公園墓地で 465区画、木下公園墓地で 351区画、合計 816区画

ということになります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか。他に。松本委員 

○８番 松本委員 3 番の 8 条改正案の方の 8 条なんですが、管理組合が機能してなかっ

たからこういうふうに今度は新たにつくる、改正をするということだと思いますが、今まで

どういう形、どういうような状態であったんですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 平成 18 年くらいかな、平成 20 年度よりちょっと前から管理組合が

機能しておりませんでして、それで町が実際のところ一般会計から持ち出しして水道料だ
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とか、電気料だとか、あるいは整備、職員が行って草刈りをしたり、最近では業者委託もし

ておりますが、公費を投じてやっていたものです。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 ちょっと余談になって申し訳ないんですが、私議員なって間もなくで

すけども、このことについてね、お墓が荒れ放題ですごいっていう苦情が来まして、何とか

一般質問でやってくれないかと言われて、やったことがあったんですよ。ところが当時のね、

課長さんから電話掛かって来て質問を取り下げてくれないかということを言われまして、

よっぽどひどかったんだなと思ってね、それで町の職員が行って草刈ってる姿も見たりし

たもんですが、その後に。今ちょっとそんなようなこと聞いたんですけども。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 ご心配をおかけして申し訳ないところです。私どももその最後の管

理組合の組合長ですか、2カ所あるんですけれど、組合長にこれまで再建を何とかしてほし

いということで、何年かにわたってお願いしてきたところです。それでもなかなか再建とい

うか、そういったものが困難であるということで、昨年にこれ心配される組合員の方からね、

清算金だとかそういったものも全然出てないよということと、そういったことが改めて町

の方へ要望がございまして、それで検討をしておりました。その間、両方の公園墓地の使用

者に対しては、意向調査というものを昨年、すみません、2 年前ですけれど、平成 30 年に

行いまして、それで再建をするのか、それとも町の方で代行してやった方がいいのか、その

場合は管理料も徴収することになりますよといった意向調査を行いまして、その結果、すみ

ません、管理組合を再結成の上運営管理するのが望ましい、それから箕輪町が代行して管理

料を徴収し管理するのが望ましい、その他ということで意見が寄せられまして、再結成とい

うものはもう 13 人程度、町が代行してっていうことで 554 人の方が回答を寄せられて、

95.85％が町の代行して、管理料とられてもいいですよというような意味で、そういったこ

とで結果が出ております。それを受けて通知等も差し上げて 4 月 1 日からやってきたいな

というふうに考えているところです。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 今の関連なんですが、この下から 3番目ですね、8条のね。いわゆる町

長が特別の理由があると認めたときは管理料を免除することができるということなんです

けれども、今の状態が続いてきてこういうふうにしているもんですから、見つからないとか、

相続のあれができてないとか、そういうことが理由で特別の理由ってなると思うんですが、

勘ぐってものを言ってしまって申し訳ないんですが、それはどういうようななります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 承継が難しいとかそういったものを単にその理由で免除っていうこ

とは、通常はあり得ないなと思っております。どうしてもと言うか、それは承継先を見つけ

るということの調査をかけてできる限りそれはやっていきたいなと思っております。この

管理料を免除することができると規定は設けたものの、実際の運用についてはまだ運営の
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中で今後調整していかなければいけないのかなと思っております。特に想定しているとい

うものもございません。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか。他にありますか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論に入

ります。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。議案第 12号 箕輪町公園墓

地条例の一部を改正する条例制定についてを原案どおり決定することにご異議ございませ

んか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め可決すべきものと決定いたしまし

た。その旨本会議で報告いたします。 

それでは次に議案第 17号 令和 2年度箕輪町一般会計予算の住民環境課にかかわる部分

について審査を行います。担当課の説明をお願いいたします。課長 

○小澤住民環境課長 議案第 17号 令和 2年度箕輪町一般会計予算について住民環境課分

に係る部分につきましてご説明いたします。初めに私から主要事業を申し上げ、その後予算

額等の詳細部分を係長に説明させますので、お願いします。それでは、こちら令和 2年度一

般会計及び特別会計予算給与費明細書並びに主要事業の概要等調書、こちらをご覧いただ

ければと思います。17 ページになります。17 ページ 2 段目、0245 公共交通事業費です。

継続事業でございますが、1点目は町内巡回バスみのちゃんバス 2台の運行業務委託、2点

目は伊那地域定住自立圏地域公共交通として伊那本線バスの運行に係わる負担金、3点目は

伊那本線バスに係わる高齢者等の助成とあわせまして負担金を計上させていただきました。

2行ほど飛ばしましたところの 0254戸籍住民基本台帳費です。個人番号カード交付事務の

委任に対する負担金、次にコンビニ店舗で証明書発行をしますが、そちらの負担金を継続に

て計上させていただきました。23ページをお願いします。0435自然エネルギー導入促進事

業費です。平成 29 年 10 月から開始の緑の資源リサイクル事業でございます。継続して進

めてまいります。次の行にあります廃食用油リサイクル推進事業です。本年 2 月の回収分

をもって町で直接実施の BDF精製事業は終了しますが、一般家庭から排出されます廃食用

油は、引き続き資源回収として収集し、民間事業者による BDF化をして実施してまいりた

いと考えております。次に 0451公園墓地事業費です。こちらは新規事業になります。合葬

式墓地建設につきましては、住民要望も多く、議員さんからのご意見もいただいているとこ

ろでございますが、この 2年間調査を進め、検討してまいりました。松島大原公園墓地への

建設を目指し、新年度は現地測量の調査費を計上しました。具体的な建設位置や建設の規模

を測量成果によって決定していきたいというふうに考えております。続きまして 0460 ご

み・し尿の処理事業費です。すべて継続事業です。ごみ資源物の収集業務、生ごみ資源化モ
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デル事業、使用済み乾電池や蛍光管の収集業務委託、廃棄物処理関係、一部事務組合負担金

等を計上させていただきました。次に 0461生活排水汚泥処理施設運営費です。一の宮にあ

ります処理施設の維持管理等になります。続きまして予算関係資料から負担金について説

明させていただきます。最後の方の 59 ページをお願いします。こちらの冊子の最後から 2

枚目でございます。令和 2 年度上伊那広域連合負担金明細表でございます。一般会計の衛

生費と書かれてる部分、こちらが住民環境課分となります。本年度当初は 7,112万 4,000円

でしたが、令和 2 年度は 6,665 万 2,000 円になります。比較で 447 万 2,000 円の減額とな

ります。減額の要因ですが、本年度事業系ごみが想定したものよりも多く搬入され、収入が

伸びました。新年度も事業系ごみの収入があるものと見込んで、負担金算出したということ

でございます。上伊那クリーンセンター費にて 317 万 5,000 円の減額、クリーンセンター

八乙女費については 462万 9,000円の減額、最終処分費にて 47万 9,000円の減額となりま

して、その他は増額ということになります。おめくりいただき、次の 60ページをご確認く

ださい。令和 2 年度伊那中央行政組合負担金明細表でございます。このうち衛生センター

負担金が住民環境課分となります。伊那市にありますし尿処理場の運営費と最終処分場の

運営費の負担金になります。一番下の段、一般会計負担金合計の欄に記載がありますが、

3,086万 1,000円の負担金見込みとなります。前年度は 2,927万 5,000円でしたので 158万

6,000 円増額となります。なお特別会計からの負担金 768 万円は下水道事業会計から歳出

する負担金となります。それでは、令和 2年度箕輪町予算に関する説明書により、担当の係

長から細部説明をさせますのでよろしくお願いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○唐沢生活環境係長 それでは令和 2年度箕輪町予算に関する説明書の一般 54ページをご

覧ください。歳出から説明をさせていただきます。54ページの 02款 総務費、0232 財産

管理費です。2,815 万 7,000 円のうち住民環境課分は 86 万 9,000 円になります。前年度比

では 1,455 万 4,000 円の減額です。一番右側の説明欄にある括弧書きで 47000 となってい

るものが住民環境課分になります。松島コミュニティセンター東、JR沢駅東にある公衆ト

イレ、8 月完成予定の木ノ下駅トイレの需用費、消耗品、光熱水費、修繕費でございます。

また公衆トイレの維持管理委託料、各駅の駐輪場の土地賃借料、木ノ下駅の駐車場及びトイ

レ用地の土地賃借料についても計上させていただきました。木ノ下駅公衆トイレ建設事業

費が令和元年度予算によるものにて前年度より減額となっております。続きまして、一般 61

ページをご覧ください。0245 公共交通事業費です。4,683 万 5,000 円を計上させていただ

きました。前年度比較 1,195 万 6,000 円の増額となります。伊那松島駅に係る駅員報酬や

みのちゃんバス運行業務委託料、伊那地域定住自立圏地域公共交通負担金などであります。

新規事業は 2点ございますが、1点目として中央道箕輪バス停駐車場の有料化に伴いまして

委託料 450 万 8,000 円を計上、2 点目として沢駅利用者とげんきセンター利用者の兼用駐

車場の整備工事請負費 706 万 2,000 円を計上しました。前年度と比較して増額となった要

因はこの 2 点によるものです。続きまして住民諸費、0247 消費者行政事務費です。77 万
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4,000 円を計上させていただきました。前年度比較 13 万 6,000 円の減額になります。前年

度に引き続き長野県の補助金を得て、消費生活の周知活動、特殊詐欺防止対策機器設置補助

事業を実施してまいります。 

○有賀住民担当係長 続きまして、一般の 65 ページをご覧ください。次の 66 ページにか

けて戸籍・住民基本台帳費となります。3,718万 7,000円を計上させていただきました。前

年度比較 196 万 6,000 円の減額となります。総合窓口業務に係る経費となりますが、減額

の主たる要因は人件費、会計年度職員報酬 1名の減によるものです。 

○唐沢生活環境係長 続きまして、一般の 95 ページをご覧ください。0430 環境衛生費で

す。3,694 万 6,000円を計上させていただきました。前年度比較にて 67万 5,000 円の増額

です。職員の人件費、公用車維持費、狂犬病予防や飼い犬対策などの経費となります。続き

まして次のページ 96ページ 0431公害対策事業費です。24万円の計上です。前年度比較で

5,000円の減額となります。旧八乙女最終処分場の水質検査業務委託料が主なものとなりま

す。続きまして、一段飛ばしていただき 0433自然保護事業費です。2,348万 8,000円の計

上にて前年度比較は 10万 1,000円の減額です。廃棄物不法投棄監視員の報酬や町内の地下

水に係る水質調査業務などに係る経費です。続きまして 97 ページ、0435 自然エネルギー

導入促進事業費です。304万 5,000円にて前年度比較 64万 7,000円の減額となります。緑

の資源リサイクルステーションの運営に係る経費が主なものとなります。また、廃食用油の

BDF 化事業については町での直接業務は廃止となりますが、一般家庭の収集は引き続き行

いますので、収集業務と処分業務の委託料を計上しております。工事請負費 18万 6,000円

を計上しております。資源回収の建物前がひずみが、くぼみがあり、水たまりが目立つので、

砕石の敷均しを予定しております。1 ページおめくりいただき 98 ページをお願いします。

中段の 0451公園墓地事業費です。306万 7,000円にて前年度比較 260万 3,000円の増額と

なります。公園墓地維持管理と合葬式墓地建設に向けた調査費として、松島大原公園墓地の

現地測量業務委託料 225 万 5,000 円を計上しました。この調査費計上が増額の主な要因で

す。次に 99ページです。0460ごみ・し尿処理事業費です。1億 9,359万 1,000円にて前年

度比較 396 万円の減額です。ごみ処理費等に係る経費にて伊那中央行政組合と上伊那広域

連合への負担金も含まれます。減額の要因は主に負担金の減額によるものです。続きまして

1 ページおめくりいただき 100 ページをお願いします。0461 生活排水汚泥処理施設運営費

です。784万 5,000円にて前年度比較 72万 7,000円の減額となります。一の宮にあります

汚泥処理施設の運営費になります。前年度には中央衛生センターの施設整備に関連して、市

町村個別での生活排水処理基本計画の策定を予定しておりましたが、1年先送りとなり、ま

た令和 2 年度では伊那中央行政組合にて総合的に町村別の基本計画を盛り込む形にて行わ

れることとされ、箕輪町独自での策定が不要になったことが減額の要因となります。歳出の

説明は以上となります。続きまして、歳入について説明をさせていただきます。一般の 17

ページまでにお戻りください。15 款 使用料及び手数料です。総務使用料のうち町内巡回

バス使用料として 84 万円を計上させていただきました。前年度比較 16 万 8,000 円の減額
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となります。 

○有賀住民担当係長 次のページ 18ページをご覧ください。中段にあります総務手数料の

うち 03節 戸籍住民基本台帳手数料としまして 937万 4,000円を計上いたしました。前年

度比較 104 万 2,000 円の増額です。窓口で発行する住民票や戸籍証明などの交付手数料で

す。 

○唐沢生活環境係長 一段下になります衛生手数料、保健衛生手数料として 112 万 5,000

円を計上しました。犬の登録料、狂犬病予防注射済票交付手数料です。続いて清掃手数料で

す。18 万円を計上しました。一般廃棄物処理業許可申請等手数料及び浄化槽清掃業許可申

請等手数料です。続きまして公園墓地管理手数料です。こちらは新規となります。本議会に

て公園墓地条例の改正を提案させていただいております。使用者からの管理手数料として

57万 1,000円を見込みました。 

○有賀住民担当係長 20ページをご覧ください。16款 国庫支出金になります。中段の総

務費国庫補助金ですが個人番号カード交付事業費補助金といたしまして 543 万 4,000 円を

計上いたしました。続きまして 22 ページをご覧ください。中段の 2 目 総務費委託金、2

節 戸籍住民基本台帳費委託金です。中長期在留者住居地届出等事務委託金といたしまし

て 35万円を計上いたしました。次の 3目 民生費委託金ですが国民年金事務委託金としま

して 440万 1,000円を計上いたしました。 

○唐沢生活環境係長 続きまして 23 ページ、17 款 県支出金です。中段の 2 項 県補助

金、2 目 総務費県補助金になります。消費者行政活性化事業補助金として 20 万円を計上

しました。 

○有賀住民担当係長 26 ページをお願いいたします。中段の 3 項 委託金、2 目 総務費

委託金です。3節の戸籍住民基本台帳費委託金ですが人口動態調査委託金といたしまして 3

万円を計上いたしました。 

○唐沢生活環境係長 28 ページをお願いします。財産収入、土地建物貸付収入です。右側

の説明欄の下から 3行目ほどに高速中原駐車場土地貸付収入とありますが 76万 8,000円を

計上しました。続きまして 33ページ、22款諸収入です。右側説明欄の雇用保険料本人負担

分になりますが、括弧書きで 0254 戸籍住民基本台帳費 2 万 6,000 円、0430 環境衛生費

4,000 円が住民環境課に係る分となります。34 ページをお願いします。中ほどにあります

19 節ごみ処理費用有料化手数料です。広域連合からの交付金とごみ処理費用有料化の第 2

段階チケット分として 1,826 万 3,000 円を見込みました。続きまして雑入です。35 ページ

一番下の段から次の 36ページにかけてになります。公共交通事業費、町内巡回バス車両掲

載広告料として 16万 3,000円、バス停掲載広告料として 8万 1,000円、伊那松島駅乗車券

販売手数料として 165万円を計上しました。続きまして 37ページになります。0460ごみ・

し尿処理事業費、生ごみの堆肥化に係る販売収入として 1 万 8,000 円を計上しました。細

部説明は以上となります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ただいま担当課の方からの細部説明が終わりまし
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た。質疑を行います。質疑ありませんか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 概要にも出てるんですけどBDF事業についてお尋ねしたいんですけ

れども、現状のやつは廃止ということで、新しい家庭用の回収は引き続き行うということな

んですけれども、どういう仕組みで行っていくのか、お尋ねします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 一般の家庭からは月に 1 回でしたかね、資源回収の日に合わせてそ

れぞれのステーションのところでタンクに油を入れてもらいまして、そのタンクはそのス

テーションのまま置いていただいて、町から委託している業者が基地局はこれまでの沢の

BDF を精製していた場所、そちらの方へ一時保管します。そこから新たに BDF を事業と

してやっていただける業者がそちらまで回収しに来ていただいて処理してもらうという、

そういう流れになるかと思います。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 保管までは今までどおりということで、保管から先、今度業者に委託

するという形になるわけですね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 議員さんのおっしゃるとおりです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。 

○柴宮健康推進課長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 20 ページのマイナポイント事業補助金ってのがあって、先ほどちょっ

と説明がなかったんですが、これから始まるマイナポイントっていうことですよね。これの

事業はどんな。住民課じゃない。総務課。すみません。はい、失礼しました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 私どもの住民環境課ではマイナンバーカードの交付のみでございま

して、その推進だとかそういったものはすべて総務課の方で対応しております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 沢駅のあそこの駐車場ね、新しくつくるところなんですけれども、建設

費の方はこちらの方の課で盛って、それからその使用料というか、地代の方は健康推進課と

いうようなね、ことだと思うんですけどなんか統一するのが自然ですけど、何となくそこが

どうなんですかという質問です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 予定している駐車区画 11台分ができるんですけど、そのうち 7台分

はげんきセンターの使用料ということで、4台分が沢駅利用者のためのものということで予

定しておりまして、工事費だとかそういったものにつきましても健康推進課の方で見てい

ただきたいなというふうに思っていたんですが、工事の技術的な問題が、あと JRとのやり

とりが当然必要になっておりまして、これまで JRとの調整は私どもでやっておりましたの

で、住民環境課の方で工事まではやってもらうということで理事者の方から言われました。



R２年３月定例会 福祉産業常任委員会審査 

 

- 38 - 

 

そして使用料につきましては主たるげんきセンター7台分ということでございまして、今後

継続する部分でもございますので、健康推進課の方で予算措置というふうにすみ分けがさ

れたところです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 沢駅駐車場についての関連ですけれど、7区画が健康推進で、4区画が

利用者で、月極とかそういうことにはなるんですか。それとあと舗装のするのかどうかとい

う点。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 そうですね。まず舗装構成といいますか、すべて砕石で砕石舗装、路

盤のものでございます。アスファルト舗装も考えましたが、どうしても排水処理やなんか、

地下浸透するのもちょっと流量計算とかそういったもので難しいなということと、横の水

路に持ってくっていうのも工事費の関係も掛かりましたので、一応路盤のまま、砕石のまま

ということでございます。すみません。月極とかそういったものではなくて、もう自由に使

っていただくっていう方で無料でやっていきますので、もしかしたら 7 区画でということ

で、4区画は沢駅利用者ってことで表示はしますが、実際の運営の中ではね、もしかしたら

お互いにこういうふうになったりっていうようなことも想定はされるかと思います。ちょ

っと運営、様子を見ながら、町の方でもちょっと対処していきたいなとは思っておりますの

で、お願いします。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 それと入口の塀というか、ありますよね 1 カ所、踏切に近い方が入口

になっていて、あそこだと極めて危ないという人の声があるんですけど、出入口が。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 現状の入口でやろうと考えております。といいますのもフェンスと

いうか、あの柵自体が JRの管理物件でございまして、そこの壊すものとか、そういったも

のは許可が下りておりません。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 今後住民の方の意見も聞いていただけるかもしれませんが、本当に踏

切にすぐそばへ出てくるっていう道の出口がね、だから、今後またちょっと住民の意見聞い

てください。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 承知しました。ちょっと検討して、また JRとも協議してまいりたい

と思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 今その関連で一つですけれども、今度そこに駐車

場が出来たときに沢駅の利用者の車をとめるということですけど、結構長時間っていうか、

そういうことも想定していて、それはやめてくださいってやるのか、幾日もとまっていると

いうのはそれは特に配慮しないのかどうかお聞きします。課長 
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○小澤住民環境課長 私どもの案内板の表示では沢駅利用者送迎用ということであります

ので、長期は想定したものとしては使用はお断り、お断りといいますか、そのような対応し

ないようにというような注意喚起の案内板を設置していきたいと考えております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 一番考えられるのは小河内だとかですね、上の長田の方からそこへと

めて JRで出勤をして、そこからまた帰ってきてそれに乗って帰るという、そういう止め方

の方も考えられますけど、一番それが多いんじゃないかな思うんですけど、その辺のところ

の利用の規則みたいなもの作りますか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小澤住民環境課長 今のところそういった取り決め等は予定しておりませんが、運営の

中でまた考えていきたいなというふうに考えております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありますか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を打ち切ります。討論を行い

ます。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決をいたします。

議案第 17号 令和 2年度箕輪町一般会計予算、住民環境課に係わる部分について原案どお

り決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め可決すべきものと決定いたしまし

た。その旨本会議で報告いたします。以上で住民環境課に係わる分についての審査は終了い

たしました。 

【住民環境課 終了】 

③福祉課 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ご苦労さまです。それでは再開をいたします。それ

では福祉課に係わる部分の審査を始めます。 

まず最初に議案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計補正予算(第 6 号)の福祉課に係わる

部分について担当課の説明をお願いいたします。課長 

○北條福祉課長 それでは、議案第 1号 令和元年度箕輪町一般会計補正予算(第 6号)のう

ち福祉課に関する部分につきまして担当の係長の方からご説明をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 補正予算書の一般 29ページをお願いいたします。一般 29ページ、3款 

民生費でございます。まず初めに 0301 社会福祉総務費になります。積立金 28 万円ですけ

れども、今年度ご寄附いただいた実績、見込みにより基金へ積み立てる額を増額をさせてい
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ただいております。続きまして 0302福祉センター管理費になります。手数料ですけれども

福祉センター2階に不要となりました古い布団ですとか、机等が残っておりますので、そち

らを廃棄するために廃棄料として増額をさせていただきました。 

○鈴木高齢者福祉係長 0323 高齢者等生活支援事業費ですけれども、貸出ベッドの搬入・

搬出・保管手数料ということですけれども、こちらは町のベッドの貸与をしておりますが、

こちらのベッド返却が予定よりも多かったということで保管にかかわる経費の増額をして

おります。また負担金ですけれども、地域ふれあいサロン等支援事業補助金ですが、利用実

績が少なかったことから、減額をしております。 

○林社会福祉係長 0332老人福祉施設入所措置事業費になります。19 の 01 負担金でござ

いますが、上伊那広域連合の負担金の減額でございます。20の 01扶助費になります。こち

らは当初もともと 2 名の方が入所をされておりまして、年度当初 4 名分の措置費を計上し

ておりましたけれども、お一人お亡くなりになったこと、新規の方で入所された方がいらっ

しゃいますが特養に移られたりということで現在 3 名になっておりますけれども、年度途

中での移動ということで不用額を減額させていただくものでございます。おめくりいただ

きまして一般の 30 ページ 0333 になります。介護保険事業運営費になります。介護保険の

特別会計への法定内の繰出、事務費分繰出の減、低所得者保険料軽減分の増等になります。

続きまして 0334地域医療介護総合確保基金事業費でございます。こちらは今年度公募によ

り決定した事業者の都合により、年度内に着工に至りませんでしたので補助金を減額する

ものでございます。 

○唐澤障がい者福祉係長 同じページ 30ページからになります。自立支援事業費です。351

の障がい者支援区分認定等事務費、こちらは上伊那広域連合負担金の増によるものです。

353 介護給付費ですけれども、こちらは障がい福祉サービス費の方が増ということで 825

万 4,000 円ほど補正ということで、そちらの手数料と扶助費の方を補正をさせていただい

ております。続いて 355 自立支援医療費等事業費ということですけれども、こちらも自立

支援医療費の方が伸びまして、手数料と扶助費の方を補正をさせいただいているというこ

とございます。続きまして歳入の方へいきます。15 ページをお開きいただきたいと思いま

す。15 ページの上半分の方になります。民生費国庫負担金ということでございまして、そ

の中の自立支援事業費負担金ということで、こちらの方、福祉サービス費の方の自立支援医

療費の国庫の方の入りということになっております。あとサービス費と自立支援医療費と

いうことです。続きましておめくりいただきまして 17ページになります。こちらの方です

けれども、自立支援医療費と自立支援事業費、こちらの方の県費の方の負担金ということで、

こちらの方、先ほどの補正した分の歳入ということで見ております。 

○林社会福祉係長 同じ一般の 17ページ 2項の 3目 民生費県補助金でございます。そち

らの 01社会福祉費の補助金の減額 4,770万円、こちらにつきましては先ほどの支出でご説

明をしました今年度公募により決定した事業者の都合により着工に至りませんでしたので、

県の補助金を取り下げするものでございます。続きまして一般の 20ページになります。19
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款の寄附金でございます。その 3 目の民生費寄附金でございます。こちらは支出と同額を

増額とさせていただいておりますけれども、今年度寄附いただきました実績、見込みにより

まして補正を行いました福祉基金の方へ積み立てを行う分でございます。説明は以上にな

ります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは説明が終わりましたので質疑を行います。

質疑ありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 30 ページと 17 ページの看護多機能のところなんですが、事業所の都

合によりというご説明だったんですけれども、どんなような都合でしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 こちらの方事業所の方で今年度内に工事に着工するという予定で事業を

進めるということになっておりましたけれども、今年度内の着工ができないということで

今年度は取り下げをさせていただいて来年度というふうにお願いをしたいというものでご

ざいます。以上でございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 この間生協と町長と懇談会で課長さんもおりましたんですけれども、

遅れた理由が県の都合でという説明があったんですけど、ちょっとその辺の食い違いがど

うなってるんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 内示の方は 4 月の当初にはございませんで、6 月の内示でございました。

6 月の内示で事業者さんの方で進めていただいて今年度内に着工でしたら可能だったんで

すけれども、着工ができないという、そちらは事業者さんの都合で、理由としては、うちが

聞いておりますのは、最初木造を考えていたんだけれども鉄骨に変更したり、オリンピック

事業がありましてなかなか材料が入らないということで今年度着工ができなかったという

ふうに聞いております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員よろしいですか。他にありますか。釜屋委

員 

○４番 釜屋委員 29 ページの福祉センター管理費の廃棄物処理手数料増っていうことで

すけれども、これは 2 階のいろんな保管してあるものを片づけるということのあれですけ

ど、いわゆる団体が預けているものがあったりしますよね。そういうのはこの持ち主に言っ

て自分達が処理する分はそっから出してくるとか、そういうことは手順を踏んであります

かね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 こちらの方でございますけれども、福祉センターの 2 階には社協の物品

ですとか、身障協の物品等がございました。社協の方に関しましては全部社協の方で管理を

していただくっていうことで要請をさせていただきました。それから各団体につきまして

は、こちらの方から確認をいたしまして、不必要だっていうものに関しては処分をさせてい
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ただくというふうにさせていただくことになりました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 これからなんですね。今は廃止してしまいました女性団体連絡協議会

のずっとのあれがあるんですよね、戸棚の中に。女団連の確かにあると思いますので、元が

ないもんでどうするのかなというところなんですけれど、もしそういうことで幾日までに

出せということならば出すってことですよね。置いておいてほしいってことはもうないわ

けですよね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 書類としてまだ残っているものもございまして、そちらの方には手をつ

けてございません。今回処分するものにつきましては机ですとか、布団等といったもので、

あちらの建物が 2 階の耐震が弱いということでなるべく重いものを 2 階においておきたく

ないっていうこともございまして、軽くするために処分をするものでございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありますか。入杉委員 

○６番 入杉委員 29 ページで地域ふれあいサロンが減少ということなんですが、これの

原因がわかりますでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○鈴木高齢者福祉係長 こちらはふれあいサロン等の活動を進めていただくために備品購

入に関する補助金を予算化してあるものなんですけれども、予定していたよりも補助を使

う団体が少なかったということで、その補助に関する減額となります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。なければ一つあれですが、さっ

きの福祉センターの片付けってのは「みのあ～る」がそこへ移るということも関係あるわけ。

課長 

○北條福祉課長 「みのあ～る」につきましては来年度、今使っているところが使えなくな

るということで、場所としてなかなかないので福祉センターの方に、1階の方の社協が今ま

で入っていたところがあると思うんですけど、そちらの事務室の方に移る予定でして、2階

を片づけるということとは関係しておりません。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他になければこれで質疑は終了いたします。 

 （「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論に入ります。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決いたします。議

案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計補正予算(第 6 号)の福祉課に係わる部分について原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。本会議でその旨を報告いたします。 
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次に議案第 4 号 令和元年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第 5 号)について説明を

お願いいたします。課長 

○北條福祉課長 それでは介護の 1 ページの方をお願いいたします。議案第 4 号 令和元

年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第 5 号)につきまして細部説明を担当の係長の方か

らさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 歳出の方からご説明をさせていただきますので介護の 11ページをお願

いいたします。介護 11 ページ 1 款の総務費でございます。3100 一般管理費でございます

が、こちらは当初パソコンを備品として購入をする予定だったんですけれども、windowsの

関係で、パソコンのソフトの入替になるわけなんですけれども、パソコン自体を購入する予

定だったんですけれども、パソコンはそのまま使用して中のソフトをバージョンアップす

るということで対応させていただくことになりましたので、備品購入費については減額、使

用料賃借料については増額ということで補正をさせていただいております。続きまして 19

の負担金になりますが、上伊那広域連合の負担金の減額でございます。同じく 11ページの

3107認定審査会の共同設置負担金、こちらも上伊那広域連合の負担金の減額でございます。

めくっていただきまして介護 12ページ、2款の保険給付費になります。3111の介護サービ

ス等諸費でございますが、介護サービスの給付に係る分ですけれども、実績、見込みにより

不用額を減額するものでございます。続きまして 3150の特定入所者介護サービス費等にな

ります。こちらは低所得者の施設入所の際の居住費、食事代が限度額を超えた分保険者に請

求が来ますけれども、そちらも実績見込みによる不用額を減額させていただくものでござ

います。 

○鈴木高齢者福祉係長 続きまして 13 ページになります。5 款 地域支援事業費につきま

してお願いいたします。3151介護予防・生活支援サービス事業費です。こちらは 14の使用

料及び賃借料ですけれど、通所 A2サービス、いきいき塾になりますが、こちらの会場使用

料、実績見込みに基づきまして不用額を減額とさせていただいております。次の 19負担金、

補助金及び交付金ですが、こちら訪問 B サービスの補助金ですけれども、こちら実施団体

が少なかったということで、見込に基づきまして減額とさせていただいております。続きま

して 3153一般介護予防事業費です。こちらは非常勤職員の報酬を採用がなかったというこ

とで減額をしております。また印刷製本費につきましては実績に基づきまして減額とさせ

ていただきました。続きまして 3154の包括的支援事業費です。こちらの報酬につきまして

も職員の採用がなかったということで減額をさせていただいております。おめくりくださ

い。同じく 3154 の包括的支援事業費の 14 使用料及び賃借料ですけれども、こちらは介護

保険の対応システムのパソコンのリース料の減額になりますが、契約金額が減額となりま

してその分を減額しております。続きまして 3155の任意事業費です。こちらも事業の実績

に応じまして不用額を減額をさせていただいております。報償費と委託料、扶助費共に実績

に応じたものとなっております。続きまして 3156 の在宅医療・介護連携推進事業費です。
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こちらも事業費につきましては事業の実績に基づきまして不用額を減額とさせていただき

ました。13 の委託料ですけれども、こちらは在宅療養支援看護職員研修を委託で事業を行

っておりますが、事業実施が当初は 10月までの実施を予定していたんですけれども、10月

以降の実施となったということで消費税分の増額をさせていただいております。続きまし

て 3157の生活支援体制整備事業費でございます。こちらは報償費につきましては、協議体

のアドバイザーを予定をしておりましたが、適当な人材がいなかったということで減額を

させていただきます。委託料につきましては、契約金額が予定していた額よりも減額となっ

たということで減額をさせていただきました。続きまして 15 ページの 3158 認知症総合支

援事業費です。こちらも事業の実績に基づきまして減額をさせていただきました。 

○林社会福祉係長 介護 16 ページをお願いいたします。6 款の基金積立金でございます

3133 になります。基金積立金については前年度からの繰越金を積み立てをという、積み立

てるという予定でしたが、給付費等の減額によりまして国や県や支払基金からの収入の方

が減額をされますので、それに伴いまして予定していました基金積み立て額を減額させて

いただくものでございます。3月末までに決算を見込みまして数字の確認をした上で積み立

てを予定をしております。続きまして介護の 6 ページをお願いいたします。介護 6 ページ

歳入の説明になります。1款の保険料でございます。こちらは低所得者軽減の率の拡大に伴

う保険料の収入減と被保険者の保険料の収入見込みで減額の補正をさせていただいており

ます。続きまして介護 7ページ 4款の国庫支出金でございます。目の 01介護給付費負担金

になりますが、こちらは介護の給付費を減額したことによる国庫負担分の負担金の減でご

ざいます。続きまして目 02低所得者保険料軽減負担金でございます。低所得者の保険料の

軽減がございまして、町に入ってくる保険料自体が少なくなりますので、その分国からの補

助ということで 2分の 1補助がございます。続きまして 2項の国庫補助金でございます。1

目の調整交付金でございますが、こちらは介護給付費を減額したことによる国庫補助の調

整交付金の減額でございます。 

○鈴木高齢者福祉係長 続きまして 2 目の地域支援事業交付金になります。介護予防日常

生活支援総合事業分ということで法定割合分の事業費に対して 25％という形になりますけ

れども、事業費の減額に伴いまして歳入の方も減額の見込みとなっております。3目につき

ましては同じく地域支援事業の交付金の総合事業以外の分になります。こちらは法定割合

38.5％という割合となっておりますが事業費の減額に伴いまして歳入の方も減額の予定な

っております。続きまして 4目の保険者機能強化推進交付金ですけれども、こちらは 30年

度の保険者の取り組みに対するインセンティブの交付金となりますけれども、こちらにつ

きまして交付決定がありましたので、その分を増額をさせていただいたものです。 

○林社会福祉係長 介護 8 ページをお願いいたします。5 款の支払基金交付金でございま

す。1目の介護給付費交付金でございますが、実績に基づきまして介護給付費を減額したこ

とにより決定額が減額になりますので減額補正となります。 

○鈴木高齢者福祉係長 2目の地域支援事業の交付金につきましてですけれども、こちらは
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総合事業分の事業費に対して 27％という法定割合がございますので事業費の減額に伴いま

して減額とさせていただいております。 

○林社会福祉係長 続きまして介護 9 ページ、6 款の県支出金をお願いいたします。項 01

県負担金の目 01介護給付費負担金でございますが、こちらも介護給付費を減額したことに

よります県の負担金が減額となるものを補正をさせていただいております。続きまして目

02低所得者保険料軽減負担金につきましては、県の負担分 4分の 1分を増額で補正をさせ

ていただくものでございます。 

○鈴木高齢者福祉係長 3項になります県補助金ですけれども、1目の地域支援事業交付金

介護予防・日常生活支援総合事業分になります。こちらは事業費に対して 12.5％という法

定割合となっております。事業費の減額に伴いまして減額となっております。2目ですけれ

ど、同じく地域支援事業交付金ですが、総合事業以外の分のものになります。こちらにつき

ましては法定割合 19.25％となっております。こちらも事業費の減額に伴いましての減額と

なっております。 

○林社会福祉係長 続きましてめくっていただきまして介護 10 ページをお願いいたしま

す。10 款の繰入金でございます。一般会計からの法定分の事務費繰入金等になりますけれ

ども、事業の分、給付の分、減額それぞれ、あと低所得者軽減の繰入金につきましては町の

負担分増額ということで全体で繰入金減額の補正となりますのでよろしくお願いいたしま

す。説明については以上になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 担当課の方からの細部説明が終わりました。質疑

を行います。質疑ありませんか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 介護 14ページの誠にちょっと認識がなくていけないんですけど、一番

下の方の 2 番目で第 1 層協議体アドバイザー謝礼ってのは、第 1 層協議体ってなんでしょ

うか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○鈴木高齢者福祉係長 あの第 1 層協議体というものなんですけれども、地域の支え合い

活動を推進していくにあたりまして、第 1 層というのが町全域を示します。町全域に対し

て支え合いの仕組みを考える場というのを協議体というふうに位置づけられております。

対して第 2 層と言われるものは地区の、各地区で行っている支え合いの仕組みづくりとい

うふうに位置付けられておりまして、第 2 層の方は生活支援コーディネーターというもの

を配置しております。第 1 層につきましては、そういった配置、第 1 層の生活支援コーデ

ィネーターは配置をしているところでございますけれども、町全体ということでそういっ

た取り組みを推進していくに当たり、適当なアドバイザーがいればそういった助言を受け

たいということで予算化をさせていただいたんですが、なかなかそういった適当な人材が

いなかったということで今回は本年度につきましては減額させていただきました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。入杉委員 

○６番 入杉委員 同じページなんですけれども成年後見制度利用事業がありますが先ほ
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どの質問と同じようにご利用が少ないということだということはわかるんですけれども、

成年後見制度というものは大変浸透するのは難しいってことでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○鈴木高齢者福祉係長 成年後見制度というものが、制度そのものがなかなか難しいとい

うところもあるかと思われますが、この成年後見制度を利用するに当たっての申し立ての

手続等も複雑でして、裁判所に申し立てを行うんですけれども、書類が煩雑であったり、な

かなか複雑であったり、また実際に本当に必要な人にその支援者がなかなかいないという

ところもあって、制度の利用というのがなかなか進んでこないというのが国としても課題

とされております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありますか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければ質疑をこれで終了いたします。討論を行

います。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決いたします。議

案第 4 号 令和元年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第 5 号)について原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認め、可決すべきものと決定いた

します。その旨本会議で報告させていただきます。 

では次に議案第 8 号 箕輪町災害弔慰金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定

についてを議題といたします。説明をお願いいたします。課長 

○北條福祉課長 それでは、議案第 8 号 箕輪町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例制定についてご説明申し上げます。この条例は、災害弔慰金の支給等に関す

る法律の一部改正により、災害援護支援の貸付を受けた際、償還金を支払うことが困難であ

る場合は、支払い猶予が可能であることが明確化されたこと等に伴う条例の改正でござい

ます。細部につきまして、係長の方からご説明をさせていただきますので、お願いいたしま

す。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 具体的には償還金の支払いの猶予、措置の免除、15 条関係ですけれど

も、また市町村で審議会を設置することができるという 16条を追加させていただくもので

ございます。新旧対照表については資料 3 ページのとおりでございます。説明は以上にな

ります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終わります。討論を行いま

す。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決いたします。議

案第 8 号 箕輪町災害弔慰金の支給に等に関する条例の一部を改正する条例制定について

原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め、可決すべきものと決定いたしま

した。その旨本会議で報告させていただきます。 

では次に、議案第 10号 箕輪町高齢者支援事業に関する条例の一部を改正する条例制定

についてを議題といたします。説明をお願いいたします。課長 

○北條福祉課長 それでは議案第 10号 箕輪町高齢者支援事業に関する条例の一部を改正

する条例制定についてをお願いいたします。提案理由につきましては、事業の見直しにより

まして高齢者等日常生活用具貸与事業及び家族介護用品購入費助成事業を廃止するための

改正でございます。細部につきまして担当の係長の方からご説明を申し上げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○鈴木高齢者福祉係長 こちらの別表第 1 にございます箕輪町高齢者等日常生活用具貸与

事業の項を削るというものでございますけれども、この貸与事業というのが 65歳以上の方

で日常生活を営むのに支障がある方に対しまして介護用ベッドやエアマットを貸与をする

というものでしたけれども、最近ここ数年は介護保険制度によるベッドの貸与やエアマッ

トの貸与というものが広く活用されております。またこの介護認定を受けていらっしゃら

ない方でも介護事業所で同じような安価でベッドやエアマットの貸与を実施をしてくれて

いるという実情から、町の事業としての日常生活貸与事業を廃止をするというものとなり

ます。次の家族介護用品購入費助成事業でございます。こちらは要介護 2 以上の在宅の方

を常時在宅で介護をしている、かつ非課税世帯、世帯員全員が非課税であるという世帯に対

して介護用品の購入費の一部を助成を行うという事業でございました。こちらは国の補助

事業の廃止に伴いまして、事業の見直しを行いまして、事業の廃止とさせていただくという

ものでございます。別表 1 のベッドの貸与の方ですけれども、現在ベッドの貸与を利用さ

れている方が 12名ほどいらっしゃいますが、こちらの方につきましては返却があるまでは

貸与の方を継続するという補足となっております。説明は以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ありま

せんか。中村委員 

○１２番 中村委員 本会議のときにもちょっと質問させてもらってこの電動式ベッドが

今まで町で貸してるのが 600 円で、その他のあれで貸してもらえるのに大体 1,500 円くら

いってお聞きしたんですけども、そのベッドがこの 600 円と 1,500 円ってことで、機能的

な違いとかはあるわけでしょうか。 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○鈴木高齢者福祉係長 電動ベッドにつきましてはモーターが幾つついているか、機能が

幾つあるかによってベッドの機能が異なってきます。1モーターというモーターが一つで背

中しか上がらないというベッドもあれば、3モーターと言って背中も上がるし、足も上がる

し、両方上がるというようなベッドの機能の違いがございます。町のベッドにつきましては

1モーターから 3モーターまでは今のところあります。全て用意はしてございますが、ただ

町の今の契約していただいている事業者が 1 社のみなんですけれども、こちらの事業所す

でに介護事業から撤退をしておりまして、町の事業の方もずっと契約をそろそろというの

はずっと言われてきたところなんですが、それと合わせまして元々メンテナンスというも

のがかなり少ないという状況でございました。介護事業所の方のベッドですと定期的なメ

ンテナンスというものが行われておりますので、そういったベッドの状態とあとメンテナ

ンス、安全性という点も考慮しまして町の事業を廃止というふうに検討をさせていただき

ました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか。松本委員 

○８番 松本委員 メンテナンスがいわゆる、一応ネックになったっていうことで考えて

いいですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○鈴木高齢者福祉係長 メンテナンスも検討の理由の一つとなっております。一番はその

なかなか定期的なメンテナンスができないという状況から安全性が伴えないということで

検討をいたしました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければ質疑をこれで打ち切ります。討論に入り

ます。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決をいたします。

議案第 10号 箕輪町高齢者支援事業に関する条例の一部を改正する条例制定について原案

のとおり決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議がないものと認め可決すべきものと決定いた

します。その旨本会議で報告させていただきます。 

次に、議案第 11号 箕輪町介護保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題とい

たします。担当課の説明をお願いいたします。課長 

○北條福祉課長 それでは、議案第 11号 箕輪町介護保険条例の一部を改正する条例につ

いてお願いいたします。この条例は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の改正がございまして、介護保険
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の第 1 号保険者のうち所得の少ない方に対する保険料の軽減を行うための条例の一部改正

でございます。この条例は規則で定める日から施行するものでございます。細部につきまし

て担当の係長の方からご説明を申し上げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 4ページを見ていただくと一番わかると思いますので、4ページの資料

をご覧ください。今回の減額の拡大ということですけれども、第 1 段階から第 3 段階まで

の階層でそれぞれアンダーラインのとおり、すみません。一番上が平成 30 年度の保険料、

真ん中が第 1段階で言いますと 0.45、2万 7,000円というのが平成 30年度の保険料の年額

になります。第 1 段階の 2 番目の 0.375、こちらが令和元年度の保険料の年額になります。

それをさらに拡大しまして令和 2 年度につきましては保険料率を 0.3 にしまして、保険料

の年額が 1 万 8,000 円となるものでございます。第 1 段階から第 3 段階までの階層の方に

つきまして、軽減率が拡大するというものでございます。こちらの条例は介護保険法の施行

令の一部改正の公布がされてまだおりませんので、施行日を規則に委任するものでござい

ます。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ありま

せんか。松本委員 

○８番 松本委員 この今説明には私は反対はいたしません。非常にいいと思います。ただ

前にも私一般質問でやったことあるんですが、11段階の 500万円以上っていうのが 1.75で

10万 5,000円ですよね。10万 5,000円ですよね。それで 500万ですので、ここでストップ

しちゃうんですよね。ですので、いわゆる年収 2,000万の所得の人もいますし、3,000万の

人もいますし、そうなるとみんな同じになっちゃうんだよね、ここでね。これは増やせてっ

てことは私は言えるわけじゃないですけど、そういうようなことはちょっと矛盾に感じた

ことがあるんですけども、これをもうちょっと段階を増やすことによって、こっちの方がも

っと安くなるじゃないかっていうね、ことを私自体考えてるんですけど、その辺はどんなも

んでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 こちらの方の段階につきましては第 7 期の介護保険料ということで、保

険計画に基づいて決められたものでございます。来年度第 8 期の介護保険料の見直し等も

ございますので、またその中で論議がなされるというふうに思っております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありますか。松本委員 

○８番 松本委員 今の説明は間違ってないんですけども、もしなるとすると可能にもな

るっていう考え方なんですけど私は。それはなるんですか。8期でなるという今説明なんで

すが、12段階、13段階をこちらで決めることはできるんですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 少し研究はさせていただかないと、ここで即答はできませんので、研究を

させていただくということでよろしいでしょうか。 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 お尋ねしますけれど、この 11 段階というのは町の審議会っていうか、

それで決められるものなんですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 保険者が設定できるものということですので、箕輪町の方で、介護福祉

計画の中で決めているものです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 ちなみに該当されるというか、予測される 500 万円以上の所得者って

いうのはどのくらいいると想定、これは税務課ですか、これは。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いや、税務課じゃない。係長 

○林社会福祉係長 令和元年度の賦課の状況を確認しますと、9段階、あの国が 9段階とい

うことで、町はそれをさらに細分化して 11段階に計画で決定をしておりますけれども、国

基準でのすみません、9段階に該当する方たちが 356人くらいということでです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 その町で言うところのちょっと 9 段階以上の方ということではないと

思います。ちょっと国の表がないのでいけないんですけれども、国の基準の最高の段階の 9

段階っていう方たちの段階の方たちの人数が 356 人。これは令和元年度の賦課期日時点で

すので、4月 1日時点での人数になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 9段階だけの人で 356人ってことだよね。 

○林社会福祉係長 はい。そうです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。町の 1段階から 11段階までの内

訳ってのはわかってはいるんだよね、今ここにはないけど。課長 

○北條福祉課長 今手持ちの数字は、国基準の 1 段階から 9 段階まで数字はわかりますけ

れども、当然町でお金をいただいておりますので、それが何人かってのはわかります。今こ

の場ではすみません、数字は持ち合わせておりません。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 どちらの段階の数字でも結構ですので、後からでも結構ですので、数字

をいただければ。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。ではそのように。他にありません

か。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければ質疑を終了します。討論に入ります。討論

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それを採決したします。議案

第 11号 箕輪町介護保険条例の一部を改正する条例制定について原案どおり決定すること
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にご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議がないものと認めて可決すべきものと決定い

たします。その旨本会議で報告させていただきます。 

それでは次に議案第 16号 箕輪町ショートステイセンター条例を廃止する条例制定につ

いて議題といたします。説明をお願いいたします。課長 

○北條福祉課長 それでは議案第 16号 箕輪町ショートステイセンター条例を廃止する条

例制定についてをお願いいたします。こちらの条例でございますけれども、民間の福祉施設

の増加に伴いまして、ゆとり荘のショートステイ利用者が減少していたため、平成 18年度

からショートステイ事業を休止してございました。今後も民間事業者の参入が見込まれる

ことから、条を廃止するものでございます。施行期日は公布の日からとするものでございま

す。また、箕輪町議会の議決に付する公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正を合

わせて附則でお願いいたしまして、この号につきまして削除するものでございます。説明は

以上でございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ただいま細部説明が終わりました。質疑を行いま

す。質疑ありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 ゆとり荘のショートステイが利用者が減少したためって理由になって

るんですけど、その減少した理由というのはどういうものでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 町内にいろいろな特別施設、特別養護老人ホームですとか、老人保健施設

等ができてまいりまして、最初介護保険ができたときには、ショートステイができる事業所

というのは、ゆとり荘とみのわ園ぐらいしか、町内にはなかったんですけれども、今はたく

さんの事業所ができてきたということ、それからまた来年度新しい民間の小規模多機能が

できるということもございまして、今回は廃止をさせていただきたいということでござい

ます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。松本委員 

○８番 松本委員 介護職員が少なくなった、いわゆるヘルパーが少なくなったとか、そう

いう理由は全然なかったわけですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 ゆとり荘の方から聞いておりますのは、職員がいないということではな

くて、利用者が少なくなったというふうに聞いております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありますか。入杉委員 

○６番 入杉委員 そうしますとこのことも 10年以上もこれ休止している状態が続いてま

すので、あれですけども、このことによってショートステイというサービスに支障を来たす

ということは現段階ではもうほぼないというふうに判断してよろしいんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 
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○北條福祉課長 民間のサービスが充実してきましたら、町の公的なサービスが行うもの

っていうのは、引いていくっていうのが実際だと思いますので、民間のサービスが今後も小

規模多機能の方で 6 床を予定しておりますので、そちら等もありますので、そういうとこ

ろで利用をしていっていただくっていうふうになると思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論に入

ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決いたします。議

案第 16号 箕輪町ショートステイセンター条例を廃止する条例制定について原案のとおり

決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認め可決すべきものと決定いたし

ました。その旨本会議で報告させていただきます。 

それでは次に議案第 17号 令和 2年度を箕輪町一般会計予算の福祉課に係わる部分につ

いて審査を行います。説明をお願いいたします。課長 

○北條福祉課長 それでは、議案第 17 号 令和 2 年度箕輪町一般会計予算につきまして、

福祉課に係わる部分につきまして、青色の箕輪町予算に関する説明書の 71ページから、担

当の係長の方からご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 説明書の方の一般 71ページをお願いいたします。歳出の方からご説明

をさせていただきます。3款 民生費 0301社会福祉総務費でございます。こちらは人件費、

また訪問者等に係る経費、民生児童委員会関係の経費、各種団体の補助などを計上しており

ます。令和 2年度につきましては、0103の総合福祉計画の策定委員会の委員報酬を新たに

計上させていただいております。また、要支援者の支援システムということで、導入を検討

しておりまして、そちらの経費も委託料、使用料で計上をさせていただいております。また、

めくっていただきまして 72 ページになりますけれども、1401 工事費ということで、ゆと

り荘のボイラーとキュービクルの工事費を耐用年数がかなり過ぎてきておりまして修理が

必要ということですので、ボイラーの取替等の工事費を計上させていただきました。71 ペ

ージに少し戻りますけれども、07 の報償費ということで福祉センターの耐震性がないとい

うことですので、新たな複合施設の検討を進めるということで、会議の出席に謝礼というこ

とで計上させていただいております。続きまして 72 ページ 0302 の福祉センター管理費に

なります。こちらは施設の修繕料と委託料としまして、シルバー人材センターへ指定管理を

お願いしておりますけれども、そちらの委託になります。72ページ、0304町社会福祉協議

会補助金ですが、こちらは社協への事業の委託の委託料になりますけれども、73 ページの
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一番上のところにあります生活困窮者相談支援事業委託料につきましては、新年度新規で

委託をお願いするものになってきております。また、補助金につきましては町の社会福祉協

議会への補助金ということで人件費等を補助金として計上させていただいています。続き

まして 73 ページになります。0306 の医療費給付事業費になります。こちらは福祉医療に

関係する経費でございますけれども、昨年まで 0301の方で福祉医療の手数料等を計上させ

ていただいていましたが、令和 2年度からはすべて 0306の方へ福祉医療に関する経費を一

本化させていただいております。ですので、前年度と今年度と比べるとちょっと金額の増額

があるかと思いますけれども、0301 の事務事業に盛っていったものを 0306 へ１本化した

ことが大きな要因でございます。その中のすみません、27 の繰出金ですけれども、こちら

は平成 30 年の 8 月から児童に関して現物給付に窓口の負担が現物給付に変わりましたの

で、国庫の調整交付金の減額分がそれにより国保へ入ってくる分が減ってしまいますので、

その分を一般会計から繰り出しをするものでございます。 

○唐澤障がい者福祉係長 引き続き 73ページから説明をさせていただきます。312町単独

社会福祉事業費ということですけれども、1,195 万 3,000 円計上させていただいておりま

す。内訳については右側にありますが、障がい者のタクシー利用助成券の関係、それからパ

ラリンピックがもし行われるのであれば、聖火の市町村採火式が箕輪町で行われますが、こ

ちらの関係の費用、それから一番下の方に扶助費ということで心身障がい者家賃補助金、お

めくりいただきまして 74ページの上の方ですけれども、特別支援学校通学福祉金、難病患

者福祉金といった、こういった町単独の福祉事業がありますけれども、こちらの補助金の方

を計上しております。続きまして 317心身障がい児者支援事業費ということで 117万 1,000

円計上させていただいています。内訳については右側にありますが心身障がい児者タイム

ケア、これは介護の関係なんですけれども利用料、それから特定疾患児の日常生活用具の給

付事業といったことになっております。 

○林社会福祉係長 同じく 74 ページの 0320 町単独老人福祉事業費になります。こちらは

長寿者訪問のお祝い金等の経費、長寿者訪問を 88歳と 100歳以上の方ですけれども、そち

らの方の経費とお祝い金の経費と、あと上伊那の福祉協会の高齢者施設の建設の債務に係

る負担金、またシルバー人材センターへの補助金、長寿クラブに加入をしています方のなが

たのマレットゴルフ場の使用料の補助、介護福祉券などの経費となっております。75 ペー

ジは健康推進課での事業になっておりますので 76 ページをお願いいたします。76 ページ

の 0322老人クラブの活動助成事業費になりますけれども、長寿クラブの活動に対する補助

になっております。 

○鈴木高齢者福祉係長 続きまして 0323高齢者等生活支援事業費でございます。こちらは

介護保険外の高齢者福祉制度、福祉施策に係わる経費を計上させていただいております。主

には高齢者の外出支援券ですとか、また高齢者のタクシー助成券等もこちらに計上をさせ

ていただいております。その他、先ほどベッドの貸し出しに関する費用についてご説明させ

ていただきましたが、現在利用されている方に対するベッドの保管であったり、修繕が必要
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となった場合の経費もこちらに計上させていただいてございます。また地域ふれあいサロ

ン等支援事業の補助金につきましても、こちらの 18負担金、補助金、交付金のところに計

上をさせていただいております。 

○林社会福祉係長 76 ページ下段の 0325 家族介護等支援事業費になります。在宅で介護

をされている方を対象にしました介護の支援ということで介護手当ですとか、やすらぎチ

ケットの交付に係る経費を計上しております。 

○鈴木高齢者福祉係長 77ページ、0329の高齢者生活支援ハウス運営費でございます。こ

ちらは上古田にありますグレイスフル箕輪の中に生活支援ハウスを設置してございますが、

その運営に係わる委託料を計上したものでございます。 

○林社会福祉係長 続きまして 0332老人福祉施設入所措置事業費でございます。こちらは

老人福祉施設への町の措置の入所に係る経費と上伊那広域連合の負担金になります。0333

介護保険事業運営費でございます。こちらは介護保険特別会計への町の負担分の繰出金、ま

た扶助費につきましては生活困窮者の方が社会福祉法人等の施設を利用した際に負担軽減

がありますので、そちらの補助を計上をしております。続きまして 0334地域医療介護総合

確保基金事業費でございます。こちらにつきましては令和元年度で着工に至らなかった事

業所の建設に対する補助でございます。比較のところでマイナス 906 万 6,000 円が出てお

りますけれども、令和元年度は介護予防拠点施設等を当初で計上を、建設ということで予算

を計上しておりましたけれども、小規模多機能と、あと開設準備基金ということでちょっと

消費税分の金額変動等がございましたり、また施設の建設がなくなったりということで、そ

の分差が出ておりますけれども、ご確認いただければと思います。 

○唐澤障がい者福祉係長 引き続き障がい者の自立支援事業費について説明をさせていた

だきます。おめくりいただいて 78 ページをお願いいたします。78 ページの一番上 351 障

がい支援区分認定等事務費ということで、こちら障がい者の方の区分認定のための費用と

いうことで計上しています。審査については上伊那広域連合で行っていますので、そちらの

方の負担金も入っております。続いて 353 介護給付費、こちらですけれども 3 億 9,737 万

1,000円計上しております。こちらは障がい福祉サービス費、それからそれに係る審査手数

料を計上しております。355 自立支援医療等事業費ということで 2,189 万 2,000 円計上し

ております。こちらは障がい者の自立支援料ということで医療費についての関係を計上し

ております。79 ページへ行っていただきまして、356 補装具交付等事業費ということでご

ざいます。こちらについては 400 万計上をしております。補装具は杖ですとか、車いすで

すとか、補聴器といったそういったものの費用ということになっております。続いて 357地

域生活支援事業費ということで 2,305 万 3,000 円計上しております。こちら右の方に書い

てありますけれども、手話通訳の関係の費用ですとか、それから上伊那障がい者総合支援セ

ンターきらりあというのが南箕輪のところにありますけれどもこちらの方の委託料ですと

か、それから下の方の扶助費にありますが、移動支援、訪問入浴、それから日常生活用具、

こういったものの費用ということで、地域生活支援事業という補助金の対象となるものを
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ここにまとめているということになります。続いて 359 地域活動支援センター事業費とい

うことですけれども、箕輪町の地域活動支援センター、こちらの方「みのわ～れ」イオン箕

輪店にありますけれどもこちらの「みのわ～れ」、それから新しく平成 30 年度から出来て

おります「みのあ～る」ということでこちらありますけれども、こちらの方の費用というこ

とになっております。1,013万3,000円ということに計上させていただいております。なお、

「みのあ～る」については 4 月から今の福祉センターのところには場所を移して実施をす

るという予定になっております。 

○林社会福祉係長 一般の 90 ページをお願いいたします。一般の 90 ページ、4 款の衛生

費でございます。90 ページの中の下の方なんですけども 0409 献血推進費ということで、

郡市の献血推進協議会への負担金を計上させていただいております。歳出の説明は以上に

なります。続いて歳入の方の説明をさせていただきますので、一般の 15ページ、14款にな

ります。14款の 2項 3目の民生費負担金、そちらの中の説明 02になりますが、老人福祉

施設入所措置費の事業負担金ということで、こちらは措置施設の方へ入所をしている方か

らの負担金の収入科目になります。 

○鈴木高齢者福祉係長 続いて同じく 3 目の民生費負担金の中にあります社会福祉負担金

の 05高齢者生活支援サービス負担金です。こちらは先ほどの高齢者等生活支援事業費とい

うことで、現在ベッドを貸し出しをしているその貸出の利用者の負担金による収入となっ

ております。それから町単独老人福祉事業利用者負担金、こちらは短期宿泊事業といいまし

て、介護保険外のショートステイを事業化しておりますが、そちらのショートステイを利用

した際の利用者負担金の歳入の見込みとなっております。続きましてページをおめくりい

ただいて、一般の 17ページをお願いいたします。1項の 3目 民生使用料になりますけれ

ども、生活支援ハウス使用料とあります。こちらは生活支援ハウスに入居されている方から

の使用料ということで計上をさせていただいております。 

○唐澤障がい者福祉係長 資料の 20ページをお願いいたします。上の方の段ですけれども、

民生費国庫負担金、こちらの自立支援事業費負担金ということになります。こちらの方介護

給付費、補装具交付等事業費、それから障がい者医療費の負担金ということでございまして、

国庫からの負担金ということになっております。 

○林社会福祉係長 同じく 20ページ、16款 国庫支出金の中の 2項 3目の民生費国庫補

助金、そのうちの節の 01社会福祉費の補助金になります。こちらは生活困窮者就労準備支

援事業費等の補助金になります。社協の方へ委託をする生活困窮者相談支援事業の経費の

うち 4 分の 3 が国庫補助ということで補助がありますので、そちらの経費の計上になりま

す。 

○唐澤障がい者福祉係長 続きまして 21 ページになります。2 項 3 目の 3 節ですけれど

も自立支援事業費補助金というのがございまして、そのところに地域生活支援事業補助金

というのがございますけれども、こちら地域生活支援事業の国庫の補助金ということにな

ります。おめくりいただきまして 22ページをご覧いただきたいと思います。3項 3目 民
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生費委託金というところでございますけれども、社会福祉費委託金ということでございま

して、このところに 04とありまして特別児童扶養手当の事務取扱交付金というのがござい

ます。こちらの方障がいの方の担当してる部分の取扱交付金ということになっております。

続いて 23ページの方お願いいたします。1項 3目 民生費県負担金になりますけれども、

こちらの方 04とありまして自立支援事業費負担金とございます。こちらの方が介護給付費、

あと補装具等の交付の事業費、それから自立支援医療費、こちらの県の負担金ということに

なっております。それから下の方になります 2項 3目で民生費県補助金というのがござい

ます。こちらの社会福祉補助金ということでございまして、右の方、地域福祉総合助成金と

いうのがございます。こちらの方、心身障がい者の支援事業費ということで障がいのサービ

スの方の補助金の充てにということでなっております。 

○林社会福祉係長 23 ページの下の説明でいきますと 02 福祉医療費給付事業補助金です

けれども、そこからすみません、おめくりいただきまして、24 ページまで福祉医療の関係

の給付の補助になっておりますけれども、こちらは県の補助対象の給付の分と事務費等を

県から補助を受けるものでございます。続きまして説明の 07介護保険事業補助金になりま

す。こちらの 0333の介護保険事業運営費ということですが、こちらは社会福祉法人の利用

者負担軽減の 4 分の 3 の金額を県から補助を受けるものでございます。続きまして説明 11

介護予防生活支援事業補助金、0322 老人クラブ活動助成事業費になります。こちらも老人

クラブへ町が補助をしたものに対する県の補助金でございます。 

○鈴木高齢者福祉係長 続きまして説明 13の老人福祉総合対策助成事業補助金です。こち

らは高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金でございますが、介護保険外で行う住宅改

良の県の補助金となっております。 

○林社会福祉係長 続きまして同じページ 24 ページになります。説明 34 の地域医療介護

総合確保基金事業補助金になります。こちらは 0344で看護小規模多機能の建設に係る補助

を町の方で行いますけれども、それと同額を県の方から補助を受けるものでございます。 

○唐澤障がい者福祉係長 25 ページをお願いいたします。一番上にあります 3 節の自立支

援事業費補助金ということでございます。こちら右手の方に 357 地域生活支援事業費とい

うことで、地域生活支援事業の補助金となっております。こちら補助金の方でこの事業につ

いて充当します。 

○林社会福祉係長 一般の 27ページ最初のところですけれども、民生費委託金になります。

こちらは民生児童委員の皆さんへの活動費の交付金になります。続きまして 29 ページ 19

款の寄附金でございます。その中の目 03の民生費寄附金になります。こちらは遺志金等寄

附をいただきましたものを、また実績に応じまして補正にて対応させていただきます科目

を計上させていただいているものでございます。 

○唐澤障がい者福祉係長 資料ですけど 30ページの方をご覧いただきたいと思います。ち

ょうど真ん中くらいのところに 18目でふるさと応援基金繰入金というものございますけれ

ども、こちらの方の右側の方 359のところに地域活動支援センター事業費ということで 166
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万 4,000円となっておりまして、こちらの方繰入金の方がございます。 

○林社会福祉係長 一般の 32 ページ 22 款の諸収入でございます。項 03 目 03 福祉医

療給付金の貸付金元利収入ということで、こちら福祉医療の貸付額と同額を計上させてい

ただいております。同じく諸収入になりますが一般の 33 ページ、節でいくと 09 の雇用保

険料の本人負担分で、その中の 0301になりますけれども、会計年度職員の雇用保険の本人

負担分の収入でございます。 

○唐澤障がい者福祉係長 続きまして 34 ページになりますけれども、34 ページ一番下の

ところ、下から 2 段目のところにありますが、特別障害者手当等受給資格者所得状況調査

委託料というのがございまして、こちらの方 1 万 6,000 円ということで事務に関する収入

ということになっております。 

○林社会福祉係長 続きまして 35ページをお願いいたします。諸収入になりますが、一番

上のゆとり荘デイサービス事業使用料ということで 170 万円ですけれども、町の施設ゆと

り荘で社会福祉協議会が行うデイサービス等の収益事業で使用する部分に対する貸付分の

それは前年と同じ金額 70万と、あと今年度キュービクルとボイラーの工事を行いますので

その加算分ということで 100 万円をプラスで 170 万円を諸収入ということで計上をしてお

ります。説明は以上になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 担当課の細部説明が終わりました。それでは質疑

を行います。質疑ありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 先ほどちょっとよく聞き取れなくて申し訳ないんですが、77 ページの

0334 の看護小規模多機能居宅介護のことなんですが、前年度 4,770 万円で本年度が 3,863

万 4,000 円になって差額が 906 万 6,000 円なんですが、その前回はこれでやる、交付金や

るつもりでいたんですよね、4,770万円で。今度は3,800万なにがしになったんですけども、

この差額の理由ってのはちょっと先ほど聞いたつもりなんですがちょっとはっきりわから

ないもんでお願いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 令和元年度の当初は看護小規模多機能に介護予防拠点施設を併設とい

うか、付随したもので予算を計上しておりましたけれども、公募の際に介護予防拠点施設の

機能は持たないということで看護小規模多機能とあと開設準備経費ということで補助がつ

いておりますので、その差額がこちらの金額になっております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 居宅介護施設、事業所がそういうふうに言ったという解釈でよろしい

ですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 事業所の方で介護の介護予防拠点施設は持たないということですので、

そういう機能がもたないということですので、その部分はやらないということでしたので、

その部分の補助金を削ったということでございます。 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 71 ページのところで、真ん中辺ですね。複合型施設検討会議っていう

のが出てくるんですけど、これ総合福祉センターの話になるんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 先ほどもお話したんですけれども、今の福祉センターの方なんですけれ

ども、耐震機能がないということで建築をして 40年以上超えているということでございま

す。そこのことから新しいものを検討していくっていう意味で、こちらの方に検討委員会と

いうものを出席謝礼ということで載せさせていただきました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 町長から次にそれを建設する場所の話なんかがね、全員協議会で出た

もんですから、それとの関係かなと思って、いいです、確認です。それから、76 ページで

すね、高齢者タクシー助成券の件であります。昨日もちょっと一般質問でさせていただきま

したけれども、一律月 2,000円ということで町内どこに住んでいてもという条件が、助成す

る条件が合えば一律にということですけど、ちょっと箕輪町もある程度広いもんですから、

そのへんのセグメント化とかっていうかですね、場所によって変えられないかというとこ

ろですけど、昨日も町長の方がそれなりに議論をしたということなんですけど、実は伊那市

の方でですね、同じような制度というか、タクシーの助成の制度があるんですけれども、ち

ょっと場所によってその助成の額が違うということでですね、箕輪町はどうなのかという

ことでちょっと改めてこの常任委員会審査の中でちょっとその辺の説明をお願いしたいと

思うんですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 こちらの方でございますけれども、年間 1万 2,000円でございますので、

月 2,000 円ではなくてまず 1 万 2,000 円ということでお願いしたいと思います。それでこ

ちらに検討を何回も重ねてまいりました。例えば伊那市の方ですと高遠とか、長谷といった

いわゆる僻地といったら失礼ですけれども、町部からかなり離れた場所があるっていうそ

ういうところと、箕輪町のように割とコンパクトな町でどこからでもあまりすごく在とい

うか、僻地っていう場所は箕輪町にはないのではないかっていうことがまず議論されまし

た。それからこちらの方ですけれども、通院とかに使っていただくっていうことがあると思

うんですけれども、その場合に例えばなんですが、例えば上古田地区にお住まいの方、確か

にこの松島の方の町部には遠いんですけれども、ただ例えば伊那中央病院に行くとすると

こちらの町部の方よりも近く、短時間で行けるというような特徴がございます。それから、

例えば沢のようなところですと辰野病院に行かれるとするとこちらの町部の方よりも近か

ったり、それからよく高齢者の方が行かれる整形外科にかかられる場合には伊北クリニッ

クだと沢の長田のあたりの方の方が近かったりとかっていう、そういうことがございまし

て、じゃあ箕輪町の中でどこのところが本当に僻地と言われる場所なのかっていうことを

考えたときに、今回の場合には一律とするのが適当ではないかっていうことになりました。
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また福祉の方の立場から申し上げますと、やはり町内のみのちゃんバスの運行ですとか、デ

マンドタクシーですとか、そちらの方の交通網を充実させていただいて、それを補助する形

のやっぱり福祉サービスであるべきであろうというふうな提案もございまして、今回は一

律というふうにさせていただきました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 昨日の町長の答弁でもね、暫定的というような言葉が出てきたもんで

すから、今課長さんが話されたように、次のそういう公共交通の高齢者に配慮した体系をど

うつくっていくかという中で、今の時点でそういう対応をされたと、そういう理解でよろし

いでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 そのようにご理解いただければありがたいと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 説明書の 73ページの一番上の生活困窮者相談支援事業なんですけど

も、これどういった取り組みになりますでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 町村では福祉事務所っていうのが設置されていないんですけれども、

福祉事務所未設置の町村へ対する補助金でして、より細やかな相談事業を受けられるよう

にということで、委託は社会福祉協議会の方でするんですけれども、また生活困窮者等のさ

らに細かな相談が受けられるように体制を整備していくものでございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 調書の方でボランティア育成事業って書いてあるんですけども、こ

れはどういったボランティア、調書の 17 ページの。主要事業の概要調書の 17 ページのコ

ード304でボランティア育成事業っていうふうに書いたあるんですけれども、どのような、

内容をお尋ねします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 こちら 17ページの方でございますけれども、町の社会福祉協議会への各

種委託料ということで全部載せていただいる中にでございます。その中が生活困窮者等の

相談事業やボランティアの育成事業等各種事業を社協に委託しますということでございま

す。括弧して生活困窮者支援事業とは上げておりますけれども、こちら新規で事業を立ち上

げさせていただきますので、その中でも括弧で出させていただいてるというふうに判断い

ただければと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 つまり生活困窮者のためのボランティアを育成するというわけじゃ

なくて、別個の、混ざってるっていう話ですよね。わかりました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に。中村委員 

○１２番 中村委員 73 ページの一番下の心身障がい者家賃補助金のことなんですけども、



R２年３月定例会 福祉産業常任委員会審査 

 

- 60 - 

 

この障がい者はどのような要件があるかっていうことと、一人に対して幾らくらいまで出

すかっていうことと、あと何件くらいの利用があるかをお伺いしたいです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○唐澤障がい者福祉係長 すみません、今ちょっと資料の方持ち合わせておりませんので、

まとめて後ほど報告させていただきたいと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 今じゃなくていいですか。あとでお願いいたしま

す。他にありませんか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 72 ページの中の一番上で要支援者支援システム、これ新規で恐らくな

っていると思うんですが、このシステムというものはどういうものなんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 こちらの方でございますけれども、災害支援法に基づきまして、町内の要

配慮者の中から要支援者の方たちの名簿を作成するっていうのが町に課せられた義務でご

ざいまして、そちらの方をつくるものでございます。今までもシステムあったんですけれど

も、ちょっとそちらの方のシステムが使えなくなったということで、新たなシステムを導入

させていただきまして、援護者の氏名の台帳と、それから支え合いマップの両方を作成する

システムになっていくと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 そうしますとこれは町が将来はこれは管理していくものですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 こちらの方でございますけれども、法律に基づきまして、町が管理すると

いうことになっておりまして、もし災害があった場合には必要な地区ですとか、消防等に提

出する名簿になりますので、町が管理するということになります。ただし支え合いマップに

つきましては、本人の同意を得て、地域の方たちに名簿を普段の支え合いの中で使っていた

だくようになるというふうに仕組みをつくろうとしているところでございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ちょっと今のに関連してですけど、今まであった

システム、あったっていうか社協で支援をしていたあのシステムとはまた違う、そういうあ

れとは違うっていうことですか。課長 

○北條福祉課長 今まで社協の方では支え合いマップのシステムを使っておりました。町

の方では要配慮者の名簿をつくる。例えば要介護 3 以上ですとか、身体障がい者の 1 級以

上ですとか、そういう防災計画に基づく名簿を作成しておかなければならないということ

で、町の方ではそちらをつくっておりました。社協の方のシステム更新ができなくなったっ

ていうことと、それから社協のシステムでつくっている支え合いマップでつくっている名

簿と町の要配慮者名簿がなかなか一致していないというところもございまして、来年度に

かけてそういうものをきちっと整備をして、地域の安全安心に役立つような名簿作りをし

ていきたいというふうに思っております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 わかりました。他にありませんか。釜屋委員 
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○４番 釜屋委員 「みのあ～る」が福祉センターに移行するっていうことなんですが、そ

この活動の場所がもとの社協のあった事務所ということですか。シャッターの中のあそこ

はシルバー人材センターの事務所になってたんじゃなかったですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 シルバー人材センターの事務所はまた別に 1 階にございまして、その隣

に社協の事務所というか、いる場所がございましたので、そちらの方を活用させていただけ

ればと思っております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありますか。ちょっと細かいことでお聞きし

たいんですけど、この施策の白いやつの、主要事業の概要の 19ページのところにある 0359

っていうとこですけれども、2行あって上の方の 884万 4,000円ですけど、その下の障がい

者地域活動支援センターサテライト事業っていうのはこれは「みのわ～れ」ですか。係長 

○唐澤障がい者福祉係長 「みのわ～れ」の事業になります。すみません。「みのあ～る」

の事業です。上のその 884万 4,000円は「みのわ～れ」の事業で。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 これ両方とも「みのわ～れ」って書いてある。 

○唐澤障がい者福祉係長 みのわ～れサテライトってことで、みのわ～れサテライト施設

ということで、わかりづらくてすみませんが、「みのわ～れ」の子施設みたいな、サテライ

ト施設みたいな。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 そういう意味ね。予算書の0359ってありますよね。

79 ページ一般の。これのこの一番最後の委託料はその「みのわ～れ」って上の方で、あと

残りのやつ集めたのがこの今のサテライトの事業っていうことです。係長 

○唐澤障がい者福祉係長 そうです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 わかりました。他に質問ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論に入

ります。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決を行います。議

案第 17号 令和 2年度箕輪町一般会計予算の福祉課に係わる分について原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め可決すべきものと決定いたしまし

た。本会議でその旨報告させていただきます。 

それでは次に、議案第 20号 令和 2年度箕輪町介護保険特別会計予算について議題とし

たします。説明をお願いいたします。課長 

○北條福祉課長  それでは、議案第 20号 令和 2年度箕輪町介護保険特別会計予算につ

きましてお願いしたいと思います。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 21億 8,850万
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4,000円でございます。細部につきまして、こちらの緑の箕輪町予算に関する説明書の介護

の部分で説明をさせていただきますので、そちらの方でお願いいたします。まず介護の 15

ページからお願いいたします。担当の係長からご説明させていただきます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 介護の 15 ページ、歳出の方からご説明をさせていただきます。1 款の

総務費でございます。3100 一般管理費、こちらは介護保険事業に係る事務費、人件費、ま

た上伊那広域連合の負担金等が主なものでございます。続きましてめくっていただきまし

て、介護 16ページ、3102賦課徴収費でございます。こちらは介護保険料の徴収に係る経費

を計上しております。続きまして同じく 16 ページの 3106 認定調査等費になります。こち

らは介護認定の調査に係る経費になります。認定調査員さん等の報酬ですとか、主治医意見

料の手数料等になります。続きまして、介護の 17 ページ 3107 の認定審査会の共同設置負

担金になります。こちらは広域連合で設置している認定審査会に対しての負担金になりま

す。続きまして 3109趣旨普及費になります。こちらは介護制度のパンフレット等の印刷代

になります。続きまして、3110 包括支援センター運営委員会費でございます。こちらは地

域包括支援センターの運営協議会の委員の報酬の費用でございます。続きまして介護の 18

ページ 2 款の保険給付費になります。3111 介護サービス費等諸費につきましては、要介護

1 から 5 の方のサービス給付の費用になります。続きまして、3119 介護予防サービス等諸

費、こちらは介護度の要支援の 1、2の方のサービス利用料の費用になります。続きまして

3125 審査支払手数料になります。こちらは国保連合会の方へ支払いする審査の支払い手数

料になります。続きまして介護 19ページ、同じく 2 款の 3127 高額介護サービス等費にな

ります。こちらは所得に応じた限度額の上限額がありますので、それを超えた分の給付にな

ります。続いて 3128の高額医療合算介護サービス等費です。こちらは医療と介護の年間合

算が限度額を超えた方に対しまして給付されるものでございます。続きまして 3150の特定

入所者介護サービス等費になります。こちらは低所得者の方が施設で入所した際の居住費、

食費が限度額を超えた場合に給付されるものでございます。 

○鈴木高齢者福祉係長 介護の 20 ページをお願いいたします。5 款の地域支援事業につい

てご説明させていただきます。3151 介護予防生活支援サービス事業費です。こちらは委託

料、使用料と計上させていただいてありますが、まず委託料です。訪問 C サービスという

のは短期集中でリハビリ職員等が訪問で事業を実施するその委託料の計上になります。通

所 A2サービスはいきいき塾になります。使用料はこのいきいき塾の会場使用料を計上をし

てございます。負担金、補助金、交付金ですけれども、訪問 B サービスというのは地域の

支え合い活動の中で行われております訪問 B サービスとして登録した地区、2 地区ござい

ますがこちらの地区に対する補助金となっております。通所 B サービス、こちらは住民主

体で行なう通いの場に対して交付される補助金となっております。また交付金ということ

で総合事業サービス等諸費、訪問 A と通所 A1 のサービスになっておりますけれども、こ

ちらは要支援 1、2の方、また総合事業の対象者となった方がいわゆるデイサービスやホー
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ムヘルプを利用された分の給付に係わる費用の計上となってございます。続きまして 3152

介護予防ケアマネジメント事業費です。こちらの介護予防ケアマネジメント事業費という

のは、総合事業に係わる方のケアプラン作成に係わる費用の計上となっております。非常勤

職員の報酬や需用費等を計上をさせていただいておりますが、12 委託料を計上してありま

すけれども、町の包括支援センターだけでは多くの方のケアプラン作成が賄い切れないと

いうことで、民間の居宅介護支援事業者にケアプラン作成の委託をしておりますので、その

経費を計上をさせていただいております。また介護予防ケアマネジメントに係わる介護保

険のシステム使用料を計上をさせていただいています。続きまして 3153一般介護予防事業

費です。こちらは介護予防の事業を行うに当たって掛かる経費を計上させていただいてお

りますが、非常勤の職員、会計年度任用職員の経費もこちらに計上をさせていただいており

ます。また訪問活動等を行う際の経費もこちらに需用費として計上させていただいており

ます。1ページをおめくりください。委託料としまして膝と腰にやさしい体操教室も委託を

させていただいております。続きまして 3154の包括的支援事業費です。こちらは地域包括

支援センターの運営に係わる経費を計上させていただいております。非常勤職員、会計年度

任用職員の報酬であったり、包括ケアシステムの推進協議会の委員報酬等を計上をさせて

いただいております。またこちらも介護保険のシステムを使ってケアプラン作成を行った

り、また給付管理という要支援 1、2の方の給付の管理を行うためのシステムを活用してお

りますので、そちらのシステムのリース料等を計上をさせていただいております。続きまし

て 3155任意事業費でございます。こちらは主に認知症施策に係わる部分の一部につきまし

て計上をさせていただいております。認知症サポーターの養成に係わる費用ですとか、社会

福祉協議会に委託をしております事業等の形状になります。12 委託料に認知症見守り支援

事業委託料ということで、こちらが社会福祉協議会に委託をしている事業となります。続き

まして、介護の 24ページをお願いいたします。3156在宅医療・介護連携推進事業費でござ

います。こちらにつきましては医療と介護の連携検討会委員報酬や会計年度任用職員の報

酬等を計上をさせていただいております。また、医療介護連携在宅医療推進に係わる普及啓

発に係わる事業費を計上をさせていただいております。続きまして 3157の生活支援体制整

備事業費でございます。こちらは先ほど第 1層、2層という話がありましたけれども、地域

で支え合い活動を推進していくための生活支援コーディネーターを配置するですとか、協

議体という支え合いの仕組みづくりの場を各地区でつくっていくという生活支援体制整備

事業を社会福祉協議会に委託しておりますので、その経費委託費を計上をさせていただい

ております。続きまして介護の 25 ページになります。3158 認知症総合支援事業費でござ

いますこちらも認知症施策に係わる経費を計上をさせていただいておりますが、会計年度

任用職員の報酬、また認知症フォーラム等の報償費等を計上させていただいております。ま

た 12委託料ですけれども認知症者初期集中支援チーム相談事業に係わる委託料、こちらは

伊那神経科病院の方に委託をしておりますが、その委託の経費をこちらに計上をさせてい

ただいております。その他認知症カフェ等も各団体に委託をさせていただいております。続
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きまして 3159の審査支払手数料です。こちらは総合事業に係わる審査支払を国保連合会に

委託しているその支払い手数料を計上をさせていただいております。 

○林社会福祉係長 続きまして介護 26 ページをご確認ください。介護 26 ページの 6 款 

基金積立金でございます。こちらは当初では現在積んでいる基金の利息のみを計上させて

いただいておりまして、令和元年度の決算後に余剰金があればまた基金へ積んでいきたい

ということで補正で対応させていただきたいと思います。続きまして介護 27ページの 9款

の諸支出金でございます。3138第 1号被保険者の保険料の還付金ですけれども、過年度の

保険料で還付が生じた際に支出を行うものでございます。3139 償還金については今年度の

実績によりまして必要に応じて補正をさせていただきます。おめくりいただいて、介護 28

ページ予備費でございます。前年と同様に予算科目を計上させていただいております。続き

まして 3 ページの歳入の方のご説明に移りますので、介護 3 ページをお願いいたします。

歳入でございます。まず 1款の保険料になります。第 1号被保険者の保険料ですけれども、

現年度の特別徴収の保険料、特別徴収っていうのは年金から徴収させていただく分ですが、

それと現年度の普通徴収の保険料、普通徴収っていう方は納付書もしくは口座の引き落と

しという方になりますけれども、そちらの保険料とあと滞納繰り越し分の保険料の額を計

上させていただいております。保険給付の財源として法定の割合は 23％となっております。

滞納分につきましては、決算後にまた補正で変更させていただく予定でございます。 

○鈴木高齢者福祉係長 続きまして 4ページをお願いいたします。2款 負担金になります

けれども介護予防事業負担金、こちらは膝と腰にやさしい体操教室等を行った際の利用者、

参加者の負担金の分を計上をさせていただいております。 

○林社会福祉係長 続きまして介護の 5ページ、3款の使用料及び手数料になります。こち

らは督促の手数料になりまして、納付期限を過ぎて納付をいただく保険料に付すものでご

ざいます。前年と同額で計上をさせていただいております。めくっていただきまして、介護

の 6ページお願いいたします。介護 6ページ、4款の国庫支出金でございます。まず 1目の

介護給付費負担金になります。こちらは介護給付で支出する者に対しまして、法定の割合

20％になりますけれども、国庫の負担金ということで歳入になるものでございます。続いて

2 目 低所得者の保険料軽減負担金になります。こちらは第 1 段階から第 3 段階で保険料

を軽減した分を国が 2 分の 1 補助をするものでございます。続きまして 2 項の第 1 目 調

整交付金でございます。こちらは財政調整交付金、法定割合 5％ですけれども、年齢構成で

すとか、地域の実情に応じまして地域格差の調整のためのものですので一律の 5％から変動

して公布されているものでございます。 

○鈴木高齢者福祉係長 続きまして地域支援事業交付金の介護予防日常生活支援総合事業

分になります。こちらは事業費に対して法定割合の分、25％分になりますけれども、そちら

が歳入を計上させていただいております。7ページですけれども 3目は地域支援事業交付金

の総合事業以外分を計上をさせていただいております。4目 保険者機能強化推進交付金で

すけれども、町の保険者として行った事業に対してインセンティブということで、翌年にそ
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の取り組みを評価されて交付していただける交付金の分となります。 

○林社会福祉係長 同じページ 7ページの目 05その他補助金になります。こちらは制度改

正に伴うシステムの改修に対する国庫補助でございます。めくっていただきまして介護 8ペ

ージ 5款の支払基金の交付金になります。1目の介護給付費交付金になりますけれども、こ

ちらは 2 号の被保険者ですので、2 号の方ですので 40 歳から 64 歳までの方の保険料分に

なりますけれども、支払基金の方から町へ交付をされるものでございます。 

○鈴木高齢者福祉係長 続きまして 2 目 地域支援事業の交付金です。こちらも支払基金

の方から総合事業分に対して 27％の法定割合で交付されるものとなりまして、そちらを計

上させていただいております。 

○林社会福祉係長 6款の県支出金になります。1項 1目の介護給付費負担金になります。

こちらは介護給付の県の負担金分でありますけれども、法定割合 12.5％になっております。

続きまして 2 目の低所得者保険料の軽減負担金になります。こちらは軽減された負担金の

4分の 1が県の補助ということになります。 

○鈴木高齢者福祉係長 3項の県補助金ですが、地域支援事業交付金の総合事業分が事業費

に対しての 12.5％、また総合事業以外の分が事業費に対して 19.25％の法定割合というこ

とで計上をさせていただいております。 

○林社会福祉係長 介護 10 ページをお願いいたします。介護 10 ページの 6 款 県支出金

のうち、4項の 1目の総務費委託金になります。こちらは生活保護の方が介護認定調査を受

ける際に県が町へ委託するという形になりますので、その分の委託金が収入として計上さ

れております。続きまして介護 11 ページ 10 款の繰入金をお願いいたします。こちらは一

般会計、町からの繰入金になります。介護給付費の繰入金につきましては、法定割合が

12.5％、また地域包括の支援事業の事業に対しまして、それぞれの割合で町からの繰入金が

ございます。低所得者の保険料軽減繰入金については県と同じ 4 分の 1 が町負担となって

おります。05 の目のその他会計繰入金につきましては、介護保険の人件費、事務費等の繰

入金になっております。続きまして介護 12ページをお願いいたします。11款の繰越金でご

ざいます。こちらは決算後補正で対応させていただきます。科目の計上で 1,000円のみの計

上となっております。続きまして介護 13 ページ 13 款の諸収入でございます。延滞金、加

算金及び過料、1号被保険者の延滞金、また預金利子、雑入、第 3者納付金、返納金等につ

きましては、科目の計上ということで必要に応じて補正をさせていただきます。また 7 目

の説明 01の雇用保険料の本人負担分につきましては、会計年度職員の雇用保険料の本人負

担分の収入となります。 

○鈴木高齢者福祉係長 説明の 2番の居宅介護サービス計画費収入です。こちらの 3152の

介護予防ケアマネージメント事業費っていうのは、介護保険の手前の方、総合事業対象者に

対するケアプラン作成に対しての収入となっております。また 3154 は要支援 1、2 の認定

を受けた方のケアプラン作成に係わる費用の歳入となっております。一旦こちらで歳入と

して受けますけれども、そのうちの何割か、かなりになりますが歳出の方で先ほどご説明し
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ました居宅介護支援事業所に委託をしておりますので、また委託費ということで支出をし

ている性質のものとなります。 

○林社会福祉係長 介護 14ページをお願いします。介護 14ページ 16款の財産収入になり

ます。こちらは基金の積立金の利息になります。説明の方は以上になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ありま

すか。松本委員 

○８番 松本委員 支出の方で委託料ってのは、介護の総合事業の関係になると思うんで

すが、委託料が社協に非常に多いんですけど、ほとんど社協って考えていいんですか。委託

してる、社協に委託してるってのが非常に今説明の中で気になったんですけども。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○鈴木高齢者福祉係長 ちょっと説明不足の点もあったかと思うんですけれども、総合事

業として各事業所に委託をしながら事業を実施しておりますけれども、20 ページの例えば

3151の方に委託料ということで計上している分につきましては、例えば訪問 Cサービスと

いうことになりますと、社協さんではなく生協病院さんや老人保健施設わかなさんにも委

託をさせていただいております。通所の A2 サービス、こちらはいきいき塾になりますが、

こちらは社会福祉協議会にも委託をしておりますが、その他ふれあいの里であったり、グレ

イスフル箕輪等にも委託をさせていただいております。社会福祉協議会への委託というの

が、説明をさせていただいた分につきましては 3155 介護の 23 ページ、こちらの 3155 の

任意事業にあります委託料のうち、認知症見守り支援事業、いわゆるすまいるサポート事業

というものを委託しておりますが、こちらが社会福祉協議会に委託をされているのと、あと

1 ページおめくりをいただきまして、24 ページの 3157、こちらの生活支援体制整備事業、

地域の支え合いの体制づくりを行うという生活支援コーディネーターの配置の事業になり

ますが、こちらが社会福祉協議会さんに委託をさせていただいている事業となります。です

ので、社協さんへの委託が確かにありますけれども、他の事業者さんにも委託をさせていた

だきながら、事業の実施を行っております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 今の説明では確かにそうなんですが、福祉課としてやってる仕事でも

あるもんですから、ほとんど委託に出してるってのがちょっと気になって今聞いたんです

が、ちょっと前に辰野調べてみたんですが、辰野は結構福祉課でやってる事業もありまして、

それで委託はこんなになかったんじゃないかなと思うんですけども、その辺はいかがでし

ょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 すみません。市町村がどういう考えでやってるかってのはちょっと私た

ちはわかりませんけれども、箕輪町としては色々な事業所さんにお願いをしながら町の福

祉事業を前進させるということで事業を進めておりますので、どこかに委託をしたから福

祉課が事業をやっていないということではなくて、福祉課として介護保険の包括支援セン
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ターってものを持っておりますので、そちらの方でその事業はきちっと進めておりますが、

やはりそこだけではできない、例えばヘルパーの訪問ですとか、デイサービスだとか、そう

いうことにつきましては、やはり委託をしていくっていうことを選択をさせていただいて

おります。それから地域福祉コーディネーターにしましても、箕輪町の配置率というのは他

市町村に比べても大変高いんですね、実は。それをやりながら、地域福祉っていうものを進

めておりますので、地域包括ケアというものを進めておりますので、ちょっと他市町村の動

きとは違うかもしれませんが、進めるという意味で事業をやっておりますので、よろしくお

願いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 今質疑の途中でありますけれども、本日は時間が

きますので、延長せずにこれで一旦終了、延会とさせていただいて、また明日の午後協議会

も含めてありますので、すみませんけれど、とさせていただきたいと思います。本日はこれ

をもって延会といたします。 

【2日目】 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ご苦労さまです。それでは昨日に引き続きまして

議案第 20号 令和 2年度箕輪町介護保険特別会計予算の審査の福祉課に係わる部分の続き

から、質疑のところから始めたいと思いますのでお願いいたします。昨日は松本さんの質問

をしたところで終了しておりますので、その他に質疑ありませんか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 私認知症関係についてお聞きしたいと思うんですけれども、25 ページ

になりますかね。説明書の方でいくと 25ページになると思いますが、また今年も認知症フ

ォーラムを予定されているということですが、毎年聞かせていただいて勉強させてもらっ

てるとこなんですけれども、また今年はどんなところを中心にいつ頃どんな予定をされる

かということをお聞きしたいと思います。それから 2 点目が認知症ガイドブックの印刷製

本ですが、ここも予算とってありますが、この辺もどの辺見直されるか。今までと内容、10

万ということは内容少し手を入れられると思うんですけど、この辺どういうところに力を

入れていくのかということ、それから三つ目がこれ最後ですが、認知症の初期集中支援チー

ム、相談支援業務ということですが、昨日の説明では伊那神経科病院の方に委託というよう

なお話を聞いてますが、この辺どんなことをどんなふうな形で実際に運用されているか。認

知症について 3点お聞きしたいと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○鈴木高齢者福祉係長 まず 1 点目の認知症フォーラムについてのご質問いただきました

けれども、認知症フォーラムにつきましては、社会福祉協議会に委託をして行う事業の分と、

あと町の方でも認知症フォーラムという名前をつけて今回予算計上させていただいており

ますが、町民の皆さんに普及啓発をするために認知症という病気がどんな病気かというこ

とと合わせまして、どのような支援体制をつくっていったらいいのかということを町民の

皆さんと関係機関等が一緒に考えられるような場を持ちたいということで計画をしており

ます。時期についてはまだ未定でございますけれども、また時期が決まり次第、周知をして
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いきたいと考えております。2点目の認知症のガイドブック委託製本に係わるところでござ

いますが、こちらは今年度までに作成をしているガイドブックというのが、認知症のどうい

った時期にどんな支援をしたらいいのかというような支援の流れを関係者とともに作成を

しまして、主には関係者の皆さんにまずは配布をさせていただいております。相談機関です

とか、認知症カフェ、認知症の支援に関する情報が掲載されているものになりますので、こ

ちらを内容の見直しも図りながら増冊をしまして町民の皆さんにもお届けできるような形

で印刷製本費を計上させていただいております。それから 3 点目の初期集中支援チームで

すけれども、こちらは今現在は委託という形で契約をしておりますが、委託とはいえ伊那神

経科病院の認知症の専門看護師と社会福祉士と 3 人スタッフがおります。そのスタッフと

町の地域包括支援センターのスタッフが同行訪問という形で一緒に訪問するという形をと

っております。病院だけのスタッフが訪問に行ってくれるということはありませんで、町の

職員と同行訪問をするという形で運営をしております。大体町の職員が先に訪問に行って

様子を見てきて、初期集中支援チームでお願いをしたいということで、家族と相談をしなが

ら申請が出た場合は病院スタッフと共に訪問をしながら、あと支援会議というものを行っ

ていましてそちらには医師の先生にも参加をしていただきながらできるだけ早い段階で医

療や介護サービスにつないでいくということを目的とした事業となります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 今最後のところで訪問というお話でしたけど、チームで訪問というこ

とですが、どのくらいの回数を今実績もあると思うんですが、それから新年度回数予定され

てるのか、や増減、増えるのかどうなのか、その辺いかがでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○鈴木高齢者福祉係長 こちらの支援チームの訪問の回数なんですけれども、概ね一人の

ケースの方に対しまして 3 回ぐらいの訪問をめどに受診ですとか、介護サービスの利用に

つないでいきたいという計画で動いております。令和 2 年度につきましては、この委託料

の金額ですけれども、この訪問等の活動の他にも研修、認知症教室という教室を開いていた

だくという分も含まれまして、その分とあと訪問件数が大体 10件ちょっとくらいで見込ん

で計画をしております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 やはり増えているんですかね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○鈴木高齢者福祉係長 認知症に関する初期集中支援チームの相談件数は増えてきている

ところなんですが、実際に包括支援センターの職員が訪問に行った段階で医療につながる

というケースが多いもんですから、初期集中支援チームとして稼働している事例はそんな

に多くはありません。ただ相談件数は確かに増えてきております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。中村委員 

○１２番 中村委員 介護の 21 ページの 3153 一般介護予防事業のところで前年度に比べ
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て 679万減っていますけど、この主な要因についてお伺いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○鈴木高齢者福祉係長 こちらの減額の理由ですけれども、元年度までは外出支援券をこ

ちらの一般介護予防事業費の方に計上をさせていただいておりました。2年度からは介護保

険の特別会計ではなく一般会計の方に計上をさせていただいたというところでこちらが減

額となっております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にはありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければ質疑はこれで終了いたします。討論を行

います。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それは採決をいたします。議

案第 20号 令和 2年度箕輪町介護保険特別会計予算について原案とおり決定することにご

異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認めて可決すべきものと決定いた

しました。その旨本会議で報告いたします。これで福祉課に係わる分の審査は終了いたしま

した。 

【福祉課 終了】 

④子ども未来課 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ちょっと早いですけどみんな揃ってますので始め

たいと思います。それでは再開いたします。これから子ども未来課に係わる議案についての

審査を行います。まず最初に議案第 1号 令和元年度箕輪町一般会計補正予算(第 6号)の子

ども未来課に係る分について審査を行います。担当課の説明をお願いいたします。課長 

○唐澤子ども未来課長 それでは議案第 1号 令和元年度箕輪町一般会計補正予算(第 6号)

につきまして子ども未来課に係わる部分について各担当の係長の方から説明をさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 それでは補正予算書 31ページの歳出に係わる部分からご説明させ

ていただきます。予算書 31 ページ 03 款 民生費のうち 0370 児童福祉総務費でございま

す。こちら委託料でございますが 566 万 5,000 円の減となってございます。こちらは子育

て支援サイトいいねみのわっ子の更新について委託料を当初では 847 万円計上してござい

ましたが、町のホームページのサーバ更新とあわせて、ホームページと統合もあわせて行い

まして、いいねみのわっ子に係る部分が 280 万 5,000 円という金額で更新ができたため減

額とさせていただきます。続きまして、負担金補助及び交付金でございます。こちら 210万

円の増をお願いするものでございます。こちらは認定こども園利用希望時についての施設
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への給付費でございます。10月一旦補正をさせていただきましたが、その後認定こども園、

緑ヶ丘幼稚園を利用されるお子さんの 2 人転入がございました。また、里帰り出産で他市

町村の保育園を利用希望する方がございまして、また公定価格、国の基準の公定価格に応じ

て施設に給付をしてございますが、そちらが 4 月にさかのぼって改定となり、差額が生じ

たための増額をお願いするものでございます。また子育てのための施設等利用給付費が以

上の 210万円と 30万円の増をお願いするものでございます。その下の補助金でございます

が、幼稚園就園奨励費につきましては 10 月の無償化に伴いまして、9 月までで廃止となっ

てございますので、ここで金額が確定したため 39万円の減とさせていただきます。0371児

童手当費でございます。こちらの扶助費の部分を 521万 5,000円の減としてございますが、

こちらも支給対象者の減により金額が確定してまいりましたので、減額とさせていただく

ものでございます。その下 0372子育て支援センター事業費でございます。こちら報酬のう

ち非常勤職員に係る報酬を 90万円減とさせていただくものでございます。こちらが年度途

中の退職者等がございまして非常勤職員の勤務時間減により減額とさせていただくもので

ございます。続きまして 02 目 保育園運営費のうち 0380 保育園運営費に係る部分でござ

います。まず 01報酬でございますが 770万円の増をお願いするものでございます。こちら

10 月から無償化後標準認定 11 時間保育まで無償化となったことから長時間保育のお申し

込み、時間の延長が非常に増えてございます。そういった部分につきまして保育士等時間を

延長して勤務をしているところから報酬が増となったため増額をお願いするものでござい

ます。その下共済費の 88万 1,000円の減でございますが、その下の賃金に係る部分でござ

いますが、こちらの 537 万 5,000 円の賃金ですが、正規職員が産休に入った場合の産休代

替保育士賃金ということで予算計上してございましたが、今年度は正規職員で産休取得者

がおらなかったために不用となりましたので共済費とあわせて減額とさせていただいたと

ころでございます。おめくりいただきまして 32ページでございます。05目の発達支援費の

うち 0396子ども・子育て支援事業費でございます。こちら償還金、利子及び割引料として

65 万 4,000 円の増ということで計上をさせていただいております。こちらが平成 30 年度

の子ども・子育て支援事業実績報告により返還分が生じたため、こちらの金額増額をお願い

するものでございます。 

○福島子育て支援担当係長 続きまして 0398児童発達支援事業費であります。こちら財源

の組替になります。こちら歳入の方で若草園の実績の方が減ったことによる財源組替にな

ります。 

○前島子育て支援係長 続きまして、歳入につきましてご説明をさせていただきます。予算

書の 14 ページ子ども未来課に係わる部分になります。第 14 款 分担金及び負担金でござ

います。03目 民生費負担金のうち、02児童福祉費負担金でございます。こちら、保育園

運営費負担金現年分としまして 500 万円増額となってございます。こちらは 9 月に未満児

分の保育料になりますけれども、9月に前年度所得に応じて算定をし直しまして、所得階層

等の上がったことによる増となりました。試算よりも若干増となってございますので、補正
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を計上させていただきます。それから 03の保育園運営費負担金特別保育分ですが、こちら

は 30万円の減を計上させていただいております。こちらは長時間保育ですとか、超過料金

の保育料の部分でございますが、やはり 11時間保育が無償化になったということで、超過

料金の収入が減となってございます。その下です児童発達支援事業費の負担金でございま

すが、こちらは先ほどもありましたが国保連合会からの負担金が減額となります。こちらは

延べ利用者数の減により負担金が減となってございます。続きまして 15ページ上段になり

ます。16 款 国庫支出金のうち、03 目 民生費国庫負担金でございます。02 保育園運営

費負担金でございますが、こちら子どものための教育・保育給付費負担金を 192万 4,000円

の増とさせていただきます。こちらが先ほど歳出でご説明しました認定こども園の支出に

係る給付につきまして、国から 2 分の 1 の負担金があるものでございます。続きまして児

童手当費負担金でございます。こちらは先ほど扶助費の方で、歳出が減額になったことによ

り、国からは 3 分の 1 の負担金が減額となりますので減とさせていただいております。ペ

ージをおめくりいただきまして、17 ページ第 17 款 県支出金でございます。03 目 県負

担金のうち 03目 民生費県負担金でございます。こちらの保育園運営費負担金でございま

すが、こちら、子どものための教育・保育給付費県負担金ということで、同じく認定こども

園の施設給付に係る県の負担金部分を 4 分の 1 となりますが増とさせていただいておりま

す。その下の 03児童手当費負担金でございます。こちらも児童手当費扶助費に係る部分で

ございますが、県負担分 6 分の 1 を減とさせていただいております。その下の中段になり

ます 03目 民生費県補助金でございます。02節 児童福祉費補助金でございますが、こち

ら 35 万 7,000 円の減となっております。そのうち子育て支援総合助成金 20 万 7,000 円の

減となってございますが、こちらは産休代替保育士の賃金に対しまして、県からの助成があ

るものですが、産休代替保育士が今年度なかったためにこちらの金額減とさせていただい

ております。続きまして木質空間整備事業補助金でございます。こちらは県産材を使った遊

具等につきまして県からの 4 分の 3 の補助金があるものでございますが、当初見込みより

も金額が安く制作ができたために 15 万円の補助金も減となり、15 万円の減とさせていた

だいております。 

○福島子育て支援担当係長 続きまして 22ページになります。22款 諸収入、雑入であり

ます。若草園の利用者が減ったことによる給食費の減ということで児童発達支援事業費で 9

万 2,000円の減額をお願いするものであります。 

○三井保育園施設係長 続きまして 7 ページをご覧ください。繰越明許費補正の変更とい

うことで上段にあります 03民生債、02児童福祉費木下保育園建設事業 1億 1,436万 9,000

円を 1億 4,741万 3,000円に変更いたします。こちらは 12月議会にて説明をさせていただ

きました木下保育園建設事業の造成工事に係わるものに新たに実施設計業務等の委託料

3,304万 4,000円を追加して、繰越明許費補正の変更するものでございます。こちら実施設

計業務委託の委託期間の延長によるものでございます。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 担当課の説明が終わりました。質疑を行います。質
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疑ありませんか。入杉委員 

○６番 入杉委員 予算書の 31 ページ、補正予算書 31 ページに産休代替保育士賃金減っ

てあります。これはやっぱりお産のことなので、予測はできないってことですよね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 そうです。産休産前の 8週部分についての補助金になりますので、

当初予算の時点ではちょっと見込みで上げさせていただいてます。年度途中での減額も考

えましたけれども、ぎりぎり 3 月までわからないということで、今回減額をさせていただ

いたところでございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 同じく 31ページのその上ですけど、非常勤職員報酬増ということです

けど、無償化に伴う長時間保育の増という中で結構 770 万ですか、そこそこの金額になっ

てると思うんですけれども、この辺の保育士の手当て十分だったんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 当初のときにやはりぎりぎり必要なところで上げさせていただい

ております。10月以降に長時間の申し込みがあった方なんですが 75名ほどございました。

やはり未満児は無償にはなっていないんですけれども、上のお子さんが無償になるという

ことであわせて申し込みをされる方もおりまして、やはり保育士をやり繰りして見るとい

うふうな形になりましたので、ちょっと大きな金額になりますが増とさせていただきまし

た。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 今やりくりということでしたけど、だいぶ大変だと思いますけど、特に

苦労した点、やはり人が見つからないとかいろいろあったんじゃないかというふうに想像

するんですけど、何かこの辺で実際の保育士の手配等で困難をきたしたようなことがあれ

ばこの機会にちょっとお伺いしたいと思うんですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 やはり長時間保育につきましては夕方 4 時から 6 時半という時間

を見ていただく保育士募集をかけているんですけれども、なかなか応募いただけない、しか

もやはり資格がある方をそうはいっても配置したいというのがございますので、なかなか

その時間を年度途中から採用するというのは厳しいものがございます。今いる保育士にち

ょっと期間を延長していただいて見ていただいたりですとか、正規職員も合わせて時間外

勤務をしながら見ているというような状況でございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論を行

います。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。議案第 1 号 令和元年度箕

輪町一般会計補正予算(第 6 号)の子ども未来課に係わる部分について原案どおり決定する

ことにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め原案どおり可決すべきものと決定

いたしました。本会議でその旨報告いたします。 

それでは次に、議案第 17号 令和 2年度箕輪町一般会計予算の子ども未来課に係わる分

について審査を行います。担当課の説明をお願いいたします。課長 

○唐澤子ども未来課長 それでは、議案第 17号 令和 2年度箕輪町一般会計予算につきま

して子ども未来課に係わる部分について説明をさせていただきます。予算書また説明につ

きましては予算に関する説明書を中心に説明をさせていただきたいと思います。また主要

事業の概要につきましては 19ページ下段からになりますので、あわせてご覧いただければ

と思います。それでは各係長の方から予算に関する説明書を中心に説明をさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 それでは、予算書に係る説明書、まず歳出の方からご説明をさせて

いただきます。79ページ最下段になります児童福祉費、03款 民生費のうち児童福祉費に

なります。おめくりいただきまして 80 ページ 02 項 児童福祉総務費の 0370 児童福祉総

務費でございます。こちら主に子ども未来課の役場内の子ども未来課の中の運営に係る部

分の費用でございます。新年度予算額 1 億 1,288 万 2,000 円ということで計上してござい

ます。主なものとしましては報酬でございますが、こちらは子ども・子育て審議会委員講習

ということで 4 万 8,000 円、また人件費につきましては総務課により一括してご説明させ

ていただきますのでこちらでは省略させていただきます。07報償費、こちらは出産祝い金・

ありがとうギフトに係る部分でございます。その他、旅費、需用費、役務費等は役務費、そ

れから委託料、こちらが 67万円を計上させていただいてございます。昨年度は子育て支援

サイトの更新ということで 900 万超える金額計上させていただいてございますが、今年度

はアプリの保守委託料、それから引き続き子育て情報発信イベントの委託料として計上を

させていただいております。18 負担金、補助及び交付金でございます。こちらが 3,188 万

2,000円ということで計上させていただいてございますが、こちらですが認定こども園、そ

れから新制度に移行した幼稚園に通うお子さんにつきまして、国の公定価格に基づきまし

て施設へ給付を行うものでございます。現在緑ケ丘、天使幼稚園さん、それから岡谷市の聖

母幼稚園に通っているお子さんが対象となっていますが、新年度辰野町にありますヨゼフ

幼稚園が新しく子ども・子育て支援制度の制度に該当した園ということで施設移行になり

ます。ヨゼフに通うお子さんが今聞いた中では 17名の予定ということになってございまし

て、かなり人数が増えるということで給付費負担金が大幅に増となってございます。こちら

につきましては国から 2 分の 1、県 4 分の 1 の交付金が出る予定でございます。その下の
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子育てのための施設等利用給付費 238 万 8,000 円でございますが、こちらは幼稚園等で預

かり保育を利用されるお子さんについての利用給付費となってございます。こちらは上の

通常の時間の利用の負担金にプラス預かり保育ということで別途施設へ給付するものでご

ざいます。02 の補助金でございます。やまほいく利用料軽減補助金といたしまして 15 万

5,000円を計上させていただいてございます。こちらは今般の保育料無償化の対象となって

おりません、この近辺ですと伊那市にあるやまほいくを行っているはらぺこ、山の遊び舎は

らぺこという施設がございますが、そちらがその国の基準の施設には該当がないんですけ

れども、県が推奨するやまほいくの認定園ということで、そちらに通うお子さんが来年度は

2名いらっしゃいます。1名については、保育に欠けるということで保育の利用給付という

ことで上の方の子どものための給付費ということで対応ができますが、お一人はご両親と

もお勤めじゃないけれどもはらぺこを使いたいよという方がいらっしゃいまして、長野県

の方でそういったお子さんについてはそのお子さんだけ無償化対象にならないということ

で、県の方で補助金を制定しておりまして 2 万 5,700 円を上限としてその 2 分の 1 を県の

方で補助するというものがございます。町につきましてもお一人だけ軽減の、無償化の対象

にならないお子さんがいてはということで県の補助金の制度と同様に町からその分 2 分の

1支給ということで補助を出したいと思いまして計上をさせていただいてございます。続き

まして 0371の児童手当費でございます。こちらは中学生までのお子さんを養育する世帯に

支給をする扶助費ということで 4億 1,544 万円を計上させていただいてございます。81ペ

ージに参りまして 0372子育て支援センター事業費でございます。こちらは子育て支援セン

ターいろはポケット、それから（聴取不能）の運営に係る費用となってございます。新年度

2億 1,441万円を計上させていただいてございます。主なものとしましては非常勤職員の報

酬、来年度会計年度任用職員となりますけれども子育て支援センターに勤務する職員の報

酬ということで計上をしてございます。また正規職員の人件費等につきましては総務課で

一括して説明させていただきます。ただ 03 職員手当のところですけれども 07 のところに

会計年度任用職員期末手当ということで任用職員ですが、社会保険適用になる職員が 1 名

ということで、こちらに期末手当分を 20万 3,000円ということで計上してございます。そ

の他報償費、子育てイベント講師謝礼に 11万 8,000円を計上してございます。その一番下

の 12の委託料でございますが、エアコン分解洗浄委託料としまして 3万 2,000円を計上さ

せていただいております。支援センターのエアコンですけれども、分解清掃をここ数年ちょ

っと行っておりませんでしたが、乳幼児が使う施設ということで中の方の職員で清掃でき

ない部分を分解洗浄を委託として業者にお願いしたいと思いますので、計上させてござい

ます。ページおめくりいただきまして 82 ページでございます。こちらの 13 の使用料及び

賃借料の部分でございますが、新たに AEDのリース料ということで 4万 5,000円を計上さ

せていただいてございます。AED でございますが買い上げしたものを配置しておりました

けれども、パッドのメンテナンスですとか、交換等がありますので、来年度からリースの方

に切り替えをさせていただきたいと思い、4 万 5,000 円を計上させていただいてございま
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す。18の負担金、補助金につきましては 41万 3,000円ということで昨年と同様の計上とな

ってございます。中段に参りまして 0377読育推進事業費でございます。新年度 116万 8,000

円を計上させていただいてございます。こちらですけれども、主なものとしましては、みの

わっ子絵本プレゼント図書の購入費としまして 7カ月、2歳児、卒園時に絵本を 1冊ずつプ

レゼントをしております。そちらの絵本購入のための消耗品費となってございます。続きま

して 02 目 保育園運営費のうち 0380 保育園運営費 8 億 259 万円を計上してございます。

こちら主なものとしましては保育園に勤務する非常勤職員の報酬としまして 2 億 5,704 万

8,000円を計上してございます。こちらも会計年度任用職員に来年度から切り替えになると

いうことでこちらの金額を計上してございます。あわせて 03の職員手当等のところでござ

いますが、07 に会計年度任用職員期末手当としまして 2,774 万 7,000 円を計上してござい

ます。その他 07の報償費の部分でございます。こちらですけどもみのわっ子チャレンジ事

業講師謝礼としまして 35万円を計上してございます。こちら英語遊びの方を毎月の講師派

遣を来年度はちょっと派遣をしないんですけれども、ぜひ外国人の方との交流遊びという

ことで取り組みをしたいということで、各園に 1回、2回くらいの講師派遣依頼ということ

で、報償費の方に謝礼ということであげさせていただいております。続きまして 10の需用

費の部分でございますけれども、消耗品費 746万 1,000円のうち給食食器更新等消耗品 245

万 7,000 円計上をさせていただいております。こちら新たに伊那の保健所の方から監査の

際に指導がございまして、果物それから生鮮生野菜等も SSVという消毒の溶液で洗浄する

ようにという指導がございましたので、こちらの溶液の購入費ということで若干必要とい

うことで増額をさせていただいております。その他 12の委託料の部分でございますが 557

万 1,000 円を計上させていただいてございます。こちらで下段の方になりますが保育支援

システム委託料といたしまして、今年度末までに iPad のタブレット、タブレット型パソコ

ンの方を各園に配置をするんですけれども、そちらの ICT 化の導入後の保守委託料という

ことで 178 万 5,000 円を計上してございます。また、その二つ下になりますが廃食用油回

収委託料でございます。こちら 18万円を新たに計上してございますが、ふれんどわーくの

方で BDF精製の方が終了になるということで、給食で出ます廃食用油の回収を業者の方に

委託をしまして回収していただくようにということで計上してございます。また保育室エ

アコン分解洗浄委託料、こちらも未満児室のエアコンが設置してから年数が経ちますので

職員の方で清掃できない部分について業者に委託をして洗浄を行うものでございます。お

めくりいただきまして 84ページ 13使用料及び賃借料 509 万 6,000円のうち一番下の部分

ですが保育園 AEDリース料でございます。こちらもメンテナンス、パッド交換も含めてリ

ースへの切り替えをさせていただきたいと思いますので、40 万 1,000 円を計上してござい

ます。17 の備品購入費につきましては保育園備品の他、給食用備品ということで給食用の

ワゴン2台を購入予定でございますので、24万2,000円ということで計上してございます。 

○三井保育園施設係長 引き続き予算に関する説明書の 84 ページをご覧ください。0381

保育園施設整備費ですが、予算額 1,137 万 9,000 円。こちらは保育園の施設整備に係わる
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予算でございます。主な支出につきましては主要事業の概要等調書の 20ページも記載して

ございますが、15 の 01 工事請負費 363 万 8,000 円を計上してあります。そのうち屋外遊

具整備事業といたしまして 300 万円の遊具の更新事業の工事費を計上いたしました。また

主要事業の概要等調書には記載してございませんが、10 の 6 修繕料といたしまして通常の

施設修繕料といたしまして 380 万円を計上してございます。こちらにつきましては例年計

上しているものでございます。その他の歳出につきましては、予算に関する説明書に記載し

てあるとおりでございます。引き続き予算に関する説明書の 85ページをご覧ください。04

児童福祉施設建設費、0395保育園建設費についてご説明いたします。予算額 13億 3,170万

6,000円、木下保育園建設事業に係わるものでございます。主な支出につきましては主要事

業の概要等調書の 20ページの中段にもありますが、12の 01委託料 1,636万 5,000円、こ

ちらは工事等監理業務、工事補助監督業務の委託料となってございます。続きまして、14の

01 工事請負費に 13 億 1,442 万 3,000 円を計上してございます。こちらは木下保育園建設

事業の建築工事、電気設備工事、機械設備工事、地中熱設備工事の工事請負費となってござ

います。その他の歳出につきましては予算に関する説明書に記載してあるとおりでござい

ます。 

○小林こども相談室担当係長 引き続きまして 0396子ども・子育て支援事業費についてご

説明をします。86ページをおめくりいただきまして 07報償費、ペアレントトレーニング講

師等謝礼というところでございますが、近年保護者支援が増えてございまして、専門家によ

る相談の機会を多くするために 39万 7,000円を計上してございます。その他につきまして

は予算に関する説明書のとおりでございます。続きまして 0397相談支援事業費でございま

す。こちらは若草園に通うお子さん、福祉サービスにおつなぎするお子さんについての計画

を立てる相談支援ということで、相談支援専門員が計画を立ててございますが、それに関す

る消耗品等のもので 11万 1,000円を計上してございます。 

○福島子育て支援担当係長 主要事業等の事業につきましては一番最後になります0398児

童発達支援事業費になります。こちらは三日町保育園の園庭脇に併設されています箕輪町

の子ども発達支援事業所若草園という発達特性及び障がいのあるお子さんへの養育支援、

保護者への育児相談支援を実施する施設の運営費となります。まず説明書に関しまして報

酬ですけれども、こちら 754 万 5,000 円ということで昨年度 644 万 3,000 円だったんです

が、今年令和 2 年度に関しましては医療的ケアの必要なお子さんが増えたということ、今

までは発達障がい、発達特性を持つお子さんが多かったんですが、最近今年の後半から医療

的ケアのお子さんが増えまして、ちょっと重度化傾向になってきております。それにつきま

して同時に例年ですとこの 3 月の年度末でお子さんが保育園の方に入園されて継続児が 4

月の時は大体 4 名から 5 名なんですが、今年は継続でそのまま 8 名残るというようなこと

があります。また同時に単独通園という形になりますので、それに伴いまして、保育士の方

を 1 名増やしたことによる報酬が増えております。02 から 04 に関しては人件費ですので

総務課の説明の方でさせていただきます。続きまして 07 報償費であります。69 万 4,000
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円、こちらは若草園に通うお子さんの言葉の相談、または心理、親御さんへの保護者支援、

心理相談、または前進を見ていただく理学療法士の相談ということで盛ってあります。昨年

度は言葉の相談に関しては中部小の言葉の教室の先生にお願いをしておりました。一昨年

度までやっていただいた方が辞めたということで中部小になりましたが、小学校の方がや

はり言葉の教室が新たに増えたということで次年度はやっていただくことが難しいという

お話がありまして、再び豊南短大の方にお願いをしまして、そちらにおいでになる言語聴覚

士さんに来ていただいてやるということで報償費が増えております。続いて 09交際費に関

しましては若草園等で怪我をしたお子さんへのお見舞金という形で盛ってあります。需用

費は消耗品 20万円、燃料費に関しては今年暖かったですけれども 8万 1,000円を盛らせて

もらってあります。役務費に関しましては室内遊具の点検手数料ということで、若草園室内

に梁に対しましてロープで揺れる遊具とかをつるしてあります。そちらの方のやはり点検

を定期的にしておくということでそちらの遊具点検手数料 2 万 6,000 円、あと保険料とし

て若草園は定員 10 名ですので 10 名分の園児損害の保険料ということで 7 万 5,000 円を盛

らせてもらってあります。12 の 01 委託料につきましてはこちらは施設定期の清掃委託料

ということで、若草園絨毯ではあります。毎日職員の方が掃除はしておりますが年に 2 回

絨毯清掃とあと天井扇がありますので天井扇の清掃等を含めまして行っております。そち

らの委託料であります。あと、機能訓練士委託料ということで、こちらは上伊那生協の理学

療法士をお願いしておりまして、こちらも盛ってあります。また、伊那中央病院、本年度か

らやっております伊那中央病院の言語聴覚士も年 4 回だけ来ていただくということで全部

で 16回分の委託料盛らしてもらってあります。あと負担金、補助金及び交付金につきまし

ては中南信地区の通園施設の研修会負担金ということで、昨年度までは 3,000 円が 2 回の

研修会でしたけれども、今年は年 1 回に変わりまして、1 回 5,000 円の負担金ということ

で、やるということで盛らしてもらってあります。 

○前島子育て支援係長 引き続きまして、歳入に係る部分につきましてご説明をさせてい

ただきます。予算に関する説明書の 15 ページをお開きください。第 14 款 分担金及び負

担金になります。中段の下になりますが、02項 負担金のうち 03 民生費負担金でござい

ます。1億 958万 1,000円を計上してございます。そちらのうち 02児童福祉費負担金でご

ざいます。こちら 1 億 843 万 5,000 円となってございます。主なものとしましては保育園

運営費負担金現年分、それから滞納繰越分、特別保育分となってございます。保育園運営費

の負担金につきましては、3歳未満の、未満児の保育料となってございます。それから滞納

繰り越し分は過年度分の滞納繰り越しの保育料の部分になってございます。保育運営費特

別保育につきましては、長時間保育ですとか、一時預かり等の保育料となってございます。

05 保育園広域入所負担金でございますが、他市町村のお子さんを箕輪町で預りしたときに

そちらの市町村から箕輪町に負担金として入る部分となってございます。06 病児病後児保

育利用負担金でございます。こちらは上伊那生協病院の敷地内にありますいちごハウス、こ

ちら辰野町、南箕輪、伊那市と共同で利用をしておりますけれども、箕輪の方で取りまとめ
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を行いまして、通年で委託料の方をお支払いしております。その後利用のお子さんの人数に

応じまして、各市町村から負担金ということで箕輪の方に負担金をお支払いいただくので、

そちらの方を計上してございます。おめくりいただきまして 16ページ、上段の下のあたり

になります 09 相談支援事業費負担金でございます。こちらも収入 11 万 1,000 円を計上し

てございます。その下 10の児童発達支援事業費負担金でございます。こちら 1,319万 3,000

円でございます。こちらは利用児童数に応じまして県の国保連合会から支払いのございま

す負担金となってございます。その下 12保育園副食費負担金でございます。こちらは保育

園を利用する 3 歳以上児のお子さんの給食費副食費分の負担金となってございます。続き

まして 20ページをお開きください。16款 国庫支出金でございます。02項 03目 民生

費国庫負担金、5 億 1,191 万 5,000 円のうち、02 保育園運営費負担金としまして 1,076 万

7,000円を計上してございます。こちらは歳出の方でご説明しました認定こども園等を利用

したお子さんに係る給付費につきまして国から 2分の 1、若干圧縮がかかる場合がございま

すが、2分の 1ということで計上をさせていただいてございます。その下 03児童手当費負

担金でございます。こちらも児童手当扶助費、お子さんを養育する世帯に支給するものでご

ざいますが国の負担として 3 分の 2 ということで、2 億 8,992 万 4,000 円を計上してござ

います。同じページの最下段になります 03 民生費国庫補助金 1 億 8,183 万 6,000 円のう

ち、02児童福祉費補助金でございます。11子ども・子育て支援事業補助金としまして 1,582

万 3,000円計上してございます。こちらは子ども・子育て支援センター事業の運営費、それ

から子ども子育て支援事業費、病児病後児保育ですとか、利用者支援事業に係る部分の経費

につきまして、国から基準額の 3 分の 1 が補助金として交付されるものでございます。そ

の下 12 子ども・子育て支援体制整備補助金でございます。こちら 30 万円計上してござい

ます。こちらは保育園保育士の研修等につきまして国から 2 分の 1 補助金が交付されるも

のでございます。14 子育てのための施設等利用給付費交付金でございます。こちらは幼稚

園等で行う預かり保育の部分につきまして施設給付がございますが、国の方から 2 分の 1

の交付があるものでございます。 

○三井保育園施設係長 15 二酸化炭素排出抑制対策事業補助金といたしまして 1 億 4,654

万 1,000 円を計上してございます。こちらにつきましては木下保育園建設事業の地中熱設

備工事の対象補助金になります。補助率につきましては工事価格の 3 分の 2 となってござ

います。 

○前島子育て支援係長 続きまして 23 ページをお開きください。第 17 款 県支出金のう

ち 01 項 03 目 民生費県負担金 1億 7,375万 3,000円のうち、02 保育園運営費負担金で

ございます。こちら国の国庫負担金でもご説明しましたが、認定こども園等の施設利用給付

に対しまして、県 4 分の 1 から負担金がございますので、538 万 3,000 円を計上してござ

います。その下 03児童手当費負担金でございます。こちらも 6,275万 8,000円計上してご

ざいます。こちらは県負担金 6分の 1となっております。おめくりいただきまして 24ペー

ジ下段になりますが 02 児童福祉費補助金でございます。1,741 万 3,000 円計上してござい
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ます。主なものとしまして 01子育て支援総合助成金、こちらは今年度は利用がありません

でしたが、産休代替保育士の報酬等経費につきまして 2 分の 1 県からの助成金がございま

す。20万 7,000円を計上してございます。23子ども・子育て支援事業補助金でございます。

子育て支援センター事業費、子ども・子育て支援事業費等の運営経費につきまして県から 3

分の 1、基準額の 3 分の 1 ということで 1,582 万 3,000 円を計上してございます。26 の多

子世帯保育料減免補助金ですが、保育園を利用されているお子さんで第 3 子以降のお子さ

んにつきまして 6,000円を上限に減免するため、県からの補助金が 69万 9,000円というこ

とで計上してございます。28 木質空間整備事業補助金でございます。県産材を利用した遊

具等、保育園に設置した場合の県からの補助金になります。こちらも 8 万 7,000 円計上し

てございます。29 子育てのための施設等利用給付交付金、こちらも預かり保育等につきま

して 59万 7,000円、県負担分 4分の 1ということで計上をしてございます。続きまして 32

ページをおめくりください。22 款 諸収入でございます。最下段になります 05 項 01 目 

雑入のうち 06節 保育園職員給食費負担金でございます。こちらは保育園職員給食負担金

ということで 918万計上をしてございます。次のページ 33ページでございます。同じく諸

収入のうち 09 雇用保険料本人負担分でございますが、中段のあたりになります 0372 子育

て支援センター事業費、保育園運営費、子ども・子育て支援事業費、児童発達支援事業費の

会計年度任用職員に係る雇用保険本人負担分ということでそれぞれ計上をしてございます。

続きまして 36ページおめくりいただきます。諸収入のうち雑入になります。36ページの上

段やや下になりますが、子育て支援センター事業費としまして、子育てイベント参加者の負

担金、それから土曜日の希望保育通園児のおやつ代、それから保育園太陽光発電電力販売代

ということで、沢保育園、東箕輪保育園の太陽光販売代ということで 68万円、その他園児

名札代、証明書発行手数料、若草園利用者給食代、保育実習生を受け入れた際の謝礼金、そ

れから費用負担能力認定調書作成委託料ということでそれぞれ計上をしてございます。 

○三井保育園施設係長 39 ページをご覧ください。23款 町債、01 項 町債、03目 民

生債、02保育園整備事業債、01保育園建設事業債に 10億 5,620万円を計上してあります。

こちらは 0395保育園建設費の木下保育園建設事業に係わるものでございます。続きまして

令和 2年度箕輪町予算書の 9ページをご覧ください。繰越明許費として 13億 3,078万 8,000

円を計上してあります。こちらは木下保育園建設事業に係わるものでございます。内訳とい

たしましては 12 の 01 委託料として 1,636 万 5,000 円、14 の 01 工事請負費として 13 億

1,442万 3,000円になっております。以上で令和 2年度箕輪町一般会計予算の子ども未来課

分の説明を終わります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 担当課からの説明が終わりました。質疑を行いま

す。質疑ありませんか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 説明書の 83ページのみのわっ子チャレンジ事業講師謝礼についてな

んですけれども、これ継続事業ですよね。外国人との触れ合う機会を取り入れた方がいいと

いうことで年 2 回程度そういう機会を設けるっていう説明があったかと思うんですけど、
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これ例年と何か違うんです。違う点がありましたらお尋ねいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 例年保育園の方で英語遊びに取り組んでおりました。そちらの英

語遊びにつきましては教育委員会の方から派遣していただいて保育園の方で実施をしてい

たんですけれども、今年度から保育園の方には派遣が、次年度はないということで独自で子

どもたちにそういった異文化に触れる機会を設けたいということで、保育園の方に新たに

計上をさせていただいております。従来のみのわっ子チャレンジ講師謝礼としましては、そ

の他の例えばリトミックやわらべ歌に講師として来ていただく方の謝礼ですとか、運動遊

びの講師の謝礼ということで計上させていただいておりましたが、そこに合わせて異文化

交流として来ていただく方の謝礼を載せさせていただいております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 予算書の 82 ページ AED のリース代、これ各園、全園で何台になるわ

けですかね。2台あるところもあるんですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 各保育園にはそれぞれ 1台ずつ用意してございます。2ページのも

のにつきまして支援センターに 1台、若草園にも 1台ということで全部で 10台、未来課の

関係では配置してございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 二つばかちょっとお願いしたいんですが、一つは 80ページの勉強不足

ですみませんが、お聞きしたいんですが、この 18のとこのやまほいくの利用軽減補助金っ

てのは、この軽減っていうのはどういう意味をするわけですか。っていうのともう一つ 84

ページのこの 0381 の保育園の施設の整備費のところに 59 万くらいの差額がついてるんで

すけど、この整備費のどの辺がどういうふうに減ったのかちょっと説明していただければ

と思います。この二つです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 やまほいく利用料軽減補助金につきましては、県の方で同じよう

にやまほいく利用料軽減補助金というものがまずございまして、箕輪でいうとはらぺこと

いう施設を使う方が利用料をはらぺこさんにお支払いするんですけれども、保育園を利用

するお子さんと同様に 2 万 5,700 円の上限としましてその 2 分の 1 を県の方で補助、町と

しましてそ 2 分の 1 を同じ控除ということで、合わせて 2 万 5,700 円目までは無償化とい

うことでご利用いただけるものになってございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。係長 

○三井保育園施設係長 松本委員さんの二つ目のご質問についてお答えいたします。0381

の昨年度に比べまして予算額が約 5,900 万円減額ということでございますけども、こちら

につきましては令和 1 年度につきましては、まず一つといたしまして保育園の空調設備の

設置工事といたしまして 3,000 万、あと三日町保育園の長寿命化工事ということで約そち
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らも 3,000 万近くの予算を盛ってございました。そちらの部分が今年度ありませんので約

5,900万円、6,000万近くの減となっております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。入杉委員 

○６番 入杉委員 83 ページのみのわっ子チャレンジの下のプール監視ボランティアって

ありますが、ちょっと内容をお話。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 こちらですけれども昨年度になりますか、厚生労働省の方から保

育園の安全に係る通達というのがございまして、水の事故を防ぐために保育園等でプール、

水を使ったプール等遊びをする場合は子どもたちを見る職員の他に専ら監視する者を一人

置くようにという通達がございました。担任と加配の保育士等複数で見るクラスはいいん

ですけれども、どうしても専ら監視に選任する者がいない園がありますので、社会福祉協議

会の方から有償ボランティアさんを紹介いただいて、足りない園には入っていただいてい

るものでございます。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありますか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 保育支援システムについてお聞きしたいんですけど、昨年度これ入れ

たのですよね。ごめんなさい、今年だ。すみません。新年度からいよいよ保守が始まるとい

うことで、この 83ページの下のところに保守委託料が盛り込んであるわけですね。178万

の結構な金額なんですけど、やっぱり今年度入れて動かしている中でやはり不都合という

か、そういうところが出てくるという恐れも見てこういう予算計上なのか。通常こんなにっ

ていうか、結構かかるもんだなと思うんですけど、ちょっとこの辺の状況をお願いしたいと

思いますけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 今年度本当にぎりぎりになってしまったんですけども、これから

本格的に導入をするところでございます。こちら全 8 保育園に担任保育士が 1 台ずつパソ

コンを使いまして、保育支援システムという専門のシステムがございます。コドモンという

全国 4,000 近い施設で使われている業者があるんですけど、そちらの利用料ということで

まず月額がかかってくる。それが 8 園分という形になっております。またセキュリティも

個人情報も取り扱う中でセキュリティも大事ということで保守ですね、セキュリティに関

しての部分もこちらに含まれておりますのでかなりの金額になってきております。以上に

なります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 わかりました。実際的に今年度、これから新年度で動かしていくという

のがやはり中心になってくるということですね。この辺 ICT 化を進めるというところで、

ICT 化という中で保育士への負担軽減を図っていくということで大事なとこだと思います

けれども、もう一点私お聞きしたいのは、子育てアプリの方の問題ですけれども、80 ペー

ジですね。ここの方にやはり子育て情報アプリの保守委託料も盛り込んでありますし、それ
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から子育て情報の発信イベント委託料ってのが入ってるんですが、先ほどの説明で子育て

アプリ更新した後ですね、それに係わるイベントなのか、ちょっとこの子育て情報発信イベ

ントをどんなことをいつ頃というか、どんなイベントを内容を検討されているのか、予定さ

れているのか、ちょっとこの辺についてお聞きしたいと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 まず子育て情報アプリにつきましては 29年度ですかね、導入させ

ていただきました子育てアプリ「みのむし」の方です。こちらは現在登録者数 810 人以上

を超えておりまして、出生したお子様の保護者にご案内している中で、登録者数は徐々に伸

びてきているかなというふうに考えております。また支援センターのイベント等々、「みの

むし」のアプリの方で発信をしているところでございます。その下の情報発信イベントです

けれども、こちらは 3年間ですかね、開催をしています「みのわこどもフェスタ」というイ

ベントがございます。こちらは町内の有志の方たちが実行委員を組んでいただいておりま

して、町の子育てをアピールするということで子どもたちが楽しい、嬉しいって感じられる

イベントをということで保護者の方たちが積極的にイベントを計画をしていただいていま

す。昨年度は秋に台風の時ですね、フェンシングの大会にあわせて実施をする予定だったん

ですけど、台風の明けた中ちょっと強行をさせていていただいたんですが、1,000 人近い 

参加者の方が来ていただきまして、大変好評をいただいたイベントとなっています。実行委

員の方たちもぜひ来年度も実施をしたいということで、同じ時期秋に開催できればという

ことで今計画を実行委員の方で計画をしていただいているところでございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 そうすると、この委託料の支払い先は実行委員会ということでよろし

いですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 そうですね。こどもフェスタ実行委員会というのが委託先になっ

てございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 それで最後にあれですが、みのむし 860 人登録者ですけれど、これは

出生の時ってさっき説明ありましたけど、移住してきた方とか、転入された方への案内とい

うか、そういうこともされているんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 お子さんがいる世帯につきましては必ず児童手当等の手続きがご

ざいますので、子ども未来課の窓口には回っていただくようになります。その際、転入され

た方には、町のいろんな子育て施策の載っている資料ですとか、ご案内とあわせてのこちら

のアプリの方も案内をさせていただいています。中には医療機関が検索できたりですとか、

施設の検索ができるということでチラシの方をお配りしております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありますか。松本委員 
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○８番 松本委員 24 ページの 02 の児童福祉補助金のところの 28 のところなんですが、

木質空間整備事業補助金っていうこの木質空間整備ってどういうものでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 こちらは長野県の森林税を活用した事業ということで、木質空間

整備事業の中の子どもの居場所づくりという項目がございまして、それで保育園ですとか、

児童館ですとか、そういった施設に県産材を利用した遊具ですとか、おもちゃを購入したり、

製作する際にその遊具の場合は 4 分の 3 の県からの補助金ということで受けられるものと

なってございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。なければ私の

方から一つお聞きしたいんですけれども、子育て支援センターの利用状況が「みのわ～れ」

のところも含めて増えてるのか、どんな状況なのか、っていうのをお伺いします。係長 

○前島子育て支援係長 令和元年度の「いろはぽけっと」の利用人数ですけど、2月末の時

点で 8,392、「みのわ～れ」の方が 8,296 となっております。年によって増減はあるんです

けれども、30年度「いろはぽけっと」は 3月末に 1万 1,530人ということで今年度は若干

減になる見込みでございます。「みのわ～れ」につきましては昨年度末で 8,768ということ

でこちらは利用が昨年度より増えるという見込みでおります。子育て支援センターに限ら

ず未満児で保育園に預けるお子さんが多くなっているということで、未就園の利用する対

象のお子さんが数は減ってきている状況であります。そういった中でも子育て支援センタ

ーの方でイベント等を企画をして新たに利用いただく方を増やしていければなというふう

に考えております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に皆さんの方からありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論に入

ります。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それは採決をいたします。議

案第 17号 令和 2年度箕輪町一般会計予算の子ども未来課に係わる部分について原案どお

り決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認め可決すべきものと決定いたし

ました。その旨本会議で報告させていただきます。これで子ども未来課に係わる分の審査は

終了いたしました。 

【子ども未来課 終了】 

⑤学校教育課  

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 引き続きまして学校教育課に係わる部分について

審査を行います。まず最初に議案第 1号 令和元年度箕輪町一般会計補正予算(第 6号)につ
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いての学校教育課に係る分について審査を行います。課の説明をお願いいたします。課長 

○深澤学校教育課長 ただいま委員長さんからありましたとおり議案第 1 号で学校教育課

に係る部分をお願いいたします。補正の方では主に GIGA スクール構想の関係での費用な

どが主なところでございます。詳細については、係長から説明をいたしますのでよろしくお

願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 では私から箕輪町一般会計補正予算(第 6 号)の学校教育課に係りま

す細部説明の方をさせていただきたいと思います。お手元の補正予算書の方をご用意くだ

さい。おめくりいただきまして、はじめに 6 ページになります。第 2 表 繰越明許費補正

の関係ですが、追加ということで 10款 教育費の関係繰越明許で補正させていただきまし

た。公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業の関係で 1 億 4,021 万 5,000 円の繰

越明許でございます。内容につきましては後ほどご説明の方させていただきます。続いて 1

枚おめくりいただきまして、8ページをご覧ください。続いて第 3表になりますが、地方債

の補正の関係ですけれども、変更という形にさせていただいております。学校教育施設等整

備事業債ですけれども、もともとの補正前の限度額は 190 万円ということでありましたけ

れども、これに対しまして補正後ということで 6,830 万円という形に補正させていただい

ております。これは内容ですけれども 6,640万円が追加という形になっておりますが、情報

通信ネットワークの環境施設整備事業の関係、いわゆる GIGA スクール構想の関係の地方

債の補正の方させていただいておりますのでお願いします。また詳細については後ほどご

説明させていただきます。ではすみません、何ページかおめくりいただきまして、ページで

言うと 16 ページをご覧いただきたいと思います。初めに歳入の関係ですけれども、16 款 

国庫支出金の関係です。2 項 10 目になりますが、教育費国庫補助金の関係です。補正額

ですけれども、6,707 万 1,000 円の増額補正ということでございます。内容ですけれども、

公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金の関係でございます。GIGA スクー

ル構想の関係での補助金という形になりまして、事業費に対しまして 2 分の 1 の補助とい

う形になります。事業内容はまたちょっとご説明の方後ほどさせていただきます。また何枚

かおめくりいただきますが、ページ番号で言いますと 23ページをご覧ください。23款にな

ります。町債の関係です。1 項 10 目になりますが教育債の関係で 6,640 万円の増額補正

という形でございます。内容ですけれども、先ほどの起債の増額と内容同じですが、学校教

育施設等整備事業債の借入という形になっております。これちょっと名目上はですね、学校

教育施設等整備事業債になっておりますが、国の方の補助裏になりますと補正予算債とい

う位置づけになります。GIGA スクール構想の事業に対する補助裏という形なりますけれ

ども、充当率 100％の交付税算入率 60％というような起債の内容でございます。また GIGA

スクール構想の関係はちょっと後ほどご説明いたします。以上が歳入の関係でございまし

た。続きまして歳出の関係でございます。また何枚かすみません、おめくりいただきまして

ページで言いますと 40 ページご覧ください。続きまして歳出ですけれども 10 款の教育費
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の関係でございます。初めに 1002の事務局費の関係でございますけれども、1億 4,021万

5,000円の増額ということでございます。15節 01細節の工事請負費でございますけれど

も、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事ということで 1 億 4,021 万 5,000 円

の増額ということでございます。皆さんもご存じかと思いますけれども、概要だったりの説

明と、あと今回の補正の内容についてちょっと簡単に説明させていただきます。国の方の事

業という形になりますけれども、経済協力開発機構 OECDですね、の加盟国の中で日本は

ですね、学校でのコンピューターの使用頻度だったり、またデジタル教材、機器を使った利

用状況といったものが特段低かったという状況を踏まえまして、国の方ではですね、タブレ

ットやパソコンといったものは、令和の時代においてはなくてはならない教材だというよ

うに判断されました。全学年の児童生徒一人一人にですね、パソコン環境を整備して、それ

を十分に活用できる環境を構築するということとして、国の施策として実施されるという

形になりました。GIGAスクール構想の実現という名前で、今回は公表されたわけですけれ

ども、この整備の関係のハードの面としての整備の中では主に大きなものとして二つ、一つ

目は校内通信ネットワークの整備ということで校内 LANの整備だったり、また電源キャビ

ネットということで保管だったり、充電だったりをする機器を整備するというところが大

きな一つ目です。二つ目ですけども児童生徒一人一人にですね、一人 1 台ずつの端末を整

備するということで、大きな今の二つがハード面での整備の方向でございます。国の方では

子どもたち一人一人にですね、個別最適された創造性を育む教育 ICT 環境といったものを

整備して、次世代の学校教育現場を整えたいという方向で動いております。いろいろとやる

ことというか、利用方法ということで国の方からも示されていますけども、例えば時間や距

離に制約されないといったような部分だったり、遠隔オンライン教育ですかね、あと個別最

適っていう、先ほどもちょっとご説明しましたけれども AIみたいな形を使いながらの効果

的な学びというもの、個々の子どもの学習状況に応じてそれぞれの子どもに対する個別最

適された授業の組み立て方、またプロジェクト型の学習だったり、児童生徒同士での問題解

決といったものに ICT 機器を使っていこうと、そういったような方向性が示されておりま

す。内閣官房だとか、文部科学省が学校教育なので主管課になりますが、所管になりますけ

ども、総務省だったり、経済産業省といった省庁も連携して学校の ICT 環境を整備してい

くと、そういった方向が示されております。今回国の方の補助金だったり、起債も借りまし

て、今回補正の方させていただいた内容になりますけれども、先ほどお話ししましたハード

のうちの一つになりますが、校内 LANの構築だったり、また電源のキャビネットといった

ものを整備したいということで補正させていただきたいと思います。具体的な内容ですけ

れども、町内の小中学校全校に対しですね、普通教室、特別教室また体育館の方にも考えて

おりますけども、Wi-Fiのアクセスポイントを設置しまして、ゆくゆくの一人 1台パソコン

が円滑に操作できたり、インターネットにつなげたり、ネットワークにつなげるといったこ

とができるような環境の整備、また非常に多くのパソコンが接続されることになりますの

で、それらに対します通信機器をですね、既存の機械から 1GIGAｂｐｓに対応した通信機
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器に取り換えるといったような工事、また一部の回線になりますが通信のために必要な配

線をですね、10GIGAｂｐｓに対応したものに取り換えるといったようなところ、またイン

ターネット回線にですね、接続するための接続機器の増強、また各教室の方へ電源キャビネ

ットを設置するといったことを今回想定しておりまして、補正予算ということで計上させ

ていただいております。先ほどもちょっとお話ししましたとおり、今回の補正予算は繰越明

許費という形で計上させていただきまして、来年度中、令和 2 年度中の施工ということを

想定しているというところでございます。以上が今回の公立学校情報通信ネットワーク環

境施設整備工事の概要でございました。次の項目に行かせていただきます。続きまして 1010

の小学校教育振興費の関係でございますが、174万 8,000円の増額補正でございます。内容

ですけれども、11節 01細節の消耗品の関係でございまして、教師用教科書、指導書等の

増という形にさせていただきました。小学校の教科書については今度の 4 月から新しい教

科書になってきますけれども、12 月の補正ではですね、先生方が使う指導書の補正の方さ

せていただきました。先生方はですね、指導書以外にも通常の教科書も当然使うわけで、そ

ちらの方の教科書の購入ということで増額補正させていただくものでございます。ここで

教科書の販売会社の方からですね、単価の方が出てきましたので、明確な金額が固まってき

ましたので、ここで補正の方させていただきます。続きまして 1047になります。中学校教

育振興費の関係でございますけれども、192万 4,000円の増額補正でございます。内容です

けれども、19節 02細節の補助金の関係ですが、部活動県大会以上出場補助金の増という

ことでございます。12月のときにも補正をさせていただきましたが 12月以降にですね、中

学の方で出場をしました県大会、また全国大会の方の出場補助金ということでございます。

続きまして 1071 になります。学童クラブ運営費の関係ですけれども、71 万 2,000 円の増

額補正です。内容ですけれども、23節 01細節になりますが、過年度国庫支出金返還金の

増ということにさせていただきました。こちらの方は学童クラブですけれども、国の補助金

をですね、いただきまして学童クラブ運営しています。平成 30年度のときのですね、子ど

も子育て支援交付金ということで運営に対します交付金を頂戴しておりますが、実績報告

に伴いましてですね、最終的に交付金の額が確定いたしました。年の初めにですね、交付金

の交付申請ということで行いまして、そこで一旦交付を受けておりますが、最終的に実績を

報告しまして内容としては還付が発生して来たということですので、ここで 71万 2,000円

の還付のための補正予算をさせていただきたいというふうに思います。以上学校教育課に

係わります補正予算の内容について説明をさせていただきました。よろしくお願いいたし

ます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 今の担当課の方から説明がありました。それでは

質疑を行います。質疑ありませんか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 GIGA スクール構造についてお尋ねしたいんですけれども、45 ペー

ジの 1 億 4,000 万円にもわたる事業費で、このうちパソコン購入に係る経費ってのは大体

幾らぐらいになるのかというのをわかりますでしょうか。 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 今すみません、補正の方でも話をさせていただきましたが、パソコン

の購入に関する部分については、まだ今回国の方の補助金の対象になっていませんで、まだ

そちらについては今度補助金の方の方向性が示されるということなので、今回はあくまで

ネットワークだったり、充電保管庫の補正の内容となっております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 すみません、私ちょっとだいぶ勘違いしていたみたいで、パソコンの

購入はそうすると費用はまた別途予算が組まれてくるということ。新年度に載ってたんだ

っけ。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 今回は補正しておりませんが、国の方のロードマップの中ではです

ね、令和 2年までに小学校 5、6年生、中学１年生に配置の方をしたいということで、ロー

ドマップが示されています。要綱のようなものだったり、説明的な区分は国の方から順次示

されていますけれども、まだそちらの方のですね、最終的な交付がどうなるかっていうとこ

ろまでは、まだ具体的になっていないというところですので、最終的には国の方から直接販

売会社の方に補助金が出るといったような構想もありましたけれども、どうも流れでいく

と市町村の方で費用を出していくために歳入歳出の予算を別途補正をしなければならなく

なりそうだというようなところまでは聞いています。ですので導入がですね、どのタイミン

グで図られるかわかりませんけども、例えば 6月補正だとか、9月補正だとか、そういった

タイミングで、また端末、パソコンの購入についての補正はまたあげさせていただくような

流れになるかと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。なければちょ

っと二つくらい、ちょっとお聞きしたいんですけども、先日の一般質問で入杉議員の一般質

問の中で、この GIGA スクール構想だとか、プログラミングの教育ってのがあって、その

中で町独自の ICT 推進計画に沿ってやると言う答弁だったんですけれども、その町独自の

部分ってのはどこら辺ということですか。係長 

○井上教育総務係長 今回のですね、補助を国から交付していただくための条件にはです

ね、各市町村でそういった整備計画だったり、事業計画であったり、また先生方へのフォロ

ーアップの計画といったものを策定されているというとこが条件になっています。国の方

からですね、形式的なテンプレートのようなものはちょっと示されていますけれども、それ

に対して町の計画という形にするためにですね、教育委員会の定例会等で諮って行ってい

きたいと思いますけれども、そこでちょっと諮っていきたい計画としてはですね、そこまで

より具体的に先生方の意見を聞いた形での計画という形にはちょっとまだなっていません

で、まずは整備するための計画という形になっています。最終的には先生方にですね、今回

配備していくパソコンを活用して授業を行っていっていただかなければいけないというと

ころもありますので、どういった形で計画していくかというところについては、またちょっ
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と今回は非常に期間が短かったもので計画の中まで練り込めていないという状況です。で

すので先生方で構成しています ICT 推進委員会とか、そういう委員会もありますので、そ

ういったところに諮りながら、ではどういうふうに活用していくのかといったようなとこ

ろとかをもうちょっと精査をしながら、計画にさらに盛り込んでいきたいかなというふう

に思っておりますので、今の段階ではですね、こんなに立派な計画ができましたっていうほ

どのちょっと計画にもまだなっていないということなので、そういった形で進めていきた

いかなというふうに考えています。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 もう一つですけど、直接これとは関係ないんです

けれども、町の、ってか教育委員会のホームページって今運用してます。係長 

○井上教育総務係長 ホームページ自体については今年度の始めくらいからですね、今公

表できなくなっております。それがいろいろと理由がありまして、ちょっと細かいとこは説

明しませんけれども、今回また当初予算の方にもちょっと説明させていただいております

けれども、ホームページによる情報の公開というところが非常に大事かなというふうに思

っております。今、公表できるためのコンテンツマネジメントシステムというんですけど、

CMSという、要はホームページの仕組みとか、細かいこういい技術的なところを知らない

でも、公開する、情報を常に更新していくための基盤は一応できていますが、まだちょっと

公表できるっていう状況にはちょっと至っていなくて、中のコンテンツ的な部分になりま

すが、公表しなければいけないという状況は承知しておりますが、ちょっと今はそういう状

況ですというご報告です。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 出来るだけ早い機会に運用できるようにしていた

だきたいと思います。他にはありませんか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 GIGA スクール構想についてはね、今冒頭説明あったように OECD の

関係かな、あそこは PISA とかね、いろいろある中で急遽取り組むようなことになったん

で、大変かと思いますけれども、まず最初に環境整備の方をやると、特にネットワーク環境

の整備の方をやるということのようです。それで今までちょっと質問とうか、今のやりとり

があったんですけれども、やはり箕輪町としての今までの ICT 教育の蓄積があって、その

上さらにこれから根の方のGIGA構想に乗っていくということでやはりちょっと町民にね、

私も、今ざーっとそういうことかなという感じは受けましたけれども、それからロードマッ

プが後でまた国の方から、詳細な形で示さるみたいな話ありましたけれど、箕輪町のロード

マップというかですね、そして箕輪町の何かやっぱり作業も大変だし、その ICT 推進委員

会が機能してるということもあるので、やはり全体の構想図というかね、確か新年度予算の

方でもその GIGA スクール構想的なチャートみたいなものは示されましたけどね、やはり

箕輪町としてのいわゆる GIGA 構想、ICT 推進のいわゆるチャートみたいなものをね、や

っぱり作ってく必要あるんじゃないかな。ちょっと作業も、実際にとにかくどう入れていく

かっていうところでね、大変な状況もある中でそういうやっぱり町民の皆さんがわかるよ

うなチャートをやはり作っていくことをお願いしたいなというふうに思うんですよね。そ
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れであとは実際的にはこれから一人 1 台パソコンって相当な金額になるんで、いわゆるパ

ソコンメーカーというか、そういう機器メーカーの方がいろいろ協力してとか言いますけ

ど、ここでまたいわゆるこのコロナの状況でね、部品の調達の問題とか、いろいろこれから

ね、ちょっと国もかなり急いでる、一方ではそういうちょっといろんな条件の悪いところも

ね、出てきてますので、そういう中で踏まえながらチャートみたいなものをつくるというよ

うなことをお願いしたいというか、どうでしょうかということなんですけど。この辺ちょっ

と簡単に今の時点でね、細かいところまでちょっとあれだと思うけど、ちょっとそんなとこ

ろについてどんなお考えか、示していただけばと思うんですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○深澤学校教育課長 先ほど係長からも説明がありましたけれども、今回一人 1 台パソコ

ンを導入していくにあたって、まず基本的な計画をそれぞれの市町村で立てるということ

も前提条件になっております。その計画を今立てまして、まだより詳細なものではないんで

すけれども、何年度にどのぐらいの頻度で利用していくかとか、来年度にどの学年に配備し

ていくかとか、そういった具体的なものを今お示しできるように計画を策定をしている途

中でございますので、またこれが整ってまいりましたときにはホームページにも公表しろ

というような指導もあったりしますので、町民の方にもお知らせ、何らかの形でお知らせで

きるように進めていきたいというふうには考えております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 箕輪町の子育て、教育の魅力づくりにも、一つね、柱になることでもあ

るのでよろしくお願いしたいと思いますけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありますか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 この度のコロナウイルスの感染症の対応についてですけど、この ICT

のことに関連するもんですからお聞きするんですけど、宿題をね、宿題といいますか、この

お家でパソコンのあるお家は宿題になっている e-ラーニング何か配信して家でも勉強でき

るようにあるとかっていうことでちょっと新聞に載ってたんですけど、子どもがちゃんと

宿題やれる環境があるなっていうことと、それからパソコンがない環境のお家、そのところ

のいくらでもプリントはできるよっていうふうには言ったんですけど、学校が休みならそ

のプリントも持って帰れないしってことで、そのところがこう間に合っているのかどうか。

その新聞に載ってたので余計聞きたいんですけれども、そういう配信がされました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 多分今お話をいただいたのは中学校なんだろうなと思いますけれど

も、中学校ではですね、今各小学校にも今整備途中ですけれども、クラウド側にですね、イ

ンターネット側にそういったドリル的なものが領域として確保してありまして、通常学校

の授業のときには学校のパソコンからそこのインターネット上にあるクラウドの方に接続

をしてドリルをすると、そういったような仕組みがあります。今回突然の臨時休業というと

ころもありましたので、3学期でしたので一通りの授業としての部分は概ね終わっていたと



R２年３月定例会 福祉産業常任委員会審査 

 

- 90 - 

 

いうところもあるんですけれども、いきなりここで休業になってしまったというところも

ありまして、学校の方としてもそのクラウド側にあるということはお家の方にパソコンの

環境があれば、インターネットに繋がる環境があれば、そこのドリルを続きで例えばね、す

ることができるよというような状況もあるというところもありまして、そういう形での公

表をさせていただきました。ちょっとどのくらい活用しているかというところまではちょ

っとわかりませんけれども、今回休業に伴いまして、いろんな業者さんだったりですかね、

企業もそうですし、いろんなところから時間的な使い方についての色々と提案があって、県

教委の方からもインターネット回線を使ってこういうことが今例えばできますよっていっ

た情報もありまして、そういったところも学校を通じて保護者の皆さん、児童生徒さんの方

に下ろしているというところです。それが家の方にインターネットの環境があるかどうか

っていうところにちょっと左右されてしまうので、すべてのご家庭にそういった環境が整

っているかというと、そうでもないかなというところもあります。比較的今はそうは言って

も例えばスマートフォンみたいな物は一通り全部あるでしょうし、そのスマートフォンか

らそのクラウドに接続できるか、ちょっとすみません、私承知してなくていけないですけれ

ども、そういった環境も含めたり、ここでその一人 1台パソコンを配布する中で、基本は学

校の中で使うというものがベースでしょうけれども、それをお家に持ち帰って使うという

ことも一つの可能性としてはあるかなと思っていますので、そういった部分も、ちょっと先

ほど課長も言いましたけども、計画の中にどううたっていくかってところもあるのかなと

いうふうに思っております。今回のそのコロナについての対応としては、そういう形での範

囲でしかちょっとできなかったかなというところですかね。説明としては以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありますか。 

 （「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 無ければこれで質疑を終了いたします。討論に移

ります。討論ありますか。 

 （「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決をいたします。

議案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計補正予算(第 6 号)を原案どおりに決定することに

ご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め可決すべきものと決定いたします。

本会議でその旨報告いたします。それでは次に、議案第 17号 令和 2年度箕輪町一版会計

予算の学校教育課に係わる部分について審査をいたします。担当課の説明をお願いいたし

ます。課長 

○深澤学校教育課長 それでは議案第 17号の学校教育課に係わる部分について説明をさせ

ていただきます。この新年度予算の中では校務支援システムの導入であるとか、既設トイレ

の洋式化などが新しい事業として盛り込まれておりますので、よろしくお願いしたいと思
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います。それでは係長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 私の方から細部説明の方させていただきたいと思います。お手元に

あります予算に関する説明書ご覧いただきたいかと思います。初めにですけれどもページ

でいいますと 16 ページになります。初めに歳入の関係になりますけれども、14 款のです

ね、02項 03目になりますが、民生費負担金の関係になります。ちょっとこれ節書いてあ

りませんが、02 節になりますが児童福祉費負担金の関係でございます。内容ですけども 7

細節ですね、学童クラブ運営費負担金現年度分で 1,100万円、8細節 学童クラブ運営費負

担金滞納繰越分ということでそれぞれ学童クラブの運営費に対します利用者の皆様からの

頂戴している利用料という形になりますが、前年とほぼ同額ということになっております。

おめくりいただきますが続いて 21ページをご覧ください。続いて 16款になります。02項

の 10 目になりますね。教育費国庫補助金の関係になりますが 02 節になります小学校費の

補助金でございます。02 細節 特別支援教育就学奨励費補助金と 03 細節 理科教育等設

備整備費補助金の関係の二つの項目になりますが、合計しますと 229 万 4,000 円です。そ

れぞれ特別支援教育就学奨励費については特別支援の皆様の奨励費ということで支給して

いる部分の 2 分の 1 の国からの補助、理科教育等設備整備費補助金の関係は後ほど歳出の

方もご説明しますが、理科振興備品の購入に対します国の補助金 2 分の 1 ということにな

っております。続きまして 22ページになります。03節になりますけれども、三つ項目がご

ざいます。特別支援教育就学奨励費補助金と理科教育等設備整備費補助金、あと部活等指導

員任用事業補助金でございます。特別支援教育就学奨励費補助金は先ほどの通り、今度中学

校に係わる分です。理科教育等設備整備費補助金も同じく、中学校に係る分ということで、

それぞれ歳出に対します 2 分の 1 の補助ということです。部活動指導員任用事業補助金に

ついては、今回新たに発生してきた歳入の関係でありますけれども、部活の任用に対します

国及び県の補助金ということで、来年度、令和 2年から町の方でもその補助金を活用して、

部活動指導員を任用していくという方向とさせていただきたいということで、22 万 4,000

円の計上をさせていただきました。国と県と町がそれぞれ 3 分の 1 ずつですね、の交付と

いう形になるので、国 3分の 1、県 3分の 1、町が 3分の 1という形での歳出になっており

ます。04 節になりますが子ども・子育て支援事業補助金ということで、学童クラブの運営

に対しまして 3 分の 1 の国からの補助ということになりますが、245 万 8,000 円の歳入で

ございます。続きまして 26 ページをご覧ください。17 款になりますが 2 項 10 目でござ

います。教育費県補助金の関係ですが、03節 03歳出は部活動指導員任用事業補助金の県

補助金分、3分の 1、04節は子ども・子育て支援事業補助金の関係、これも学童クラブの運

営費に対します県補助金 3 分の 1 ということでございます。1 枚おめくりいただきまして

28 ページをご覧ください。18 款になります。財産収入の関係です。1 項 1 目 財産貸付

収入ですけれども、01節 03細節 教職員住宅貸付事業ということで 120万円の収入を見

込んでおります。メゾンみんなのわ、教職員住宅ありまして、こちらの方に先生方入ってい
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ただいている家賃収入ということです。2目になります。利子及び配当金の関係ですけれど

も、学校教育課に係ります部分三つ項目がございます。13 細節 米山教育振興基金運用収

入、14細節 やまと教育振興基金運用収入、18細節 大下宇陀児教育基金運用収入の三つ

につきましては、基金の運用、利子に対します収入ということであります。それぞれ基金へ

の積み立て、また大下宇陀児教育基金につきましては、小学校の教育振興費の図書購入の方

に充てている状況でございます。次のページ 29ページになります。19款の寄附金の関係で

す。1 項 10 目の教育費寄附金の関係ですけれども、予定の方はございませんが項目とし

て残しておくということで 1,000 円の予算の計上をしております。おめくりといただきま

して 30ページをご覧ください。20款 繰入金の関係になります。2項になりますけども 2

項の一番下にあります。米山教育振興基金の繰入金が廃目という形になっております。前年

度につきましては 75万の歳入がありましたけども、今回ゼロということですが、こちらの

方一般質問の方でもご質問等いただきまして、回答の方させていただいておりますけども、

海外研修をですね、令和 2 年実施しないという形にいたしました。こちらの方の米山教育

振興基金の繰り入れで海外研修の研修費っていうか補助金を交付していましたので、実施

しないということで歳入の方は廃目という形になっております。1枚おめくりいただきます

が 33ページになります。22款になります。諸収入の関係ですけれども、5項 1目の雑入

の関係ですが、09 節の関係、雇用保険本人負担分ですけれども、学校教育課に係ります部

分については事務局費、小学校管理費、小学校給食費、中学校管理費、中学校給食費の 5項

目がありまして、そちらの方の雇用保険のですね、本人負担分の歳入が見込んでおります。

34 ページ、1枚おめくりいただいて 34ページをご覧ください。続きますが 20 節になりま

す。雑入の関係ですけれども、07 細節ですが公衆電話の使用料の関係、中学校に設置して

おります公衆電話の使用料。37 ページに飛びますけれども、下から四つ目の項目になりま

すが小中学校太陽光発電電力販売料ということで、こちらは太陽光発電のパネルを設置し

ておりますが、そちらの売電分、下から 3番目になりますが、教職員住宅共益費の負担金と

いうことで電話回線のですね、機器を設置している関係の電気料の立替分という形での収

入を見込んでおります。おめくりいただきまして 39ページをご覧ください。23款になりま

すが、町債の関係です。1項 10目になりますが、教育債の関係です。学校教育施設等整備

事業債ということで 3,860万ですね、予算を方計上しておりますが、こちらについては名目

上は学校教育設備等整備事業債になっておりますが、トイレ改修に伴います緊急防災減災

事業債としての借入をこの費目の中へ収入するという形にしておりまして、3,860万円の歳

入です。事業費に対する 100％充当の 70％の交付算入という起債になっておりまして、今

回この起債を借りての事業という予定でございます。以上が歳入の関係のご説明でござい

ました。続きまして歳出に移りたいと思います。初めにですね、54ページをご覧ください。

2 款の総務費の関係ですけれども、0232 の財産管理費の関係です。12 節の 01 細節の委託

料でございますけれども、こちらの上から 4番目にありますが中学校建物管理業務委託料、

これにつきましては学校教育課の所管になっております。中学校の建物のですね、戸締り、
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また巡視というものをシルバー人材センターさんに委託の方をしておりまして、そちらの

方の支出でございます。ではちょっと大分飛びますがページで言いますと 132 ページをご

覧ください。10款になります。教育費の関係でございます。1001の教育委員会費の関係で

ございますが、この事業コードにつきましては教育委員さんのですね、報酬だったり、教育

長の給与ですね、あと教育委員会の委員さんたちの研修視察、そういったような内容のもの

を計上してるものでございます。内容につきましてはちょっとご覧のとおりですけれども、

全体での増減の方はございませんので、細かい説明は省略させていただきます。続きまして

1002 の事務局費の関係です。こちらの事業コードにつきましては小中学校全体に係ります

支出だったり、また教育委員会の事務局の方のですね、経費の関係を項目の中で管理してお

ります。初めにですね、1 節 03細節だったり、1 節、2 節、3 節、4 節あたりまでちょっ

と関連しますけれども、今回会計年度任用職員制度が今度の 4 月から始まってきまして、

これどこの部署についてもちょっと共通していますけれども、ここの構成の方が変わって

おります。会計年度任用職員という名称になっていたりだとか、手当の中にですね、会計年

度任用職員の期末手当といったものが計上されていたりだとか、これは他の事務事業の関

係もみんなそうだと思いますけれども、そういった内容の変更がございまして、増減といっ

たものが発生してきておりますので、よろしくお願いいたします。以降の人件費関係につい

ても同じことが言えますので、ちょっとここでの説明という形にさせていただきます。初め

に 1節の 03細節 非常勤職員報酬の関係ですけれども、こちらの中では学校教育指導主事

だったり、事務員だったり、また特別支援教育支援員であったり、庁務員というような報酬

の支払いの方を計上しているというところでございます。1枚おめくりいただきまして 134

ページをご覧ください。12 節になります。12 節 01 細節になりますけれども委託料の関

係でございます。委託料の一番下にありますけども、学校ホームページ環境構築業務委託料

ということで 93万 5,000円の方を計上させていただきました。現在ですね、議員の皆様も

ご存じかもしれないですけども、小学校のホームページといったことで、町内の小学校 5校

全部ホームページの方は開設の方がされておりますが、現状としてはですね、なかなか更新

がされていないというところがございます。一番更新されているのが西小学校ですけども、

西小学校以外の学校がですね、ちょっと仕組みの問題でなかなか更新がされないと、そうい

った状況がございます。ホームページを通じまして情報の発信といったものは非常に大事

かなというところを考えております。地域とのつながりというところもありまして、例えば

コミュニティスクールだというような観点もありますし、今回のコロナウイルスの関係も

ありまして、例えば学校から保護者の皆さんに情報発信をしたいといったときにも、今メー

ルを使ってというところに頼らざるを得ないという状況もございます。学校側の方からは

ですね、特別なそういったホームページの更新の知識といったものがいらなくても更新で

きるような仕組みであればというような辺りの話もあったりしましてですね、先ほど委員

長さんの方からもお話ありましたが、CMSというコンデンツマネージメントシステムとい

う、そういったホームページの特段知識がなくても、更新できるような形で環境をつくりま
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して、学校のホームページからその学校の特色ある情報を発信できるといったような仕組

みをここで構築したいということで新規で計上の方させていただきました。では続きます。

18節の 01細節の負担金の関係でございます。ちょっと冒頭にですね、課長の方からも話あ

りましたが、01負担金一番下にあります校務支援システム事業負担金ということで 285万

6,000円を計上いたしました。現在先生方のですね、環境の中で非常に労働環境としては厳

しいという状況が今全国的にも言われている中で働き方改革ということが言われておりま

す。それが働き方改革の一環ということでですね、県の方でこの校務支援システムの環境の

方を整備いたしました。内容としては、例えば指導要録みたいなものの帳票作成だったり、

また通知票等のですね、作成、成績管理といったものから保健のですね、児童生徒の保健の

情報といったようなものの管理まで、いろんな学校校務に関わるあらゆる機能を持たせて

あるというような仕組みの構築の方がされたわけですが、県の教育委員会の方で一括調達

しまして、そちらの方負担金という形で県にお支払いする中で、町の方としても、このシス

テムの方を使っていて、働き方改革の一助となるようにということで新規の方で計上させ

ていただいております。続きます。次のページになりますが 1003の教職員住宅管理費の関

係でございます。こちらについては教職員住宅の維持管理に係る経費ということでござい

ますけれども、ご覧のとおり前年度と金額変わりませんで、増減の方はございません。続き

まして 1005の小学校管理費の関係でございます。こちらの事業につきましては小学校施設

の維持管理だとか、運営のための消耗品、備品といったものの歳出を見込んでいるものでご

ざいます。先ほどもご説明しましたけども会計年度任用職員への移行に伴いまして、人件費

関係はちょっと大きく動いておりますが、歳出になっています非常勤さんについては日本

語指導員さんだとか、学校の事務の先生だとか、あと司書の先生といった皆さんの報酬がこ

こから支払っております。次のページになります。136ページですね。12節の 01細節の委

託料の関係になりますが、項目で言いますと下から 3 番目になります。特殊建築物定期調

査業務委託料ということで、こちら新設の方させていただいております。92 万 5,000 円と

いうことですけれども、学校につきましてはですね、法に基づきまして特殊建築物という扱

いになっておりまして、この建築物については法定点検を 3 年に 1 回点検をして、建物の

劣化状況というところもそうですし、防火設備的な観点とかですね、そういった部分での点

検をするようにということで法定で決まっておりますので、その点検手数料を今回新規で

計上させていただきました。続きまして 14節の 01細節 工事請負費の関係でございます。

金額でいいますと 3,649 万 1,000 円計上をしております。主な内容になりますけども、中

部小学校の非常階段の塗装をしたり、また東小学校のですね、管理棟の屋根がちょっと一部

剥がれているというところがありますので、こちらの方の修繕、また西小学校の体育館の周

りのアスファルトの補修といったようなものを見込んでおります。またこの中にはですね、

歳入の方でもご説明の方させていただきましたが、トイレの洋式化、また多目的トイレの設

置をこの工事費の方で見込んでおりまして、合計いたしまして 3,649 万 1,000 円というこ

とで予算の方計上させていただきました。続きまして 137ページ、次のページですね。1010
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の小学校教育振興費の関係でございます。こちらの事業につきましては、学校の授業実施に

伴います経費だったり、また学力向上といった部分に関係します経費をこちらの方から支

出しております。初めに 10節 01細節になりますが消耗品費の関係でございます。こちら

の方にはですね、児童図書購入費といったものや理科教育設備整備事業の消耗品だったり、

教育振興消耗品ということで計上の方しておりますが、こちらの方につきましては例年と

同額という形で計上させていただいております。続きまして 13 節 01 細節の使用料及び

賃借料の関係でございますが、下から 2番目になります。タブレット PC リース料というこ

とで 837 万 2,000 円ということで予算を計上させていただきました。前年度に比べまして

330万円ほどのちょっと増額という形になっておりますが、今年度末になります 12月の補

正の方でお認めいただきまして、南小、東小にですね、タブレットパソコンの方を導入の方

をいたしまして、そちらの方のリース料が 1 年間分丸々かかってくるというところもあり

まして大きく増額という形になっております。一番下になります 19 節 01 細節の扶助費

の関係でございますけれども、準要保護児童就学援助費の関係で 801 万 2,000 円の歳出を

計上させていただきました。例年準要保護のご家庭にですね、就学援助費ということで交付

の方しておりますが、こちらの方につきまして、新たな項目の方追加をいたしました。今ま

での項目に対しましてさらに PTA会費の分について支給するという形にさせていただきま

して、1 児童に対しまして年間 3,000 円という形になりますが、支給させていただきます。

合計しますと年間でいいますと 50万円弱くらいの増額という形になっております。おめく

りいただきまして 138ページをご覧ください。続いて 1015になりますが小学校給食費の関

係でございます。こちらの事業ですけれども、小学校の給食調理にですね、かかる経費とい

うことで計上させていただいております。内容ですけども、まず非常勤の関係としては給食

調理員さんだとか、栄養士さんたちの報酬をここから支払いの方させていただいておりま

す。12 節になります。12 節の 01 細節になりますけども、委託料の関係でございます。一

番上ですが、小学校給食調理業務委託料ということで現在小学校のですね、中部小学校、北

小学校で給食調理業務委託を民間委託の方をしておりますが、こちらについて今年度ので

すね、10 月に消費税の改定がありまして 2％ほど増額になったんですけれども、来年等に

ついては 10％の税率という形になりますので、その分分母が大きいというところもあって

増額という形になっております。一番下の項目になります。献立作成管理システム導入業務

委託ということで 24万 8,000円を計上させていただきました。こちら新規という形になっ

ておりますけれども、栄養士さんの方でですね、献立を作成するときに使うシステムがかな

り古くなってしまっているというようなご要望がありまして、またアレルギーにですね、対

応したような形での献立作成をするためのシステムというものが現在機能としてあるもの

があるということで、こちらの方を導入しまして、栄養士さんの業務の効率化というところ

と、あとアレルギー対応ということで、目的としまして、新規で導入させていただくという

ことで計上いたしました。次のページになります。139 ページです。1045 の中学校管理費

の関係でございますけれども、こちらの事業につきましては中学校施設の維持管理だとか、
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また運営に係ります消耗品、備品といったものを購入しております。会計年度任用職員化に

伴いまして人件費がまた同じ様に変わっておりますけれども、こちらの方からは中学校の

事務の事務員だとか、補助教員、また司書の先生のお給料の方を支払っているというところ

です。おめくりいただきまして 140ページをご覧ください。12節 01細節になりますが一

番下の段になります。特殊建築物定期検査業務委託料、こちらについては先ほどの小学校管

理費のときでもご説明の方しましたけれども、3 年に 1 遍の法定点検ということで 32 万

1,000 円を計上させていただきました。14 節の 01 細節の工事請負費の関係ですけれども、

1,113万 9,000円の予算を計上させていただきました。こちらについてはですね、通常の工

事としては敷地内の舗装を 1 カ所やりたいということで予算計上した部分と、あとは中学

校についてはグランドの付近に屋外トイレがほしいといったようなご要望の方をいただい

ておりまして、PTA だったり、教職員の皆さんからご要望いただいておりまして、緊急防

災減災事業債のある来年度、令和 2 年度中に防災という観点でも使える屋外トイレを設置

するということで、予算の方計上しております。そういった内容での工事請負費という形に

なっております。続きまして 1047の中学校教育振興費の関係です。こちらについては中学

での授業の実施に係ります部分、また学力向上に関する経費ということで計上しておりま

す。07節の 01細節 報償金及び賞賜金ですかね、の一番下になりますね、ちょっと次のペ

ージに掛かります 141 ページの上から 2 番目になりますけども、部活動指導員任用謝礼と

いうことで 67万 2,000円の歳出を見込んでおります。こちらがですね、部活動の指導員を

外部人材を活用することによって、教職員の負担をちょっと軽減していきましょうという

ような、国だったり、県だったりの施策がございます。こちらの方の補助金というものを活

用する中で当町におきましても、外部人材を活用するということを来年度していきたいと

いうことでの予算の計上です。国、県、町がですね、それぞれ 3分の 1ずつのお金を出し合

っての任用という形になるんですけども、現在考えていますのがお二人の方を考えており

ます。時給でいいますと 1,600円、これ国の方から基準が示されていますが、1,600円の 2

時間を週 3回、部活の指導に当たっていただくということで、年間でいいますと 35週間と

いうことで計算すると 67万 2,000円の歳出という形になります。続きまして 13節の 01細

節の使用料及び賃借料の関係でございます。上から 6番目になりますが、タブレット PCの

リース料ということですが、あとあわせて下から 2番目ですね、パソコン教室 PCリース料

についてですが、こちらについては昨年度にはですね、リースが発生しておらず、今年度中

ですね、令和元年度中に新たにリースすることになりましたので、来年度については、丸々

増という形になっているかと思います。一番下になります大型提示装置リース料というと

ころで 168 万円を計上させていただいております。こちらについてはですね、令和元年度

にも大型提示装置を導入の方を中学 3 年生の教室に対して実施の方行いました。令和元年

度、今年度は委託料の中でですね、設置の方をしたというところでありますけども、委託料

でですね、単年度で支出すると非常に大きな額を支出していくことになるというところも

鑑みましてですね、来年度につきましては 1 年生と 2 年生の普通教室 7 クラス掛ける 2 学
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年なので 14 教室と理科室は 4 室ありますけども、その 4 室の合計 18 の部屋にですね、大

型提示装置の方を導入していきたいというふうに考えております。単年だけで見ますと非

常に大きな経費がかかるというところですので、5年間のリースということで導入をしてい

きたいということで、新規で計上の方させていただきました。これで中学校にはすべてのク

ラスに大型提示装置が入るようになるという解釈でございます。19節 01細節の扶助費の

関係ですが、準要保護生徒就学援助費の関係ですけれども、小学校の方の就学援助費の方で

もご説明の方しましたけれども、新たに扶助の対象になる、援助の対象になる項目を増やし

ました。中学校につきましては PTA会費と生徒会費について新たに支給します。PTA会費

は年間 1,500 円、生徒会費については年間 1,200 円の実額ですけれども、支給することに

なりまして、年間の合計で行きますと 25万円弱くらいの増になるかなあということで、計

上の方させていただきました。1枚おめくりいただきまして 1049中学校給食費をご覧くだ

さい。こちらの事業ですけども、中学校の給食調理に係る経費でございます。内容はご覧の

とおりですけども、これにつきましては大きく変わっておりません。先ほどの会計年度任用

職員のあたりの支出のあたりがちょっと変わったぐらいで、大きな変更はありませんので、

ちょっと省略させていただきます。何ページかおめくりいただきますが続いて 146 ページ

をご覧ください。続きまして 1071 ですね、の関係です。学童クラブ運営費でございます。

これにつきましては学童クラブの運営に係る経費というところでございます。内容につき

ましては先ほどの会計年度任用職員のところが変わっております。次のページ 147 ページ

になりますが、14節 01細節になりますが、学童クラブ施設工事の関係ということで 204

万円を計上させていただきました。内容ですけれども令和元年度については北部教室の改

築の方はしましたが、工事の方は完成していますので、大幅に見た目上は減少しているとい

う形になりますけれども、令和 2 年につきましては東部教室のカーペットの取替え、また

西部教室を今開設しています西部ふれあいサロンにですね、エアコンの方を設置していき

たいということで、この費用の方を計上しているというところでございます。以上当初予算

に係ります、学校教育課に係ります部分について、ちょっと駆け足になりましたけどもご説

明の方させていただきました。よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ただいま担当課の説明が終わりました。質疑を行

います。質疑ありませんか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 141ページになろうかと思いますが、一番上ですが、部活動指導員任用

ということで、これ教員の負担を減らすということで入ってくるということなんですけど、

先ほど二人というふうにありましたけど、この種目は何になるんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 今考えてますのは中学の方とですね、協議の方としまして女子の卓

球部の関係にお二人という予定でおります。実際お二人はもうこの方とこの方っていうよ

うには決まってるという話は聞いております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。唐澤委員 
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○５番 唐澤委員 すぐその下に部活動指導等業務委託料とありますよね。これとの違い

はどういうことでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 この委託料にはですね、先生方が部活の顧問だったり、指導という形

に当たっていただいておりますので、そういった皆さんのですね、要は遠征とかに係る交通

費だとか、そういった部分の方を支給させていただいたり、させていただいております。以

上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありますか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 その上の140ページのところで、学校施設工事の予算があるんですが、

グラウンドに外トイレということで、どの辺に予定されてますか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 どうしてもトイレ設置するとしますと下水道がどこにあるかという

ところがやっぱ大きな形になってきます。一番始めですね、グラウンドの端にっていうとこ

ろもちょっと考えたんですが、そこは実は中部小学校サッカーのコートをですね、目一杯広

げようとすると結構際々まで来てしまうというところがあとになってわかりまして、それ

はちょっと断念しました。今実際もう補正の方もさせていただいて、設計の方進めているの

で、位置はもう確定ほぼしているんですけども、中体育館のですね、北側に犬走というか、

キャットウォークっていうんですかね、がありますが、そこの幅の範囲で体育館にこう張り

付いたというか、くっ付いたような形での新設というかを考えております。男子トイレ、女

子トイレをそれぞれ西側からと東側からとで入口を分けることで、学校の方でもほしいと

言っていたトイレの数もそこで設置できるという見込みが立ってきましたので、それで今

概ねの設計ですね、詳細の設計の方をしているとそういった状況です。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 プールの西側にトイレがあることはありましたよね、前の古いトイレ

が。それはもう廃止するんですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 プールの西側にも確かにトイレがありますけれども、外からも入っ

てはこれるんですけども、あそこは常には鍵を掛けているような形での運用をしていると

いう話があります。一つはですね、あそこのプールの活用も考えたんですが、あそこがちょ

うど体育館の影になってしまうというところもあって、あそこを常に開けておくことによ

って生徒指導上よくないとか、外部からも使われたときに何がどう使われてるかどうかっ

てのが、学校側から把握できないというところもありましたので、少なくともグラウンドの

辺りくらいからだったり、後は校舎側の方から見てそこが誰か使っているんじゃないかと

いうところも、概ね管理できるということが学校の方としては希望だということで、先ほど

ご説明したところを設定しております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 
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○４番 釜屋委員 確かにプールの西側のトイレはブロック塀も古いですし、ちょっと陰

に隠れてるのもありますのでね、確かにいいと思います。ありがとうございました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 確認をお願いしたいんですけれども、一つ、予算編成方針で示されて

いる大きな災害に向けて地域防災対策と連携し、安心安全な学校づくりをというのが掲げ

られているんですけれども、これがいわゆるトイレのことになるのかどうかが、要は災害発

生時として避難場所として生活環境の改善を図るって書いてあるんで、このことを指して

いるのか、また別にあるのかが 1 点と、あともう一つが教育先進自治体との教育連携を進

めるというのが編成方針で示されているんですけれども、予算事業上はこれはどこの部分

になるのか、というところなんですけどもよろしくお願いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 先にですね、地域防災計画上のというところのお話ですけども、学校

から見ますとですね、そのトイレの、要は和式のトイレが多いといったような辺りだとか、

学校に多目的トイレがないとか、またグラウンドからですね、だったり体育館からすぐに使

えるトイレがほしいといったようなトイレの話は、前々から希望の方がございまして、今回

間接的にはですね、緊急防災減災事業債という学校はたまたまというか何というか、避難所

だったり、避難地に指定されているものですから、そういう起債の方がちょうど活用ができ

てですね、防災っていう観点からも非常に強化できたかな、強化できていくというふうに思

いますし、学校の運営上としても非常にお互いにいいという観点での今回トイレの整備が

できるかなというふうに思っておりますので、そういったところもその編成方針の中にあ

ります地域防災計画上の防災対策的な観点での施策かなというふうにとらえていいかなと

いうふうに思います。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○深澤学校教育課長 防災ですけれども費用は特に発生、大きく発生するわけではないで

すけれども、例えば今学校で土砂災害の関係の避難マニュアルとか、西小、南小では策定し

ておりますし、また他の学校でもそういった災害の発生時を想定して計画の見直し等を行

って、今までの地震による避難訓練だけではなくて、そういった災害についての避難訓練も

実施を計画をしているようなところでございます。それから、もう一つ質問のございました

教育の先進地ということでありますけれども、今秋田の能代市ですね、の方の教育委員会と

連携をとって、今までそういった勉強をしてきているわけですけれども、予算的には旅費の

中に盛り込まれていたり、各学校に振興交付金というのを渡してるわけですけれども、その

中で各学校が負担をして出席をしていただいてるというようなのが実情であります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 秋田県の能代市との教育連携、そういえば教育長からそういったこ

とを伺ったことがあるんですけれども、これ具体的に何か連携している中で箕輪町に取り

入れている事例というかがあるんでしょうか。予算に係わる部分で結構なんですけども。 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○深澤学校教育課長 予算の中では特にここがという部分はないか、ちょっと私がすみま

せん、承知していない部分がありますけれども、そこに行ってどういうふうに教育がされて

るかというところを、それぞれの先生が現場を実際に見ていただきまして、学び取ってくる

という部分であります。今小学校、中学校で導入されておりますけれども、それぞれで自学

ノートというものをつけたり、つけるというか、自分から自らテーマをつくって学習、学び

をするというようなこともその一つの事例でありますし、先生方がどういうふうに指導す

るかっていう部分につきましても、本年度、令和 2 年度で計画をしております県からの補

助を受けての指導のベテランの先生によるそれぞれの学校での指導といったようなものも

令和 2年度においては計画をされているところでございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。係長 

○井上教育総務係長 ちょっと補足ですみません。教育連携といいますと、現在小学校 5年

生の臨海学習を浜松の庄内地区に行っております。予算的な部分で言いますと、庄内の方へ

行っていただくということで一人幾らって形でのバスのに係る費用の補助金というものは

支出しているので、予算的な観点で見るとそういうところの教育連携というところの一助

になってるかなっていうところもあります。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 審査の途中ですけれども、時間ですのであと残り

協議会等もありますので、含めて明日にしたいと思いますので、すみません、よろしくお願

いいたします。ここで中断をさせていただきます。お願いします。 

【3日目】 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ご苦労さまです。それでは昨日に引き続きまして

福祉文教委員会の常任委員会を始めます。昨日の学校教育課、議案第 17号の質疑の途中か

ら再開をいたします。それでは議案第 17号 令和 2年度箕輪町一般会計予算に係わる審査

の中での質疑の続きを行います。質疑他にありませんか。入杉委員 

○６番 入杉委員 予算書の 141 ページのタブレットのところなんですけれども、現在も

使っているタブレットがありますよね。このリース料になるわけで、そうしますと、これか

ら導入される GIGA スクールのタブレットとこのタブレットとの関係性はどうなるのか。

ちょっとお伺いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 今回の GIGA スクール構想によってですね、一人 1 台ずつのパソコ

ンということがここで急に出てきたところがございますので、そこも見越して今までタブ

レット、今 iPad を導入しておりますけれども、iPad を一番子どもたちが使いやすいんじゃ

ないかという観点で入れてきたりだとか、あとはテレビにですね、映し出すという仕組みが

iPad が非常に当時よかったものですから、そういった部分の観点で機種を選定してまいり

ました。国の方ではですね、5カ年計画になってるかと思いますが、地方財政措置をその分

上乗せをしまして地方に交付しているというようなことを、2年ほど前からになるかなと思
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いますけどやっています。それが継続して令和 4年度まで、5年間ですので続けられるとい

うような流れになっているんですけれども、それでですね、地方自治体の方では 3 クラス

に 1 クラス分のパソコンを調達してくださいということて地方財政措置の方がされていま

した。今回の一人 1 台パソコンについてですけれども、その 3 分の 1 のパソコンの残り分

の 3 分の 2 をですね、今回の補助金で調達していただくようにというような形での補助の

流れになっていくというふうに思われます。そうすると、今既存に入れてます iPadをどう

するかって話になってくるんですけども、これまだ最終的にいろんなところとの関係の調

整がありますけれども、国の方として、例えばそれをどこか一つの学校だとか、一つの学年

にこう寄せてしまってですね、それ以外の部分について国の補助で調整してもいいという

ような柔軟な対応をしてもいいというような方針がちょっと示されていますので、今既存

のものについて例えばですけれども、小学校の低学年のものにしてしまって、高学年以上の

ものについては、キーボードがきちんと付いてるような形でのパソコンの調達にするかと

か、特定の学校だけ iPadを使っていただくとか、ちょっとそこはまだ計画上はっきりして

いませんけれども、そういった部分について何かしらやり方は考えていかなきゃいけない

かなというふうに思っています。いずれにしても国の方ではロードマップにおいてですね、

五月雨式にパソコンを用意してくという形になりますので、一気に全部ドーンと入ってし

まうならば、そういったどういうやり方がいいだろうってのも考えられるんですけども、来

年度いっぱいまでの中で 5 年生、6 年生、中学 1年生にまずはという形になっていくので、

学校に今導入していますものはある程度の配備がされるまではしばらくその学校の中でそ

ういった iPadを使った授業が先生方の中でやりたいといったような声があれば、それをま

ず使っていただく中でもう少ししてちょっと考えたい、ゆっくり考えたいかなというふう

に思ってるところです。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 そうしますと、現状の使用中のタブレット、iPad は活かされる方向で

新しく GIGA スクール構想の分が入ってくるというふうにプラスで考えていいということ

でしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 そうですね。今既にもう導入していますものについてはですね、2020

年今度の 4月からは新学習指導要領に基づいてプログラミング学習とかが始まってきます。

国の方もそういうわけで、先ほどお伝えしたとおり、一気には物が入りませんので、今の既

存の iPadは生かしつつ、順次用意されていく一人 1台パソコンを、そちらについても一人

1台として活用していくというような、平行的な形での活用を当面の間は進めていくという

流れになってくと想定しております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 ちょっと関連しておりますけれども、国ではその標準仕様という、その

基にその広域で調達するっていうことも言われているので県である機種を斡旋するとか、
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そういうことになるのか、それともこの地元とかそういうところでやってもいいのか、それ

は企業との、民間との協力だと思いますけど、どんな方向になりそうですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 国の方からはですね、三つの OS が今示されています。一つは

windows、もう一つは IOSというアップルの方で開発しています IOS、iPad とかが使える

用の OS ですね、あとは chromeOS というその三つの OS が標準的なものだということで

示されております。かつ、それらをですね、出来るだけ安価に調達していくということを目

的としてですね、先ほど議員さんがおっしゃられたとおり、広域調達というものを行う中で

できるだけ調達価格を下げていくようにといったことも示されております。県の方でもで

すね、そういった形でのどういった形で進めていくかという説明会の方が開かれておりま

す。その中では現在県の外部措置的な位置づけになるのかもしれないですけども、自治振興

組合の方がございまして、そちらの方で自治体間のですね、共同システムの開発だとか、県

全体でのネットワークの構成だとか、そういったようなことに取り組んでいる外部団体が

ございまして、こちらの方の団体を活用して共同調達を行っていきたいというような、意向

の方が示されています。そちらの方からはどういった形で調達していくかというようなと

ころ、まだ示されておりませんので、町の方で調達していきたい、そういった仕様とマッチ

するかどうかっては、これからかなというふうに思っておりますけれども、できるだけ安価

にいい物を調達していきたいという考え方はもうそういうわけで国の方からもありますの

で、できることならば、共同調達で調達していく方向かなというふうに考えております。共

同調達をどういうふうにしていくかというところもありますけれども、長野県全体のです

ね、パソコンを一手に例えば発注するという形についてはなかなかそういった大きなもの

を一手に取り寄せて卸せるような業者っていうと大きな企業という形になっていくのかな

というふうに思いますので、あくまで共同調達ってところにこだわっていくという形にな

るとすれば、なかなかちょっと地元の企業ってのは難しい部分もあるのかなというふうに

は考えておりますけれども、ちょっとこれからその自治振興組合の方からどういうふうに

示されるかといったところも含めて町としてどういうふうな調達をしていくかということ

を考えていきたいと思っております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 そうしますと一人 1 台 4 万 5,000 円までを国が、ということが示され

ている中で、県もそういうことであればそれ以内に、いわゆる町の町村の持ち出しとかそう

いうものはないような方向なわけですよね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 今回、国の方からは一人 1 台ということが急遽決まって各市町村に

というような流れになってきました。確かに一人 1 台あると理想かなというところも思っ

てはおりますけども、どうしてもそういった機器ってある程度な金額がしてきますし、そう

いった機器も何年後かには更新していくというようなところもありますので、これも最終
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的には理事者の方と調整の中ですけれども、考え方としては 4 万 5,000 円以内におさまる

ようなものを調達していくべきかなというふうに考えてはおります。それにさらに付加価

値を乗せて町独自でもっとこんなことをやりたいという考え方が今後ちょっと出てくるの

であれば、4万 5,000円以上っていうところが可能性としてはありますけれども、いずれに

しても機械自体については更新が当然発生してきますので、できることならば 4 万 5,000

円の中におさめるという方向かなというふうには考えています。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。関連で他にはありませんか。中村

委員 

○１２番 中村委員 一般の 141ページの大型提示装置のことですけども、昨日中学 1、2

年生に対して 5 年リースで 168 万っていう話だったと思いますが、ちょっとあれでその前

に入った 3年生の買い取りの金額ってのは幾らくらいだったのか教えてもらいたいです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 ちょっとすみません、今年度のですね、発注の状況ちょっと手元に資

料がありませんので今のお答えにっていうところがあるのどうなのかあれですが、予算的

にはですね、今年度の予算の中に委託料の中に含んでおります。予算額としては 544 万円

の予算の中で発注の方はしております。確かすみません、ごめんなさい。私の記憶だとあれ

ですけれども、若干落札価格はもう少しこれを下回ってるというふうに思いますので、この

範囲だったかなということでちょっとこの場ではお答えさせていただきたいと思います。

以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 140ページの工事の請負費の学校施設工事のところなんですが、説明の

中では中学校のトイレなんですか。この間も見に行ったんですが、非常にやっぱし結構な高

額かかるんだなというように、ちょっと見てきたんですが、やっぱり配管とか、ドアを直す

ことでこのくらい掛かるという説明なんですが、その辺もう一回ちょっと説明していただ

きたいと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 中学校についてはですね、昨日もお話した通り、中体育館の北側の壁

面と北側にですね、キャットウォーク犬走がありまして、スペースの間に上に建てるような

形の建物を新たにするというような形になります。そうすると単純にトイレの配管だとか、

器具の取り付けばかりでなく、建築というような観点が出てきますので、通常の小学校今回

やりますけれども、洋式化であったりだとか、多目的というような観点とはまた別にですね、

建築的な観点でいきますとやっぱどうしても費用的な部分はその分多く掛かってくるだろ

うという形になります。トイレの数もですね、ちょっと今図面とかありませんけども、女子

トイレ用に確か三つほどの便器だったり、男子トイレ用にはごめんなさい、覚えていません。

一つか二つかの大便器と小便器が三つほどつくと、そういうような形になりますのでトイ

レの数的にもちょっと多めな数がつくというところもあって、金額的にはこういった積算
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をしてるというような状況です。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。私の方から一

つお聞きしたいんですが、先ほどのパソコンの整備ですけれども、イメージとしてはあれで

すか、すべての教室に一人 1台ずつ入れるということなのか、パソコン教室というか、そこ

に整備するのか。それにすると各教室にすると今のその机っていうか、ちっちゃい机で対応

できるのかどうかということもちょっとお聞きします。係長 

○井上教育総務係長 今回はですね、一人 1 台にもうパソコンが配置されるというような

イメージですので、我々としては教室の机の上に一人 1 台のパソコンが置かれるというよ

うなイメージです。パソコン教室に配置するというわけではなくて教室にですね、先ほどご

説明しましたとおり、充電保管庫というものを置きまして、そこに 35台ですかね、配置を

しておいて通常の時はそこで充電しておくと、使いますといったようなときにはちょっと

これも実際の運用がどうなるかまだはっきりは言えませんけれども、そこから子どもたち

が持ってきて自分の机の上でパソコンを広げて使うと、そういったような流れになるのか

なというふうに思います。そういった使い方も想定しまして、各教室の中から Wi-Fi でイ

ンターネットだったり、ネットワークの方に接続できるというような環境を整えてるとい

う考え方をしております。そうしますと各それぞれの机にはバッテリーの持つ間という形

になりますけども、机の上でパソコンができて、ネットワークにつなぐための LANの配線

もせずに机の上にパソコンを置いて使えると、そうったような形になってくるかなと思い

ます。机の上に実際に置いておりませんので、どのくらいのすみません、サイズのものが共

同調達の中で示されてくるかというところもまだはっきりしませんけれども、例えばノー

トパソコンの 16インチなんていうちょっと大きなパソコンは難しいんだろうなと思います

ので、例えば 13インチくらいのものなのかなというふうには考えておりますが、いずれに

しても活用としては自席で広げて使っていただくというところを考えています。それも共

同調達の仕様の中にどう出てくるかというところもありますけれども、今最近のパソコン

についてはいろんなパソコンがありまして、単純に広げてキーボードを入力するといった

ような活用の方法からキーボード例えば裏側にまで回してしまってタブレット的な活用を

するといったようなやり方もあったりしますので、できるだけそういった学校の現場のサ

イドからの要望に応じて柔軟に機種を選んでいきたいかなというふうには思っております

けども、いずれにしてもそれがその広域の共同調達にどう出てくるかというところもちょ

っと見定めながらかなというふうに思っております。現状の考えとしては以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ありがとうございました。松本委員いいですか。松

本委員。 

○８番 松本委員 30ページの財政調整繰入金のところなんですが、02になるのかな。こ

れ聞き流したというか、聞いててちょっとよくわからなかったもんでもう一回聞きたいん

ですが、岡田議員が質問した海外研修のことが絡んでるっていうようなこと言ってました。

ちょっとその辺ちょっと詳しく教えてください。 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 30 ページの時にはですね、基金の繰入金の廃目の方のお話をさせて

いただきました。この米山振興基金を取り崩しまして、一旦町の一般会計の歳入にさせてい

ただく中でですね、今度歳出の方の項目、今回はありませんけれども、前年度についてはあ

りましたが、補助金の項目にですね、この金額と同額の歳出の方を計上させていただきまし

て、そこの歳出の科目から海外研修の方に参加したいというような希望のあった方へお一

人に対して 15万ですけれども、海外研修の補助金という形で交付の方させていただいてお

りました。今回そういう訳で海外研修を行わないという形になりましたので、この基金から

の繰り入れの歳入の方もなくなったということになりますので、廃目という形にさせてい

ただいております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。中村委員 

○１２番 中村委員 141 ページの一番上のところの部活動指導員の任用についてですけ

ども、卓球部の方に 2 人という話がありましたけれども、今後他のクラブとかにも随時そ

ういうようなことがあるのかどうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 今回はですね、国と県の補助金をもらって任用をお 2 人させていた

だくという形にいたしました。いずれにしても目的はですね、先生方の働き方改革の一助に

なるようにというところが大きなところなのかなというふうに思います。部活動のですね、

活動においては先生方の負担もできるだけ減らしていきたいというような狙いもありまし

て、例えばこういった外部の方の力をいれていくというところがあるかと思います。先日の

教育長の答弁にもありましたけれども、町にはですね、そういった社会体育の団体というの

かな、総括してる団体がないというところがちょっと一つ大きな原因なのかなと思います

が、そういった方たちの協力も得ながら指導していただくっていうところも一つの、つなげ

ていくっていうところも一つの狙いかなというふうに思っています。これ国と県の補助金

のですね、要綱の中に 1市町村 3人までっていう条件があって、ごめんなさい、3人ってい

うのがはっきりしていません。仕様がないのであれですけど、上限の人数があって、かつ任

用が 3 年間という形の決まりがありますので、そのあたりの範囲で今後どうしてくかとい

うところもあるかと思いますが、まず始めていくというところで、来年度、令和 2年につい

ては 2人という形で進めさせていただきたいかなというふうに考えてます。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 中村委員 

○１２番 中村委員 一応お話はわかりましたけども、一応卓球部ってことなので、よっぽ

ど手が滑ってラケットが飛んでってっていうくらいしか怪我はないかもしれないけども、

他の部になった場合に結構怪我とかそういうことも出てくると思うので、そういう、もし教

員じゃなくて指導員が教えていたときに何かあった場合の対処の仕方とか、そういうこと

は考えていますか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 
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○深澤学校教育課長 すみません、私もその補助要項の方を細かく、すみません、覚えてい

ないのであれですけれども、当然外部の方を入れて指導していくということでありますの

で、その方の個人の責任になるというようなことはないような制度の仕組みになっている

かと思います。ただ、ちょっとはっきりこうですというのは、ちょっとお答えできませんの

で、また調べまして議員さんにお知らせをしたいと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 中村委員 

○１２番 中村委員 一応今親がだいぶうるさい人とかもいるので、これを始めるに当た

っては卓球部で一応こういうふうになりますってことはよく話していただいて、何かあっ

た時に色々ないような形にしていっていただきたいと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論を行

います。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決をいたします。

議案第 17号 令和 2年度箕輪町一般会計予算の学校教育課に係わる部分について原案のと

おり決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め、原案のとおり可決することと決

定いたしました。その旨本会議で報告させていただきます。これで学校教育課に係わる部分

の審査を終了いたします。 

【学校教育課 終了】 

⑥文化スポーツ課 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ご苦労さまです。それでは再開いたします。それで

は次に文化スポーツ課に係わる議案について審査を始めます。まず最初に議案第 1 号 令

和元年度箕輪町一般会計補正予算(第 6 号)の文化スポーツ課に係る部分について審査を行

います。担当課の説明をお願いいたします。課長 

○山口文化スポーツ課長 それでは令和元年度文化スポーツ課に係わります補正第 6 号、

係長の方からそれぞれ説明をさせますので、お願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○柴文化財係長 歳入の方で予算書の 21ページをお開きください。20款 繰入金の 02基

金繰入金、08生涯学習まちづくり基金繰入金になります。01生涯学習まちづくり基金繰入

金 78万 1,000円の減額補正をお願いしたいと考えております。内容につきましては今年の

博物館事業費の方で本年度この箕輪町の文化財と言う冊子を刊行したんですけれども、こ

ちらは当初から生涯学習まちづくり基金を活用して印刷するという予定でおりましたけれ

ども、予算額に対しまして入札をした結果、かなり安く出来まして 78万 1,000円、当初よ
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りも安く済んだということで、その分を差額を減額したいということになります。歳入は以

上になります。引き続きまして歳出になりますけれども、予算書の 41ページになりますの

で、お願いいたします。10 款 教育費の 06 項 04 博物館費の 1073 博物館事業費、11の

04 印刷製本費ということで今ご説明申し上げました箕輪町の史跡と文化財の印刷費の減と

いうことです。同じ歳入の先ほど基金から繰り入れる額と同じ額ということで 78 万 1,000

円の減額補正をお願いしたいと考えております。続きましてその下の文化財保護費であり

ます。内容は 19 の 02 補助金ということで、高橋神社本殿保存事業の補助金になります。

町の有形文化財に指定をされております大出の高橋神社の本殿を守るさや宮を直したいと

いうことで、1 月 22 日に神社総代さんの方から要望がありました。内容については本殿を

守るためにどこの神社でもカバーというか、さや宮があるんですが、そこから雨とか、それ

から落ち葉とかですね、そういったものがすごく入って困るということで緊急性があると

いうようなことを言われましたので、その本殿を守るために必要だなというふうに考えま

して、補助金を交付したいというものです。総事業費が神社総代さんの方で 17万 500円と

いうふうに伺っておりますので、要綱に沿いまして 2 分の 1 以内ということで 8 万 5,000

円の補助金を交付したいというふうに考えております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 続きまして文化センター費の関係でございます。1090 文化センター

管理費の関係ですが、11 の需用費の燃料費、空調設備に係わる燃料費、灯油代ですけれど

も、そちらが足りないということで 92万 7,000円増額のお願いをするものであります。続

いて 14の使用料、賃借料の関係ですが、複写機のリース料の増ということですが、内容と

しましては複写機本体ではなく、それで使われるコピーの使用料が足りないということで、

17万 4,000円計上するものでございます。合計しまして 110万 1,000円の増ということで

ございます。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 細部説明が終わりました。質疑に入ります。質疑あ

りませんか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 41 ページの先ほどの灯油代増についてなんですけども、これ灯油代

は増えた要因というのはどういったことが考えられますでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 ただいまの質問なんですけども、空調につきましては暖房も冷房を

全部ボイラーで燃料、灯油で使っているということがありますが、一旦消してしまうとつけ

るのにまたあれですね、とにかく朝一番につけて退館するまではずっとつけっぱなしとい

う形になっておりますので、寒い暑い関係なく燃料の方が使われているということがあり

まして、それが実際には燃焼率がよかったというか、足りなくなったということですので、

止まってしまうと暖房自体が使えなくなるということもありますので、ここでお願いする

ということであります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。中澤議長 
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○中澤議長 高橋神社、これ文化財に指定をされてるということですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○柴文化財係長 そうですね。町の有形文化財に指定されています。補助金を出せるのは町

の文化財に指定されているものでないと出せませんので、当然指定をされているものに対

して補助を出すということになります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 中澤議長 

○中澤議長 確認をしておきたいんだけど、そうすると普通の神社の修繕とか、こういうも

のには当然公費は使わない、使っていないというふうに理解していい、使えないというふう

に理解していいんですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○柴文化財係長 そのとおりです。文化財になってないものは無指定のものには出せない

です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論行い

ます。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決を行います。議

案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計補正予算(第 6 号)の文化スポーツ課に係わる部分に

ついて原案のとおり決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め、可決すべきものと決定いたしま

した。その旨本会議で報告させていただきます。 

では次に議案第 17号 令和 2年度箕輪町一般会計予算の文化スポーツ課に係る分につい

て審査を行います。担当課の説明をお願いいたします。課長 

○山口文化スポーツ課長 それでは令和 2年度箕輪町一般会計予算、議案第 17号でありま

すけれど、それぞれ担当の方より説明を申し上げますのでよろしくお願いします。 

○小池スポーツ振興係長 それでは一般会計予算書 17ページをお開きください。15款 使

用料及び手数料、1 項 10 目 教育使用料につきましてご説明します。社会教育施設使用

料としまして 46万円、これにつきましては郷土博物館、文化センター、文化センターの附

属設備、地域交流センター、地域交流センター附属設備等の使用料でございます。めくって

いただきまして、18 ページでございます。02 保健体育施設使用料としまして 608 万円ほ

ど、これにつきましては屋内体育施設の使用料、照明料、それから屋外体育施設の使用料、

照明料でございます。ページの方進んでいただきまして 28ページでございます。18款 財

産収入 1 項 1 目 財産貸付収入の部分でございます。01 土地建物貸付収入の中に松島コ

ミュニティセンター土地貸付収入として 33万円、文化スポーツ課で所管しております。02
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利子及び配当金の中に 01 基金運用収入としまして、04 箕輪町図書館建設基金運用収入 2

万 6,000円、それから 09生涯学習まちづくり基金の運用収入として 8,000円を見込んでお

ります。めくっていただきまして、30 ページです。20 款 繰入金になります。2 項 8 目 

生涯学習まちづくり基金繰入金についてご説明させていただきます。40 万円を生涯学習ま

ちづくり基金からの繰入金として予定しております。その下 18目 ふるさと応援基金繰入

金の中でございまして、この中の最下段 1093の保健体育総務費 300万円、フェンシングの

全国大会にふるさと応援基金の方から繰り入れる予定でございます。ページの方をめくっ

ていただきまして 32ページ、22款 諸収入の中の 5項 1目 雑入でございます。その中

の 03 複写機使用料 11 万円のうち博物館の複写機、図書館の複写機、文化センターの複写

機の使用料を見込んでおります。ページお進みいただきまして翌ページですが、22 款 諸

収入、最下段になりますけれども雇用保険、会計年度任用職員さんの雇用保険料の本人負担

分としまして最下欄の社会教育総務費で 6,000 円、ページをめくっていただきまして公民

館、博物館、図書館、文化財保護費、埋蔵文化財保護費、保健体育総務費ということでこち

らに係る部分が、文化スポーツ課の所管するところでございます。その下段 10節 文化セ

ンター自主事業入場料につきましては 180 万円ほど文化センターの自主事業の収入を見込

んでおります。20節 雑入でございますけれども、その中の 02自動販売機電気料でござい

ます。この中の文化センターで持っているもの、それから地域交流センターでもっているも

の、それから屋外体育施設、ながたドームでもっているものの自動販売機の電気料の収入で

ございます。08 社会教育学級資料代等負担金としまして、公民館の成人講座の事業費で収

入を 30万円ほど見込んでいるところです。その他、その下各種冊子売捌代としまして博物

館管理費の方で 9 万円ですね。博物館の方で 9 万円の方を見ているところでございます。

ページの方進んでいただきまして 37ページでございます。22款 諸収入の下から 2行目、

子ども会地方助成金としまして博物館管理費の方で 1 万円、それから学習会等参加料とし

て図書館管理費で 8,000円、ページめくっていただきまして 38ページになりますけれども、

続きますが図書館の方でのオリジナル図書バックの売り上げ、それから市町村振興協会の

交付金としまして 18万円、それから地域交流センター太陽光発電、同じく地域交流センタ

ー施設管理費負担金、消防の関係になりますけれどもそちらの方から、それから地域交流セ

ンター光熱費負担金、太陽光パネルです。それから屋外体育施設として沢運動場の駐車場の

関係、沢区の方から負担金、それから番場原の運動公園を民間の方から一部水道一緒に使っ

てる部分がございますので負担金、それからスポーツ振興事業費としてみのわナイトウォ

ーク&ランも予定しておりますので、そういったものの参加費、それから最下段になります

がスポーツ振興くじ助成ということで、同じくナイトランの関係、toto助成ということで来

年は 414 万 7,000 円を見込んでいるところでございます。歳入最後になりますが、翌ペー

ジ 39 ページ、下段の方になりますけれども、町債の 10 目 教育債でございます。その中

の 8 節 緊急防災減災対策事業債ということで、こちらにつきましては昨日ご説明をさせ

ていただきました藤が丘、社会体育館耐震工事に充てる起債の関係で、1億 5,880万円ほど
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を歳入として見込んでございます。歳入につきましての説明は以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 それでは歳出の方の説明をさせていただきます。ページ数につきま

しては 142 ページの下段からになります。142 ページの社会教育費、社会教育総務費の方

から説明させていただきます。社会教育総務費の関係ですけども、職員の給料、及び非常勤

職員、今年から会計年度任用職員になりますけども、社会教育指導員 1 名分の人件費の関

係が主でございます。それにつきましては 1 番から 7 番までになりますけども省略させて

いただきます。8番の旅費につきましては職員の普通旅費ということで、来年度行われます

関東甲信越の社会教育大会への出張旅費ということで、1名分を盛ってございます。需用費

の下の使用料及び賃借料の関係でございます。平成 29年の 6月から現在使っているキャラ

バンですけども、これをリースしているということでそのリース料として 53万 2,000円を

計上しております。その下負担金は上伊那連合の負担金、そして補助金としましてはみのわ

太鼓保存会への活動補助金ということ、それと上伊那の美術展への補助金ということで合

わせて 10万円、合計しまして 5,024万 8,000円、昨年に比べて 147万 6,000円増というこ

とでございます。続いてすみません、その下の 1061 の人権教育費の関係でございますが、

人権まちづくり審議会の委員報酬ということで 10万 8,000円、昨年度と同額でございます。

以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○西出公民館主事 ページ変わりまして 144 ページになります。上段から公民館費であり

ます。次に公民館管理費ということでこちらについては公民館に係る人件費等の管理的及

び事務的経費の計上をさせていただいております。2年度につきましては 1,879万 8,000円、

前年度が 1,837 万 5,000 円ということで 42 万 3,000 円の増ということでありますけれど

も、こちらにつきましては非常勤職員から会計年度任用職員に移行するに係る人件費の増

ということになります。それに係るものが 1から 4でございますが、08の旅費につきまし

ては、こちらについても人件費の関係になります。09 の公債費であります。こちら公民館

長が各分館の文化祭等の事業、また早起きソフト等団体の開幕式等に出席する際のご祝儀

の関係であります。1201 の委託料でありますけれども、こちらは松島コミュニティの敷地

内の庭園管理に係る経費の委託ということになります。18の負担金のところですけれども、

こちらについては上伊那地方視聴覚教育協議会の負担金、また公民館大会等の参加負担金

ということで、関東甲信越静公民館大会というのがあるんですけれども、そちらに館長が出

席しますので、そちらの関係の負担金、また県の公民館大会の負担金ということになります。

続きまして 1066の公民館事業費であります。こちらについては文化支援に係る経費と、あ

と町民文化祭などの公民館の事業に係る経費を計上してございます。717万 8,000円、元年

度が 910 万 5,000 円ということで 192 万 7,000 円の減ということであります。こちらにつ

きましては駅伝の 60周年の記念事業が終了したということで、これだけ減るというような

ことであります。まず 01の報酬でありますけれども、こちらにつきましては非常勤職員の
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報酬ということでございますが、公民館にいます文化部、また視聴覚部の報酬、また分館長、

副分館長、主事さんへの年間の報酬ということで計上してございます。続きまして報償費で

ありますけれども、こちらにつきましては文化祭、また駅伝のときの映像の編集に係る機材

を視聴覚部からお借りしていますので、そちらの関係の謝礼、また長寿クラブの総会を共催

で行っておるんですけども、そちらの講演会の際の講師の謝礼ということになります。公民

館事業講師謝礼というのはサポーター養成講座とか、冬にやっております「子どもふゆまつ

り」のときの講師の謝礼ということになります。ビデオ撮影編集作業謝礼は文化祭、音楽の

広場、また芸能の広場等の映像を撮ってもらうんですけど、その編集の謝礼ということにな

ります。元気はつらつ地域出前講座は分館で行う事業に対する有料の講師の補助というこ

とで、公民館でこれだけ負担するということであります。需用費飛ばしまして、11 の役務

費ですけれども、手数料につきましてはこちら文化祭で使用したときの白布のクリーニン

グ代になります。あと筆耕料ですけれども、こちら文化祭展示に出していただいた小学生等

の参加に関する賞状を筆耕してもらうための経費になります。保険料につきましては公民

館で入っている事業の傷害保険料と賠償責任の保険料になります。続きまして委託料です

が、こちらにつきましては町民文化祭、音楽、芸能の広場の舞台に係る経費の委託料という

ことであります。13 番の使用料と賃借料ですけれども、こちらは文化祭の音楽の広場、芸

能の広場に係る照明等の機材を借りる関係でこちらに盛ってあります。あと複写機のパフ

ォーマンスチャージ料は文化祭、駅伝のときにコピー代が増えるため、その分を公民館分を

負担するものであります。最後 1067の成人講座事業費ということで、公民館で行っている

大学学級、各種講座に係る経費の計上であります。07 の報償費が学級、大学に係る講師の

謝礼ということであります。需用費のところの燃料代ですけれども、こちらは陶芸講座を行

っておりますので、その窯の燃料代ということです。13の使用料及び賃借料ですけれども、

こちらは大学、学級で各大学、学級 1回、管外学習ということで、県内ですけども、外に出

る学習がありますので、そちらの時の施設の入館料ということであります。職員分です。複

写機のパフォーマンスチャージ料は、こちらは大学、学級に係るコピー代の公民館分という

ことであります。以上でございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 続きましておめくりいただきまして 146 ページの上段からになりま

す。青少年健全育成費の関係です。1070 青少年健全育成費ということで、青少年健全育成

に係る人件費の関係、あとは児童遊園の管理に係る項目でございます。報酬につきましては

健全育成会の報酬、報償費につきましてはみのわ少年少女合唱団のピアノの先生ですが、そ

の講師の謝礼ということで計上しました。需用費の関係の光熱費につきましては、管理する

公園の電気代、外灯等の電気代、水道代等になります。修繕料につきましては破損した遊具

の修繕料として計上したものです。役務費につきましては、手数料は管理するトイレの汲取

料、保険料につきましては県の子ども安全共済会の保険料ということで各地区で行ってい

ます育成会が行う行事等で子どもが加入するものとして 3,200 人分の保険料を適用できる
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ように計上したものでございます。続きまして委託料の関係でございますが、あいさつ運動

啓発のぼり旗の作成ということで来年度は 3校分 14本ほどの旗を作成する予定でございま

す。使用料及び賃借料の関係でございます。児童遊園を借りている土地代ということで使用

料として計上したものでございます。工事請負費の関係でございますが、児童遊園の遊具の

撤去工事ということで 20万円ほど計上しましたが、これにつきましては今年度行いました、

遊具の点検を行いました。その結果に基づきまして撤去が必要であろうと、早急にというも

のについて 4 件ほど、4 公園ほど見てますがそれの遊具の撤去費でございます。18 の負担

金及び補助金の関係でございますが、上伊那連絡協議会の負担金で、交付金につきましては

青少年健全育成事業交付金ということですが、みのわ祭りの時に行ってますマス掴み大会

を運営しております天竜川漁協へのマス掴み大会に対する交付金ということで、計上した

ものでございまして合計 630 万円、昨年度比 5 万 3,000 円の減ということで、ほぼ同額の

ものでございます。その次の学童クラブの関係につきましては先ほどの教育課の方で説明

を受けているかと思うので、飛ばしたいと思います。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○柴文化財係長 続きまして博物館の経費について説明させていただきたいと思います。

予算書 147ページになりますが最初に 1072博物館管理費です。こちらの方は新年度の予算

額が 979 万 6,000 円となっております。内容につきましては博物館の維持管理等に係る経

費になります。新規のもの、あるいは主なものにつきましては、おめくりいただきまして

148ページの委託料、12の 01委託料の関係ですが四つありますけれども、一番下に外部倉

庫(西部中)改修工事設計委託料とございます。本年度博物館の方では耐震診断をさせていた

だきまして、耐震性はないというふうな判断でしたが、耐震改修工事によって耐震性を得る

ことは可能というような判断をいただきましたので、今耐震がなくてアスベストがあると

いう状況ですので、一刻も早く改修工事等する必要があるというふうに考えておりまして、

そのためにはですね、中の物を一旦保管できる場所が必要になります。そうじゃなくても収

蔵資料がたくさんになってきてまして、現状では入り切らない状況になっておりますので、

中原にあります西部中処理場の方を将来的に収蔵庫の方に改修させていただきたいという

ように考えておりまして、そのための 1 年かけてですね、しっかりと改修工事の設計を考

えていきたいということで、委託料の方を 110 万円計上しております。それから新たなも

のとしましてはその下の賃借料のところの一番下ですが、AED のリース料ということで年

間 4万 5,000円ということで計上しております。続きましてその下の 1073博物館事業費で

すが、こちらは博物館のソフト事業、博物館活動に関する事業費になっております。新年度

予算額は 396万 7,000円ということで前年度比 54万円の減になっております。ここ 2年ふ

るさと箕輪学のテキストと箕輪町の文化財の冊子をつくってきましたけれども、そういっ

た大きなテキストの関係が一段落したということで、令和 2 年度は通常のといいますか、

特別展とか、各種講座等を中心としたものに戻したいということで若干金額は減となって

おります。続きまして 149ページになりますけれども、1083資料収蔵施設管理費とありま
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す。こちらの方は旧長岡保育園の方を民俗資料等の収蔵庫というふうにさせていただいて

おりますが、そちらの維持管理に関する経費になります。予算額は 85万 8,000円というこ

とで主なものにつきましては継続になりますけれども、環境整備等の謝礼ということで 13

万 9,000円、それから警備の委託料ということで 27万 2,000円等を計上しております。以

上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○笠原図書館係長 それでは図書館費に関する歳出につきましてご説明申し上げます。5目

でございますが図書館費合わせまして 3,468 万 4,000 円でございます。その下でございま

す図書館管理費でございますが、図書館の維持管理に関する経費を計上しております。1の

報酬でございますが協議会の委員報酬など 773 万 4,000 円計上いたしました。2 節 給料

から共済費につきましては職員並びに会計年度任用職員の人件費でございます。150ページ

をご覧いただきます。10の需用費でございますが合わせまして 233万 6,000円計上いたし

ました。これは元年度並の計上となっております。12 の委託料でございます。清掃業務委

託料など 24万 2,000円を計上いたしております。13節の使用料及び賃借料でございます。

387 万 1,000 円を計上しております。中ほどでございますが図書館管理システムリース料

といたしまして 290 万円を計上いたしております。これでございますけれども、図書館の

利用者の登録ですとか、貸出返却などを行うシステムのリース料となっております。その下

の下でございますが図書館システムサーバ共同利用料でございまして、これはただいま説

明いたしましたシステムが入っておりますサーバが伊那市にございまして、その共同使用

料を 48万 1,000円計上いたしております。一番下でございます。先ほど博物館でもござい

ましたが、AEDのリース料 4万 5,000円を新規といたしまして計上しております。14の工

事請負費でございます。図書館施設の改修工事といたしまして 47万 3,000円を計上いたし

ました。この内容でございますが図書館の駐車場から夜間返却ポスト、それから車椅子のス

ロープの間に花壇がございまして、夜間の返却などに危険でございますので、これを撤去す

る工事費を計上いたしました。151 ページをご覧いただきます。24 の積立金 2 万 7,000 円

でございますが、これ先ほど歳出で説明ございました基金の利子をそのまま積み立てる予

算となっております。1076 図書館事業費でございます。これは図書館の一般の事業費を計

上をいたしております。7の報償費でございますが、成人向けの各種の講座等の講師の謝礼

を 8 万円計上いたしました。需用費でございます。図書の購入費といたしまして 500 万円

計上いたしております。これは元年度と同額を計上しました。12の委託料でございますが、

デジタルアーカイブ委託料 19万 3,000円計上いたしております。博物館の大下宇陀児生誕

120 周年特別展の資料を 2 年度はデジタルアーカイブをさせていただく予定となっており

ます。次に 1078子供読書推進事業費でございます。これは主に子どもに関する読書の事業

費を計上をいたしております。7 の報償費 59 万円でございます。読育のボランティアの講

座の謝礼 44 万円、それからその下のおはなし応援団共催講演会、2 年度は、いしかわこう

じさんという絵本作家をお呼びをして開催してまいる予定でございますが 15万円計上をい
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たしております。需用費でございますが読育関係の図書購入費といたしまして、元年度と同

額 100万円を計上いたしております。以上が図書館の内容でございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○柴文化財係長 引き続きまして文化財保護関係の説明をしたいと思います。文化財保護

費全体で 731万円ということで、前年比 74万 9,000円の増を予定しております。内容につ

きましては 152ページをお開きください。まず最初に 1080伊那谷人形浄瑠璃地域伝承活動

費ですが、こちらにつきましては伊那谷 4 座全体の活動費ということで例年どおりですけ

れども25万円の負担金を予定しております。続きまして1081文化財保護費ということで、

こちらにつきましては町の指定文化財等の保護、保存等に関する事業費になります。こちら

につきましては 434 万 1,000 円ということで前年比 30 万 6,000 円の増となっております。

主なところは例年とあまり変わらないんですけれども、少し変わったところがですね、153

ページの 18 の負担金、補助金及び交付金の関係になります。その内の 02 補助金につきま

しては無形文化財の保存団体に対する補助金なんですけれども、予算を立てる段階、査定の

段階で金額等が変更がありました。具体的にはですね、古田人形芝居保存事業補助金がこれ

まで 22 万だったものが 27 万円計上してあります。これは古田人形芝居振興協力会の解散

ということがありますので、その兼ね合いで補助額が上がったということです。それからも

う 1点、3番目のおさんやり保存事業補助金ということで、こちらにつきましては地元地区

の方から要望がございまして改めて精査した結果、5万円を 8万円に上げさせていただいた

ということになっております。それからその下の交付金の関係ですが、一番下の松島王墓古

墳環境整備事業交付金ということで今年度から行っているんですけれども、王墓周辺にた

くさん樹木が植わっているんですが、そちらの樹木が大変老朽化等をしていて危険になっ

ているものがあるということで、樹木医の方に昨年度診断していただいて、特に危険という

ふうに判断されたものがありますので、その伐採をするということで 3 年計画で考えてい

るんですが、3年計画の 2年目ということで、交付金として 29万円を松島神社さんの方に

交付したいというふうに考えております。続きまして 1082の埋蔵文化財保護費です。こち

らは年度途中に出てくる遺跡の緊急発掘調査等に係わる費用になります。今遺跡の届け出

が年々増えていまして今年度は 100 件をついに突破いたしました。来年度はですね、その

中で町道ごめんなさい、何号だか忘れてしまったんですが、農協の裏の道ですね、あそこを

拡幅するということがありまして、公共事業である程度一定の面積の拡幅をいたしますの

で、それに先駆けて最低発掘調査以上をやるということで予定しておりますので、例年より

も作業員さんの謝礼と、それから重機等の賃借料を多く計上をさせていただいております。

おめくりいただきまして 154 ページの東山山麓歴史コース整備事業費ですが、こちらにつ

きましては 61 万円ということで 21 万 6,000 円の増額になります。変わったところはです

ね、一番下の負担金、交付金、補助金の関係ですが、東山山麓歴史の道維持管理交付金とい

うことで 35万円計上してあります。こちらについては各地区でコースを整備していただい

たあとに地区ごとに維持管理をお願いしている草刈りだとか、環境整備に対して交付金を



R２年３月定例会 福祉産業常任委員会審査 

 

- 115 - 

 

出しているものなんですが、今年度までは企画の方の地域活性化交付金の東山山麓分とい

うことで企画の方で取り扱っていたんですけれども、予算作成の段階でこちらで担当をと

いうことになりましたので、企画の方から移管してきたということになります。また金額に

つきましてはこれまで各区 10万円ずつ 50万円ということで交付をしてきましたけれども、

企画の方で実際にあまり活動していないというと怒られるんですが、そんなにかかってな

いような区もあるんじゃないかということで減額をされて各区 5 万円ということで予算を

立ててあります。それプラスで維持管理以外に特別に何かあったときに対応できるように

ということでプラス 10 万ということで、4 月以降ですがまた各区に照会をかけた段階で各

区の実情を伺いまして、それに沿ってベース 5 万プラス要相談ということで進めていきた

いと、こんなように考えておりまして予算額は 35万というふうになっております。以上で

す。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 引き続き文化センター費の関係について説明させていただきます。

まず一番最初に 1090文化センターの管理費でございます。文化センターの施設及び設備等

の維持管理に係わる経費でございますが、まず需用費の関係ですが、消耗品費、燃料費はガ

ス代、灯油代、軽油代等でございまして、光熱費そして修繕料は設備の維持管理に係る修理

代ということでほぼ例年並みの予算を計上させていただきました。役務費に関しましては

通信運搬費は文化センターにある所属する電話代すべての使用料、それと手数料に関しま

しては記載上のピアノの調律手数料、あと他施設の法定点検手数料等の手数料の関係でご

ざいまして、これもほぼ今年度も例年並みの金額を計上させていただきました。12 の委託

料の関係でございます。文化センターのそれぞれ設備に関する法定点検の手数料の関係、そ

れと運営に当たります夜間休日等の管理の関係の委託料等を計上したものでございまして、

昨年よりも 100 万円ほど多くなってございますが、主立ったところとしましては清掃業務

の委託料が総務課の方から見積もり等きた中で計上したものでございますが、来年度途中

で契約が再考になるということで新たな契約を結ぶに当たっての見積もりが約 45万円ほど

多くなってるというところが特徴として上げられます。続いて 13の使用料及び賃借料の関

係でございますが、文化センターで使っております複写機、FAX 等の印刷機等のリース料

の他、文化センターの駐車場として土地を借りている箇所の用地の借り上げ料等含めまし

てのものでございまして、50 万円ほど多くなっておりますがちょうど今年度印刷機が壊れ

て新たなものにしたということでほぼその分の上乗せという形になるかと思います。続い

て 14 の工事請負費の関係でございます。来年度は照明の LED 化の工事を今年からもやっ

ておるんですけども、引き続き事務所他を行う予定でございます。その他 2 階の男子トイ

レだけ洗浄のできるトイレではなかったのでその便座の交換工事ということで 181 万

4,000円を計上しまして、これにつきましては主要な事業の方でも説明をさせてもらってい

るところでございます。続いて備品の購入費でございますが、今年度は大判のプリンターが

平成 19年度に今あるのは購入したんですけども、ヘッドが故障等の関係で修理を出したか
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ったんですが、すでにもう年数が経ってるということで部品の交換が既にもう供給が終わ

ってるということもありましたので、新たな新しいプリンターを入れたいということで 65

万 3,000円を計上させていただきました。あとは 18はそれぞれの関係するところへの負担

金の関係でございます。合わせまして 2,776 万 7,000 円で昨年度よりも 653 万 8,000 円の

減となっております。続いて 1091 の文化センターの事業費の関係です。155 ページから

156 ページにかけてでございますけども、文化センターで行います自主事業の関係の運営

費、それと他課等で行います催し物、ホールを使っての舞台管理委託、運営委託の関係の委

託料が主な内容になってございます。報償費は自主事業等行う上での打合せの費用、需用費

につきましては印刷製本費、今年度よりも多いんですけれども、それにつきましてはちょう

ど町が 65周年ということもあってその記念事業に係るパンフレット、ポスター等の印刷代、

そして今年度から始まりました豊島区との交流のアンサンブルコンサートのとポスター等

の印刷製本費を計上したものでございます。一番下の広告料につましては自主事業を行う

上での広告料ということでございます。おめくりいただきまして委託料の関係でございま

す。最初の自主事業の委託料ということで主要の事業の概要の方の 32ページにも記入して

ございますけれども、新年度につきましては日本の太鼓 in 箕輪を継続して行うものと人権

講演会も規模を縮小しますが行うと、それと自主事業としては今のところ箕輪寄席という

ことで書いてございますが、著名な落語家を呼んでの演芸会を計画しているものでござい

ます。それと先ほどもお話しました豊島区との交流アンサンブルコンサートを行う予定で

おりまして、それにつきましては 411 万 5,000 円を計上したものでございます。その他舞

台照明、音響等の舞台屋さんにお願いする委託料を計上しまして、あわせて 1,176万 2,000

円の計上をさせていただきました。使用料、賃借料につきましてはそれぞれ催しものを行う

上での著作権料、特に音楽関係のものを行った場合についての著作権料が発生する場合が

ございますので、それを計上したものでございます。続きまして地域交流センター費の関係

を説明させていただきます。地域交流センターの管理費ということで、交流センターの維持

管理、設備等含めての維持管理に係る経費でございますが、需用費の方ですけれども、消耗

品費、燃料費につきましては灯油代等の燃料費が含まれております。合わせまして 261 万

8,000 円でございまして例年並みとなってございます。12 の委託料の関係でございます。

この施設の保守点検、清掃業務、その他もろもろの例年どおりの維持管理に係る委託料の関

係でございます。例年並の金額を計上させていただきました。使用料及び賃借料の関係でご

ざいますが、この項目で先ほどの文化センター管理費の方でも申し上げましたが、駐車場の

土地の私用用地の借上げというかの関係もそちらの方でも計上してあります。それとケー

ブルテレビの受信料ということで同額の 123 万 9,000 円を計上させていただきまして、合

計で 545 万 6,000 円、昨年度比 36 万 1,000 円減ということでございます。以上でありま

す。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小池スポーツ振興係長 説明をさせていただきます。同ページ 156 ページ 7 項 保健体
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育費の説明をさせていただきます。事業コードごとご説明をさせていただきます。1093 保

健体育総務費でございます。こちらにつきましてはスポーツ体育の活動につきましてソフ

ト事業に係る経費でございます。主なものをご説明させていただきます。01 報酬、報酬に

つきましてはスポーツ推進委員 12名の方の報酬や、それから会計年度任用職員お 2人の方

の人件費等になるところでございます。それから 07報償費、例年と違うところにつきまし

ては本年度ホームタウンになりました松本山雅のホームタウンデーにノベルティ記念品を

持ち出すというような経費を計上させていただいております。それから 12委託料の中でご

ざいまして、その中でプロスポーツの連携イベントということで山雅のスタッフをお願い

しましてサッカー教室、それからブラインドサッカー教室体験教室といったものを今のと

ころ企画する経費を見込んでございます。またフェンシングの競技力向上事業につきまし

ては、額が約半分ということにはなりますけれども、年間競技力の講習会の方も進めたり、

それから PR 委託ということで町の中にタペストリー、旗をつくりまして、小旗ですかね、

三角の小旗をまたかけていくようなそういった取り組みの経費を計上させていただきたい

と存じます。それ以外につきましては例年同様の大体支出を見込んでおります。めくってい

ただきまして 158 ページです。補助金の中の上段部、補助金の中のフェンシングのまちづ

くり事業補助金につきましては、昨年より 20万減額をし 340万ということで計上しており

ます。これにつきましては昨年で地域活性化センターから大きな助成金の方がなくなりま

して三つの大会を同一会計、それから効率化を図るという中で、残念ながら令和元年度は中

止になってしまいましたけれども、20 万円減でも大体できそうだという見込みの中から補

助金の方を節減に努めたところでございます。続きまして 1098スポーツ振興事業費、これ

につきましては新設コードでございます。なぜ新設にしたかと申しますと toto 助成の監査

の方が入りまして、toto助成のお金を十分財源として充てているんですけども、これだけで

特化しなさいというようなご指摘ありまして、実情スポーツ振興事業費はみのわナイトウ

ォーク&ランに関する予算を集約したものでございます。これにつきましては本年度 704万

9,000 円というような形になっておりますが、前年度はちなみに 795 万 9,000 円くらいで

したので、今年度例年同様の昨年同様のイベントを予定しており 55万円ほど経年による経

費削減ができるのではないかなというふうな形で考えております。1094 屋内体育施設の管

理費でございます。こちらにつきましては、体育館、ながたドーム、屋根のある体育施設で

すね、そちらの関係のハードものの管理委託料でございます。こちらにつきましては 10の

需用費から 13 の使用料及び賃借料までほぼ例年同様でございます。1095 屋外体育施設の

管理費でございます。こちらにつきましてはグラウンド等の管理費でございます。こちらに

つきましても昨年同様の管理費を計上しておりまして、めくっていただきまして 160 ペー

ジでございます。こちらの 14工事請負費の中で上古田グランドの照明設備等、他のグラン

ドも含めますけれども、電球玉切れ、それから殺虫器等が壊れているところの修繕工事を 76

万 8,000 円で見込んでいるところが主なところでございます。最後になりますけれども同

じく 160ページの 1099体育施設整備費でございます。こちらにつきましては新設のコード
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でございます。また主要な事業のところにも記載があります。昨日も現場を見ていただいた

来年度のメインの事業でございます。こちらにつきましては 1 億 5,902 万 8,000 円という

ことでございまして、こちらにつきましては委託料で体育館の施工管理、現場の管理、それ

から 14 工事請負費としまして藤が丘体育館、すみません、6,754 万円の予算です。それか

ら、社会体育館につきましては 8,815 万 8,000 円といった今のところ予算の見込みでござ

いまして、これ以内で設計を仕上げるように今努めているところです。戻りましてすみませ

ん、以上の計でございますので、156 ページに戻っていただきまして、07 保健体育費の本

年度は 2 億 1,261 万 7,000 円ということで昨年に比べて 1 億 3,038 万 1,000 円の増という

ような形になっております。先ほど申し上げましたように 1099 の体育施設整備費が 1 億

6,000万円ほどですので、それ以外の部分につきましては節減見直し等も努めながら、予算

編成をお願いしたいところでございます。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 担当課からの説明が終わりました。質疑に入りま

す。質疑ありませんか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 2点お願いします。155ページの一番上ピアノ保守点検業務委託料と

いうことです。たぶんこれ昔からあるピアノなんですけれども、これ現在保存状態というの

はどんなもんなのか。私ちょっとピアノのことあんまり詳しくなくてあれなんですけど、簡

単に言うと変わらず使えるものなのかどうなのか、というのが 1点と、あともう一つ。157

ページのプロスポーツ連携イベント実施委託料なんですけれども、これの詳細をちょっと

お尋ねしたいんですけども、予算編成方針で松本山雅 FCをはじめとするプロスポーツクラ

ブとの連携っていうのが掲げられてまして、これがこの事業になるのか、あとはじめとする

って書いてあるということは他のプロスポーツ団体も何か具体的に考えているのか、とい

うところを教えていただきたいと思いますけども、お願いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 まずピアノの関係についてのご質問についてお答えいたします。資

産運用につきましては開館以来使っている大切な町の宝でございまして、毎年こういう形

で予算をつけていただいて保守点検、事業の度に調律をかけているという中で、毎年何かし

らの形で手は入ってる形でございますので、手を掛けておりますのて、今後も手を掛けてい

けば十分に使えるということで業者さんからは意見を伺っておりますので、今のところは

問題なく使えているということでございます。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小池スポーツ振興係長 157 ページ、12 委託料の部分でプロスポーツ連携イベント実施

委託料ということで、今のところ松本山雅さんの方からスタッフを出していただいて、先ほ

どご説明しました子どものサッカー教室は考えております。それからブラインドサッカー

協会という協会がございまして、そういった協会へは山雅さん経由でお願いをするという

ような形の中から、等といった表記をさせていただいております。なので主に山雅さんから

派生したそういったところに出すというような意味で、きっとご質問では例えばグランセ
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ローズさんとか、VCトライデンツさんとか、そういったところとのつながりを考えている

のかというようなご質問のニュアンスかなというふうに思われるんですが、まだ具体的に

そちらについては検討が、検討というか、交渉が特に進んでおりませんので、またそういっ

たお話があれば、予算の範疇の中でまた連携できるものは模索していきたいなというふう

に考えております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 156ページの委託料のとこなんですが、一番上ですが落語家を呼ぶとか

そういうような話もちょっと聞かれましたので、具体的にはどのような形で組んでいるん

でしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 まだ契約とかそういうところの話まで具体的にいってませんが、（聴

取不能）で実は業者さんとの話もしている中で、本決まりではございませんが、ここだけと

いうことで、その来る人の本人のスケジュール的問題もあったりしてちょっと公の公表は

避けてほしいという話は実は聞いておるんですが、毎週日曜日の夕方笑点という番組をや

っておりますが、そこでいつも毒を吐いている三遊亭円楽さんをメインということで調整

を今しているところでございますので、場合によっては人が変わるかもしれませんが、一応

そこら辺ということを見込んで今交渉等しているところでございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。 

○中澤議長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 153ページのですね、古田人形保存事業補助金のことであります。保存

会が解散ということで、その後保存会でしたよね、確か。子ども達はそのまんま、地元の。

新聞報道で見たところによると少し何か変化があったということで今後どんなふうにされ

ていくのか。 

○中澤議長 係長 

○柴文化財係長 ちょっと紛らわしくて大変恐縮なんですけれども、保存会はそのままご

ざいます。上古田地区を中心とした皆さんの有志による人形の保存ですけども、今回ちょっ

と解散の運びとなりましたのは古田人形芝居振興協力会という会がありまして 12年目、再

発足して 12年になるんですけれども、広く何といいますかね、会費を 3,000円お一人 3,000

円、企業 5,000円ということで払っていただいて、その寄附をいただいたお金を基に、例え

ば後継者育成支援だとか、物品の整備だとか、そういったところに支援するという金銭面で

支援する会です。ここ 12年毎年 40万から 50万ぐらいの出入りの、多いとき最初にやった

ときなんかは一人でそれこそ 40 万とか 50万寄附してくださった方がいて 100 万近くなっ

たこともありますけれども、そういった中でですね、指導の手当だとか、それからクラブ活

動の T シャツを買ったりだとか、物品を整備したり、あるいは昨年淡路人形財に来ていた

だいて公開活動ができたということで、概ね当初の目的を達成できたんではないかという

ことで、ここで解散することになりました。解散に当たりまして、その理事会でご意見が出
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たのが今まで通学とかの指導に手当を支給していたんですけれども、振興協力会がなくな

ることによってそこが薄くなってしまうと困るということがありましたので、そこを配慮

いたしまして、そのとおり振興協力会に出していた額のままではないんですけれども、そこ

を考慮して指導手当分も確保した補助金にしたいということで、5万円を上げさせていただ

いて計上したと、そんなような形になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 146 ページの工事請負費と 10 番の需用費のとこですか、それは 14 番

の先に、14 番の遊具の撤去工事ってのはどこのことをいっているか、っていうこととその

10番も含めてちょっとお願いしたいです。修繕の方も。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 ただいまの質問についてお答えいたします。まず 14の方の撤去工事

の関係ですが、具体的には中原の津島神社脇にあります公園ですが、そちらにある遊具、電

動ライドという何か子どもが昔それこそ遊園地とかで乗ったような、お金を入れて乗るよ

うな遊具が実は 1 台ありまして、ただ置いてあるだけということもあるんですが、それが

大分破損してきて乗ったりすると、やっぱり手傷つけたりとかということも可能性がどう

もあるということなので、それを丸ごと撤去したいということと、あとは松島ですが、日の

出新町のブランコ 1 台と鉄棒 1 脚、これが大分曲がったり、ふちの所が溶接が取れたりし

てて非常に危ないということがありまして、これも点検のとき指摘をいただいたものでご

ざいまして、これを撤去したい。それと同じく松島の坂井にある八幡神社の滑り台がちょっ

と古いということでそれを撤去したいと、あとは最後に木下の南新町の集会所の北側にあ

ります公園のやはり鉄棒が非常に曲がっていて危ないということでそれを撤去したいとい

うことを考えております。その次の修繕料の関係でございます。その他点検でいただいたも

の何点かございます。具体的にはちょっとまだどれを優先的に直すかということはまだ決

めてないところもありますけれども、危ない、要するに溶接が少し取れかかったようなブラ

ンコですとか、台がやはり腐りかけてるブランコの座面の面ですね、後鎖とかそういうもの

をじょじょに直していきたいということで、またそれについてはそれぞれの地区で実際に

は管理されている地元の皆さん、区の方たちにも意見を聞く中で、優先的に修繕の方進めて

まいりたいというふうに考えております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。松本委員 

○８番 松本委員 この修理の方なんですが、点検はしてるとか、定期的に。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 先ほどもちょっと早口で説明が足りなかったかと思いますが、ちょ

うど今年度定期点検 2 年に一遍のやっておりまして、その結果が出ましたので、その結果

に基づいてということであります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。入杉委員 

○６番 入杉委員 諸収入のところの 34ページの文化センター自主事業入場料というとこ
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ろありますけれども、このコロナウイルスによって計画していたものが中止になるような

ものはございませんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 コロナウイルスはここ年明けてからの話でありまして、現在文化セ

ンターの方で計画してる事業は（聴取不能）で考えるのはございませんし、この来年度考え

ている先ほどお話しした箕輪寄席等のものについては、要するにやはり 11 月 12 月辺りを

予定しておりますので、まだ先の話でございますので、特に大きな対策等はとってございま

せん。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 今現在影響しているものはないということで。 

○赤松生涯学習係長 はい。ないということで。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。中村委員 

○１２番 中村委員 先ほどの 146 ページの公園の関係のところですけど、土地の賃借料

323 万 4,000 円、これは町では何ヶ所くらいあって幾らくらいから幾らくらいの賃借料に

なっているのか教えていただきたいです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 ただいまの質問ついてお答えいたします。今町で児童遊園の土地の

賃借料をしている箇所につきましては 8公園、八つですね、になります。面積に応じての単

価ってのはまたいろいろあるかと思うんですけれども、面積もばらばらなところもありま

すので一概に何と言えませんが、高いところからいきますと約 2,000㎡、2反歩ですね。（聴

取不能）85 万ほど年間ですね。それから大体面積が 1 反歩程度のものですが約 30 万円く

らいの賃借料でございます。 

○中澤議長 よろしいですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。中村委員 

○１２番 中村委員 151ページの図書館のところの新図書の購入額ですけども、500万く

らい、ちょっとあんまり知識がないのでわからないんですけど、500万くらいっていうと何

冊くらいになる。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○笠原図書館係長 単価によって異なるところですが、概ね 3,000です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。なければちょっと私の方から 3

点ばかお聞きしたいんですが、一つは西部中に旧処理場を使って収蔵庫のというか、あれを

つくるということですけれども、三日町とかそういうところは整理して、そこに集中、長岡

はありますけれども、集中するということでしょうか。そこら辺のところお願いします。そ

れが一つともう一つ図書館事業費のとこですけれども、去年よりも 39万 3,000円減額にな

ってるんですけど、この主な理由はどんなものかということをお聞きしたい。その 2 点で

す。お願いします。係長 
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○柴文化財係長 1 点目の西部中処理場を収蔵庫にすることによって他の収蔵庫はどうす

るかということですが、現在博物館の本館以外に旧長岡保育園に民俗資料と図書資料が置

いてあります。それから三日町の公民館の隣の農業倉庫の方に考古資料と大槻一二さんの

作品 30点くらいが置いてあります。それ以外に、上古田の旧教員住宅の方は古田人形芝居

保存会に貸していて、古田人形の関係の道具等が置いてあります。博物館本館だけではとて

も入らないので、外の倉庫を借りたり、使ったりしてやっておりまして、今度収蔵庫にした

いと思っている西部中にはですね、主に考古資料とそれからできれば空調を入れられば博

物館で入り切らない文書資料とか、絵画資料とか、そういったもの、それから埋蔵文化財の

整理作業する部屋が今あそこにプレハブがあったんですけども、何でしたっけ、産業支援セ

ンターができたことによって今なくなっちゃっていますので、その作業する場所も確保し

たいということで、事務所を使いたいと思ってます。ですので、西部中においては一番多い

のは考古資料と考古整理の関係がしたいということなので、今考えてますのは三日町にあ

る考古資料全部持ってきたいと、それから三日町の方は空にして実は三日町の方は、町に建

物は町に譲っていただいてありますが、土地の方は賃借ということで年間 36万ぐらい支払

いをしています。ですので、そこを返せればですね、支出もなくなりますのでまだちょっと

これからなので所有者であります三日町生産森林組合さんにまだ話はしてないんですけれ

ども、今後向こうの整備と並行して話をしていって、三日町の方はお返しをしたいというふ

うに考えています。長岡の方はちょっと町の所有している建物でもありますし、長岡のもの

まで全部西部中へ持ってきてしまうともうそれだけでいっぱいになってしまいますので、

今後も資料が増えるということを予想いたしまして、長岡と中原の西部中の処理場を外部

施設として位置づけたいというふうに考えております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○笠原図書館係長 それではお尋ねの事業費の 39万 3,000円の減の内容について申し上げ

ます。一番大きいのはデジタルアーカイブでございまして、2 年度は 19万 3,000円でござ

いますが、元年度の予算におきましてはアーカイブした資料が 2 冊ございまして、直江津

遭難に関するものと満蒙開拓団のものと 2 冊ございました。本年度は大下宇陀児の特別展

の資料ということで、ボリュームが大分変わってまいりますので、そこのところで 38 万

3,000円の減となっております。あと報償費の謝礼を 1万円減額してございます。以上が内

容でございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければ、質疑はこれで終了いたします。討論を行

います。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは議案第 17号 令和

2年度箕輪町一般会計予算について採決をいたします。ただいまの議案第 17号 令和 2年
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度箕輪町一般会計予算、文化スポーツ課に係わる部分に原案どおり決定することにご異議

ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め、可決すべきものと決定いたしま

した。その旨本会議で報告いたします。これで文化スポーツ課に係る分については診査を終

了いたします。ありがとうございました。 

【文化スポーツ課 終了】 

⑦請願・陳情 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは委員会を再開いたします。陳情受理番号 1

の国に対して「国民健康保険料（税）引き下げのため国庫負担の増額を求める意見書」の提

出を求める陳情書について審査を行います。審査を始める前にこの国保の構造というかに

ついて国保運営審議会の委員でもあります寺平委員ですので審議を始める前に簡単に説明

をしていただきますので、お願いいたします。 

○１３番 寺平委員 まず昨日予算審査で配られた資料 2 の国保の資金の流れってお持ち

ですか。資金の流れ、昨日の予算審査で担当課から配られた。簡単に説明します。大まかな

流れなんですけれども、国保料の決まり方なんですけれども、資金の流れの一番右側、国民

健康保険特別会計の歳出の納付金のところを見てほしいんですけど、国保事業費納付金 5億

3,340万円ということで、まず最初に県の方からこれだけ納付してくださいという金額が決

まるんです。これが今回で言うと 5億 3,000万円。それにあわせて歳入、国民健康保険税っ

てのは決まってきます。歳入の方ご覧になっていただきますと 4 億 4,400 万円という形で

決まってきます。これの県にどれだけ納めなきゃいけないかっていう金額はこれ決め方が

あって、その地域の所得水準や保険者数、世帯数、また医療費をもとにしてもう決まった計

算式でこれだけ箕輪町さん納めてくださいというのが決まってきます。それに応じて箕輪

町としては保険税を決めるんですけれども、決め方としては、まず最初に陳情の方にも出て

くるんですけれども、所得割、均等割、平等割、所得割というのは所得に応じた金額、平等

割というのは世帯ごとに一世帯幾ら、均等割ってのは一人幾ら、世帯に応じて 1 人なら 1

人、3人なら 3人、人数に応じて金額が決まってきて、その合算がその世帯に請求されると

いうのが国保税の仕組みで、保険料率の決め方なんですけれども、その市町村によって基金

を使ったりして若干安く請求したりするというのがあります。という形で、これまでの流れ

ですと、県知事会からやっぱり格差があるということで 1 兆円の公費投入をして、とにか

く負担を下げてくださいよという要望が出された経緯がありまして、それに対して国は若

干の取り組みがあるんですけど、これがお配りした資料なんですけども、これの 2枚目、2

ページ目、年間 3,400億円の財政支援ですとか、保険者努力の支援制度の根本的強化という

形で、要は簡単に言うと弱者支援の取り組みがなされて、あとプラスするとその市町村で努

力してお医者さんにかかる人が減ってくれば保険料が減ってきたりとか、またはそういっ

た努力することによって減るような仕組みを今構築しようとしている中ですと。それに対
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して今回の陳情が出てきたという形になってきております。あとは歴代国保の運営委員さ

んがいらっしゃるんでちょっと補足があればよろしくお願いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 簡単にあれですけどもう一つ経過がありまして、

平成 30年度から今までは各国保の財政的に回していたのはそれぞれの市町村だったんです

けれども、平成 30年度から長野県、県に財政の部分は一本化されたわけです。これ国全体

がそういうことで動いていたんですけれども、平成 30年度から、その財政の部分は長野県

にっていう統一されて移ったということです。それで長野県は国保税、国保運営してくため

に市町村から国保事業費納付金というのをそれぞれ集めて、それとあと国とかからの補助

金も含めてそれで財政が成り立っているということです。それまでは各市町村ごとに決め

ていたので結構でこぼこがものすごくあったんですよね。それで危機を持っているとこと

か、そうじゃない財政的にも危機も何もなくて、あと市町村から法定外のいわゆる繰出金と

いうのを出してもらってそれでなんとかつないでいたというとこも結構あって、あの凸凹

があったんですけど、その県に一本化しようというのはその凸凹をなるべくなくそうとい

うことも一つの目的だったんだと思うんですけど、国全体でそういうことで、県に、都道府

県に、国保の運営が移ったいうことです。それでそういうわけで 30年度からですので、今

なったばかりということです。今凸凹をまだとてもそれが平らになるような、期間的にそん

な状況ではなくてまだ相当に凸凹がある状態のようでありますけれど、それを県全体とい

うことで調整をしながらなるべく凸凹を減らしていくという今段階で、今年で 2 年目にな

っているということです。ちょっと補足ですけどそんなことで今寺平さん配っていたこの

令和 2 年度の国保の国の状況ですけれど、これは 3 年目になる部分の資料ということだと

思います。釜屋さん何かその前のいいですか。はい。そういうことで構造的な部分はそうい

うことですので陳情書を見ていいと思いますので、それで審査を始めさせていただいてよ

ろしいですかね。それでは陳情の審査を始めます。それじゃあ事務局の方でお願いいたしま

す。局長 

○田中議会事務局長 陳情書を次長から朗読をさせますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 次長 

○小松議会事務次長 陳情書 受理番号 1番 朗読 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 今の事務局の方から朗読をしていただきました。

この陳情書についてそれぞれご意見をいただきたいと思います。ので、意見のある方はあり

ますか。先ほどの説明していただいた国保の構造的なこと、部分も含めてありますので、そ

れぞれ皆さんからご意見をいただきたいと思いますので、こちらのこういう順序でいきま

す。それじゃあ、釜屋委員 

○４番 釜屋委員 この 30年度の国から県への移管の折にはですね、各団体、健保組合と

かそういう協会けんぽも含めた団体からの要望、要請が出て、そしてそれを飲んだ形で 30

年度の県に移管した形でスタートしておりまして、その中には、検討の中に各全国の知事会
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の代表ですとかですね、市長会の代表、全国町村会の代表も含めた中で決まって 30年度か

らスタートしているわけです。そしてまだ 30 年度ですので、まだ 2 年ほどしか 1、2 年し

か経っておらない中で、国としてもその要望を飲んだ上で決まっている現状でありますの

で、ここで要望を出すっていう時期ではないのではないかなというふうに思っております。

国の努力も、要望も受けた上での努力をしておりますので、時期ではないと、そんなふうに

思っております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 陳情書なんですけれども国民健康保険料を引き下げる努力というの

はこれ反対する人はいないと思うんですけれども、ちょっと今回陳情書を見ますと公費 1兆

円の導入につきましては、これ平成 26年前の制度の時に知事会が要望してて、その結果ひ

と先ず毎年 3,400 億円の公費投入というのがもう始まっているというのが 1 点と、全国知

事会がこれ要望しているというふうに言ってるんですけれども、去年の最新の様子を見ま

すと知事会は協会けんぽ並みの負担率にするように求めるんじゃなくて、どちらかと言う

と財政基盤を延長、安定化してくれ、あとは市町村が取り組む医療費引き下げによる負担が

下がることに対しての公費を投入してくれと、若干知事会が求めているものと変化してい

る中で、ちょっと今回の意見書はその前の前提の要望が入っているんで、私はちょっと保険

料引き下げる努力とか、こういったものについて反対するところではないんですけれども、

若干この意見書の背景というのがちょっと前の段階のものなので、若干ちょっと精査が必

要なのかなというのは今の段階でちょっと思います。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 私少し前段のお二人よりは勉強の時間が少ないもんですから、この国

保に関することに関しての勉強がもう少し時間をほしいというのがまず 1 点ですね。それ

はどういうことかと言いますと、協会けんぽとか、組合健保っていう実態のこともよくわか

っておりませんし、この 1.3倍、1.7倍の数字もよく根拠的なものが明確になっておりませ

んし、それから先ほど寺平委員のご説明の中の投入額というものの反映した数字がこの意

見書の中にも見当たりませんので、やはりここは、ここでちょっとこのことについてもう少

し委員全員がこのことについての内容の把握をきちんとしてからでないとこの陳情に対す

る委員会としての結論は出さずに、これは継続審査にした方がよろしいかなというふうに

思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 私も協会けんぽに入っていた時期、退職したあとですね、しばらくあり

ましたけれども、それからやはり私も国保になったんですが、やはり国保についてはですね、

特にこれから高齢化が進むというような状況の中で、それから今経済状態がですね、非常に

不安定になってきてるという状況等を踏まえてですね、やはり長い目で見て、こういう要望

は出してっていいんじゃないかというふうに思います。国庫支出金を抜本的に増額という

ようなことについて、出してもいいというふうに思っております。 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 その 30 年度のちょっと前にいわゆる箕輪町は、いわゆる 13％上げて

いるんですよね。多分小出嶋さんの頃だと、別に小出嶋さんを責めてるわけじゃないんです

けど。新聞の報道によりますと 13％を増やしてるというふうに書いてあるんですが、これ

をちょっと読みますと本年度の決算見込額は 12月現在で約 1,600万円の赤字だということ

なんですね。2014年末から取り崩してきた 1億円の基金は今年度で予算が、残高がなくな

っています。医療費の伸びを加味して来年度は歳入が 28 億 600 万円、歳出は 28 億 9,300

万円を予想、約 8,700万円の赤字となり、依然厳しい財政が続く見込みということで書いて

あります。それで一般会計から法定外繰り入れもってことで、法定外繰り上げが記事が書い

てあるわけですが、約 6,000万円を確保し、不足分を一般会計から法定繰入で補うというこ

とで値上げがされたわけですね。そうすると昨日も私委員会の中でね、聞いてみたんですが、

国保の一般会計繰入金の、国保への繰入金はどのくらいですかと言ったら 1 億 6,548 万

7,000円を繰り入れているという回答ですよね。それとあと、ここの私のところに資料が幾

つかあるんですが、17 年度の資料が私のところにありまして、それで今町担当課に聞いて

みましたら、調べていただけるということで 19年度まで出していただきました。箕輪町の

場合は交付対象者が 3,372世帯になります。それと滞納世帯が 17年度で 447世帯だそうで

す。ちょっと先戻って公布済が 17年度が 3,372世帯で、18年度が 3,157世帯だそうです。

それで滞納世世帯が 447世帯で。18年度ですね、が 239世帯発行世帯ってのは短期保険証

をきったっていう意味ですね。短期保険証をきるんですよ。滞納してるからね。それが 17

年度は 159 件で、18 年度は 64 件だそうです。それで発行率が 17 年度が 35.6％で、18 年

度が 20.3％という結果が出てるんですね。ですので、何を言いたいかというのは、いわゆ

るこれだけの困ってる方がいて、それで何とか安定した個人負担にしようということにな

ると町からはこれだけの金額が出てるわけです、さっき言ったね。1億 6,500万以上の金が

町から出てるわけですね。それをどうしても軽くしたいと、だからここに 1 兆円って書い

てるんですが、これを軽くしないとさらにまた町の負担が増えてくということですので、私

はこの意見書を出すべきだということです。あまり私がしゃべっちゃうとあれですので、委

員長。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 中村委員 

○１２番 中村委員 私は松本さんのように細かい資料は持っていないので、例えば所得

が 200 万のときに国保税だったら幾らで、他の協会けんぽだったら幾らとか、そういう具

体的な数字の差額とかもまだ把握していないので、今早急にどうだこうだと言われてもち

ょっと色々な資料を持っていないためにどっちにしたらいいか、はっきり答えられないよ

うな状態なので、私もどちらかといえば入杉委員と同じようにもう少し資料等検討した上

でどちらにしたらいいか、考えさせていただきたいという方向でお願いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 今それぞれからご意見をお聞きしました。それぞ

れご意見をお聞きしましたが、今出していただいてご意見にそれぞれ自分たちのご意見あ
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ると思いますので、今聞いたところで何かご意見ある人は出していただければと思います。

釜屋委員 

○４番 釜屋委員 寺平委員さんがおっしゃった全国の知事会と、要するに健康保険の組

合ですかね、国保の制度を全部統括している健保制度改善強化全国大会というのがあって、

そこの決議として令和元年度の 11 月、去年 11 月に出された要望書決議があって、その中

にやはりここに書かれていることが抜本的な改革にはつながるっていうふうには書いてな

くて、例えば医療保険制度一本化を把握しなさいとか、それからですね、例えば今の時代に

あった会計制度、オンライン資格確認システム等の構築に向けとかっていう、そういう新し

いあり方を模索している決議文だったってことがわかったわけですけれど、だから単なる

国費を、公費を助成を増やすっていうことじゃなくてもうちょっと抜本的なものっていう

のは意味がね、お金を投入するだけじゃないですよというところで、少し研究させていただ

ければどういう事例が考えられるのか、町とすればいただければそれはそれで越したこと

はないでしょうけれど、意見書の提出っていうかね、そういうものについてもちょっと考え

直した方がいいかなんていうふうに思いました。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 今意見ありました松本委員さんお聞きしたいんだ

けど、さっきの町の負担をしてるっていう額はこの資料 2 のところの金額ということだよ

ね。さっきの数字、数字幾らだったっけね。 

○８番 松本委員 1億 6,548万 7,000円って昨日言ってましたよね。担当課で。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 2年度じゃなくて。 

○８番 松本委員 昨日のあれで、2号議案の 8ページ、一般会計繰入金で私が質問したの

に対して。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 補正予算。 

○８番 松本委員 そう、補正予算。そういう回答が出たもんで今その金額を言ったことで

すけども。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 わかりました。それはさっき新聞記事を読んでい

ただいたけど、そこでいわゆる法定外の繰り入れをしてるっていうが多くなってるという

書いてあるんですけど、その繰り入れではないということは承知しておいてください。法定

外のその繰り入れ、財政がうんと逼迫してるので法定外で繰入れをしてない、昨日説明をし

ていただいたのはみんな、今のところはそれは当然法律で決まってるやつが繰入れてると

いうだけで、当然国の補助金が多くなれば、それは少なくなるということだと思いますけど。 

○８番 松本委員 値上げの理由は先ほど言ったようなね、記事に書いているあれで、私が

読み上げたやつですけどね、これですけどね。 

○４番 釜屋委員 いつの記事なの。 

○８番 松本委員 2017年の 1月 25日。だから県からあれするちょっと前だよね。 

○４番 釜屋委員 そうすると前の参考になるかどうか（聴取不能） 

○８番 松本委員 私はそういうこと言ってるんじゃなくて、そういうこと言ってるんじ
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ゃなくて、いわゆる前倒しをしたと思うんですよね。他の市町村は県から移行されてから値

上げしてるんですよ。箕輪はその年 30年度だったっけね、そのあと値上げしてるんですよ。

箕輪でそれでしなんだわけ。しなくてもここでもうしてるもんでね。だから 6,000万円を、

不足分を一般会計から法定外でやってもこんだけ上がっちゃうっていうことを言ってると

思うんですよね。だから国からね、1兆円をというのはこの理屈に合うかなと。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 何かご意見、質問でもありますか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 今回陳情書を受けることによって問題が提起されたわけですので、

ここで結論出すことなく、まず 3 カ月くらい調査をして、調査というのは箕輪町の実態で

あるとか、また知事会、市長会、町村会といったところがどういった要望を出しているのか

とか、これいろいろ、この会期中にいろいろ調べたんですけど、各団体がね、やっぱりさま

ざまな提言を出している中で箕輪町にとって最も最適な方向性を出していくのが一番いい

かなとは私は思うんですけれども。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 今言ったことに対するね、私のそのあとなんですが、国の財源というの

は純利益をね、19 兆円からね、45 兆円へ 2.3 倍も増やしてるんですよね、実際は、国は。

だから 4 兆円も減税されてきた大企業、大企業には 4 兆円減税してたんですよ。だから財

源はこれだけあるっていうことですね。45 兆円の財があるんですよ。だからそれの 1 兆円

をこっちへ向けるっていう話だけなので、十分国は困らないです。という私の見解です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 私もやっぱり検証もやっぱり必要で、要は国もその（聴取不能）1兆

円投入せよという知事会の要望を受けて 3,400 億円の追加的な財政支援というのも行って

いるわけで、これが例えばやっぱり足りるのか足りないのかっていう検証というか、検証と

いうか自分たちの意見も持たなきゃいけないと思うんですけれども、これで足りないって

ことになれば増やすべきだという意見書を出すべきだし、そういったのも含めて各種対策

が行われているので、十分か不十分か、十分でないのかっていうやっぱりその検証もしてど

ういう方向があるのかというのも考えていかなきゃいけないと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 昨日の委員会の中で私一つ、もう一つ聞いてるんですね。資格証を何人

にきってるんですかという質問を私してます。そしたら 8人にきってるっていうんですね。

資格証っていうのはいわゆる保険証の期間ってのは 1 年なんですよね、国保の場合は。そ

れで 1 年払わないと 1 年間滞納しちゃうんですよ。それをね、資格証をきられちゃうと困

ってて払えないでいる人を、いわゆるさらに困らしちゃうってのは資格証なんですよね。資

格証をきられるとどうなるのかって言ったら保健証取り上げられちゃうんですよ。取り上

げられちゃうってことは 10割払わなきゃいけないんですよね。だから医療費に例えば医療

費に 1 万円掛かったとするじゃない私が、風邪か何かでかかった場合ね。そうすると 3 割

負担なので 3,000円負担すればいいんですよ。ところが 10割負担だと 1万円負担しなきゃ
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いけないんです。だから私何回か 2 カ月に 1 遍今治療受けてるんですけど、保険が効いて

ても 1 万 4,000 円ばか払ってくるんですよね。それの 10 倍って 10 何万もその人によれば

払わなきゃいけない。糖尿病みたいにね、注射を打ってるとかね、そういう人はものすごい

金額らしいんですよね。それを 10割負担にしてしまったらね、これは大変だということを

関係者言ってました。だから資格証きられるというのは大変です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありますか。入杉委員 

○６番 入杉委員 資格証を切られた人の状況だとかですね、滞納者の状況というのが本

当に貧困によるものなのか、というところも検証するべきと私は思うんですね。それはちょ

っと私もいろいろなケースバイケースを把握しておりますので、ですから、もちろん松本委

員のおっしゃるね、貧困低所得世帯の方がっていう意味はわかりますけれど、そのことだけ

にとらまえて、この意見書をっていうところはもう少しやはり慎重に見るべきと、それから

低所得者に対する対応っていうのは国保だけの問題ではないと思うんですよね。ですから

もうちょっとやはり私は検討が必要と思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 同じようになっちゃうんですけども、やっぱりこの陳情書ってのは

あくまでこれ全体的な要望になりますので、やっぱりこれ箕輪町の実態を反映したものに

した方がいいと思うんですよね。その中でやっぱりただ今の資格者証のお話もありました

し、国保運営協議会では滞納者の動向についての動向の質問やっぱり出るんですけども、や

っぱり短期の人が多いという答弁なんですね、短期の人で 1カ月、2カ月滞納してる人はい

るけれど、長期にわたって深刻な事態というのはないという話だったんで、やっぱりその辺

も含めて実態調査をして、どうにもこうにも払えないというそういう実態という話があっ

て、なおかつそれが箕輪町でやっぱり広がっているということになれば議会としても考え

なきゃいけないですし、私も別に引き下げに反対っていうわけじゃないんです。要は今回問

題提起を、これは陳情を受けたことにされているので、やっぱり 3カ月くらい真剣に勉強、

国の制度も勉強する中で箕輪町も、箕輪町の状況を把握した上で、方向性を出す、3カ月っ

てのはそんな決して長い時間じゃないと思うんで、実態を把握した上で箕輪町に合わせた

意見書にするなり、判断するってのが一番妥当なのかなというふうに思いますけれども。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 意見ありますか。松本委員 

○８番 松本委員 短期保険証というのはね、滞納してるんですけども資格証をね、きらな

いように優遇というか、その貧困の人たちを救ってやるために、いわゆる 3 カ月だけ保険

証をやるってのが短期保険証なんですよ。だから 500 円でも入れてもらえばって町が、私

が言ってるんじゃないですよ。町の担当課が言うには短期保険証というのは滞納してる人

にね、500 円でも入れてもらってね、それで 3 カ月に 1 遍切替えるような形、本当は 1 年

あるですよね。それが短期保険証なんですよ。それが先ほど言ったように 17年度は 159人

いたんだよね。ここには発行って書いてあるんですよ。発行してるの。それで今回は 64人

に、4件に発行しているんです。そうですよね。だいぶ発行があれですよね、人口が変わっ
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てきたせいじゃないですかってさっき下では言ってましたけどね、ちょっとその辺は私も

よくあれですけど、滞納数が 447 人に対して 239 人、だいぶ減ってはいますよね、という

ことです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他の委員さんはどうですか、今の寺平委員の意見

に対して。松本委員何か意見あったら言ってください、いいですよ。いいですか、はい。あ

ります。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 今松本委員がおっしゃったことに対していいですか。すみません、この

国保、国民健康保険っていうのはもう半分が低所得者のために、例えば 3,400 億円の中の

1,700億円、これが低所得者対策の強化のために自治体への財政支援を拡充をしているって

いうところであります。ですので、前より先に下がっているとか、前より下げたとかではな

く、手だてがされているんですよね。だからそこを個人の事情によってそういう短期証の場

合もあるでしょうし、ありますけれども、そのバランスですね。国が支援はしていると、そ

ういうところの努力は私はあると思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員はどうですか、今の寺平委員の意見に対

して。 

○５番 唐澤委員 現状というかですね、今のところ私さっきも申し上げたんですけど、や

はり将来的な状況を見据える中で出していってもいいというふうに、そういうことですね。

現在、町の状況がどうかっていうよりも、もう全体的な状況を見るとやはり心配なところが

あるわけでという、そういう私は考え方です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 中村委員はどうですか、今の寺平委員の意見に対

して。 

○１２番 中村委員 一応やはり先ほど入杉委員も言ったんですけども、払えないでいる

人が実際にもしかしたら私よりいい車に乗ってるかもしれないし、そういう実情ってのは

全然わからないので、ちょっと今ここ 1 週間だか 2 週間だかの間で提示されたことについ

て、早急に判断するってことはちょっと私は出来ないので、もう少し色々と勉強させていた

だく時間が欲しいと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員は寺平委員の意見に対してはどうですか。 

○４番 釜屋委員 もう少し時間がほしいとは私も思います。それともう一つです。この文

章についてですけれど、半分より下の方で全国知事会、市長会、全国町村会など地方団体も

国保を持続可能とするために、国民健康保険の国庫負担の増額を政府に要望し続けており、

公費を 1 兆円に投入して国民健康保険を協会けんぽ並みの負担率にするよう求めています

っていうこの文章っていうのは、要するに決議にされた、それには一切入っていないわけで

す。だからその辺のところは抜いても国庫の負担を増やすという意味では拡充を行うこと

っていうふうにはなってますが、この辺の文章もその必要はないとは思いますし、もうちょ

っと時間が必要かなとふうに思います。ちょっと話が飛びましたかね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 今この陳情の審査というですですが、今寺平委員、
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入杉委員もそうですけれども、もう少し時間が欲しいということはこれを審査の時間をも

う少し増やす必要があるかというですか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 要するに継続審査をした上で、勉強会なり、各自が地域に持ち帰って

実態を調べたりとか、またこの文書に照らし合わせた統計的なものとかを調べた上で判断

したらいいかなと思って、簡単に言うと継続審査が適当かと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 それとですね、やはり自治体それぞれで実態の内容が違うと思うんで

すよね。だからそれを一律にどうしろっていうことはなくて、やはり私たち委員はもう少し

我が町の状況を、実態を知ってから、それでもなおかつやっぱり大変なんだっていうのであ

れば、それはそのときに検討をすると。今ここちょっとあまりにも資料が少なくて、私はこ

の消化不良状態で結論出すことは非常に不満がございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 そういうことで他の方は意見どうです。先ほど聞

きましたけれど、ってことは何、継続審査にした方がいいかということ。 

○１３番 寺平委員 継続審査にしたい。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 今もう少し時間をとって協議、協議というか、審査

をする必要があるという意見が出てますけれども、そういうことになると今ここで討論を

して採択か不採択かということは、今日やらないということになりますので、まずそれにつ

いてちょっとご意見をいただきたい、もう少しいただきたいと思います。ので今の継続審査

にするかどうかということについて、ご意見をいただきたいと思います。松本委員 

○８番 松本委員 私は先ほどいろいろ滞納者がだとか、いわゆる国にお金はあるよとか、

そういうことを一列に言いましたので、ここで採択をした方がいいと、これに対して意見書

を送るべきということで。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員はどうですか。 

○５番 唐澤委員 もう少し納得できないということならば、あれですけど、私申し上げて

ますように、やはり将来的な高齢者が増えてくる、いわゆる国保の方のやはり負担がこれか

ら増してくるだろうと、その辺の状況を考えるとこういうものは上げていっていいんじゃ

ないかというふうに思いますけれども、納得できないというならば、今のところでいろいろ

私は考えても、私は限界があるなという、私もっと長い目でこれを見て町民のためにいいも

のであれば、町民のためになるものであれば、議会として出していってもいいんじゃないか

と、陳情出していってもいいかと、そういうスタンスですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは色々な意見をいただいたわけですけれど、

継続審査をという今ご意見がありますので、それに対してどうするかということを決めた

いと思います。そのことについて他にご意見がある方ありますか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければ採決をして継続審査にするか、ここで決

めるかということについて、決めたいと思いますけれど、意見がある方ありますか。次長 
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○小松議会事務局次長 今継続審査と採択の意見が出ているので、もう継続審査か否かを

まず決めてもらって、そこで決まったらもう、そこで終了でいいですよね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 そうです。継続審査にするかどうかということで。 

○小松議会事務次長 お願いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。まず、今の継続審査ということに

なると、あとの審査、ってか採決をしないということになりますので、それについて採決と

いうかを決めます。今意見が出た継続審査というご意見がありますので、それに賛成の方は

起立をお願いいたします。  

【賛成者起立】 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ありがとうございました。それでは多数というこ

とで継続審査ということにいたします。その旨議長へ報告をして、また本会議に議会会期以

外のところの審査も含めて、審査をするような格好で報告をさせていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

【請願・陳情 終了】 

 

午後 2時 40分 終了 


